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令和６年第３回知名町議会定例会議事日程  

令和６年９月２５日（水曜日）午前 10時 00分開議  

 

 

１．議事日程（第１号）  

 ○開会の宣告  

 ○開議の宣告  

 ○日程第１  会議録署名議員の指名  

 ○日程第２  会期の決定  

 ○日程第３  諸般の報告  

       （議  長）  

 ○日程第４  行政報告  

       （町  長・教育長）  

 ○日程第５  報告第４号から報告第８号  

 ○日程第６  一般質問  

       ①田尻  博樹君  

       ②西   文男君  

       ③長山  美香君  

       ④髙風勝一郎君  

 ○散会の宣告  

 

 

１．本日の会議に付した事件  

 ○議事日程のとおり  
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１．出席議員（ 12名）  

議席番号     氏    名   議席番号     氏    名  

  １番   田  尻    博  樹  君     ２番   長  山    美  香  君  

  ３番   原  﨑    幸  雄  君     ５番   西      □ 信  君  

  ６番   髙  風    勝一郎  君     ７番   福  川    勝  久  君  

  ８番   窪  田      仁  君     ９番   根  釜    昭一郎  君  

 １０番   西      文  男  君    １１番   福  井    源乃介  君  

 １２番   川  畑    光  男  君    １３番   外  山    利  章  君  

 

１．欠席議員（０名）  

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

議会事務局長  藤  田  孝  一  君   議 会 事 務 局 主 事   元  榮  聡  子  君  

 

１．地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名  

職   名   氏   名    職   名   氏   名   

町 長  今  井   力  夫  君   副 町 長   赤  地   邦  男  君  

教 育 長  田  中   幸太 郎  君   総 務 課 長   成  美   保  昭  君  

総 務 課 長 補 佐  西     富士 雄  君   企画振興課長   永  野   道  也   君  

農 林 課 長  岡  越     豊  君   農 業 委 員 会 事 務 局 長   上  村   隆一 郎  君  

建 設 課 長  英     敬  一  君   耕 地 課 長   下  田   浩  治  君  

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長

 
平     和  仁  君   税 務 課 長  

 
井  上   修  吉   君  

町 民 課 長  元  栄   吉  治   君   保健福祉課長   中  村   里佐 子  君  

上下水道課長   久  永   裕  一  君   保 健 福 祉 課 参 事   根  本   幸  治   君  

教 育 委 員 会 事 務 局 長   池  沢   由美 子  君   子 育 て 支 援 課 長   原  田   孝  二   君  

学 校 給 食

センター所長

 
東     里  樹  君   

教 育 委 員 会  

事 務 局 参 事  

 
田  邊     栄   君  

     建 設 課 参 事   夏  迫   裕  作   君  
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△開  会  午前１０時００分  

 

○議長（外山利章君）  

 議場におられる皆様、ご起立ください。  

 一同、礼。おはようございます。お座りください。  

 ただいまから令和６年第３回知名町議会定例会を開会します。  

 これから本日の会議を開きます。  

 

△日程第１  会議録署名議員の指名  

 

○議長（外山利章君）  

 日 程 第 １ 、 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 を 行 い ま す 。 会 議 録 署 名 議 員 は 、 会 議 規 則 第

１２７条の規定によって窪田  仁議員、根釜昭一郎議員を指名します。  

 

△日程第２  会期の決定  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第２、会期決定の件を議題にします。お諮りします。  

 本定例会の会期は、本日から１０月２日までの８日間としたいと思います。ご異

議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、会期は本日から１０月２日までの８日間に決定しました。  

 

△日程第３  諸般の報告  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第３、諸般の報告を行います。  

 報告事項はお手元に配付してあります。  

 諸般の報告ではございますが、さきに行われました臨時会において、議員各位の

ご推挙をいただき、第４０代の知名町議会議長に就任いたしました。お時間をいた

だき、所信を述べさせていただきます。  
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 今回の改選において、知名町議会には５名の新人議員が当選し、その中で町内初

の女性議員が誕生いたしました。これは、多様な町民ニーズを受け止める新しい形

を町民が求めた結果であると感じております。議会としても、歴史ある議会の本質

は大切に継承しつつも、時代に即した新しい議会の在り方を模索する必要があると

考えています。  

 知名町議会では、これまでの監視機能に重点が置かれた議会運営から、町民の声

を基に課題を見つけ、その解決方法を議員間の話合いで見いだし、町へ提言する政

策サイクルの実現に向けた議会改革を進めてきました。その際大切にしたのは、課

題に対して議員同士がそれぞれの意見を出し合い、討議し、よりよい解決方法を見

いだす議員間討議に重点を置いてきたことです。異なる意見を持つ住民から選ばれ

た議員だからこそ持つ多様な意見を集約、討議し、最終的に合意することで町民に

とってよりよい解決策に昇華する、このプロセスこそが合議制の議決機関と言われ

る議会としての本来の姿であると思います。議会が単なる議員の集まりではなく、

議会という組織として町民福祉の向上に直接的に貢献する、人口減少や少子高齢化

など厳しい社会情勢の中でそのような新しい議会の形が求められています。  

 知名町議会は既にその取組をスタートさせていますが、その流れをさらに推進す

るためには、議員各位はもちろん、議会事務局を含めた議会に関わる全員がチーム

議会として一体的に取り組むことが不可欠であります。願うべくは町民のために、

その目標に向かって皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。  

 また、二元代表制の下で共に選挙で選ばれた首長と議会とは、立場こそ異なりま

すが、住民福祉の向上という最終目標は共通しています。その実現のためには、常

に緊張感を持ち、是々非々の姿勢で論戦を行いながらも、同じ目標に向かって競い

合う善政競争を進める必要があります。今後の議会運営を通じ、その実現に向けて

全力で取り組んでまいります。  

 最後に、議会から町を変える、これが私が考える理想の議会の姿です。私たち議

員が町民にとって真の代弁者となり、政策議論を通じて町の発展に貢献する議会を

目指していきたいと思っております。そのためには、皆様のご協力が何より大切で

あります。ぜひともご協力を賜り、共に力を合わせて町の未来を創っていくことを

心より願っております。どうぞよろしくお願いいたします。  

 次に、地方自治法第２３５条の２第１項の規定による例月出納検査の結果につい

て、同条第３項の規定により監査委員から報告があり、お手元に配付のとおりです。  

 以上で、諸般の報告を終わります。  
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△日程第４  行政報告  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第４、行政報告を行います。まず、今井力夫町長の報告を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 議場内におられる皆様、そしてインターネット中継をご覧になっている町民の皆

様、改めましておはようございます。平素から本町発展のために、町民の皆様には

各行事等を含めたご理解、ご協力を賜っていることに対しまして、まずお礼を申し

上げます。  

 また、本日は台風１３号通過後の非常に片づけ等のご多用の中で議場へご来場い

ただいている皆様に対しましては、重ねてお礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。  

 さて、台風１０号と、そして１３号による水害により、貴い人命が失われており

ます。また、今なおその復旧・復興の見通しが立っていない状況の地域もございま

す。特に、地震により災害復旧等の途中にあります石川県能登半島におきましては、

今回の台風１３号によります水害でさらに被害が拡大しております。お亡くなりに

なられた方々のご冥福をお祈りするとともに、一日も早い復旧・復興をお祈りし、

平穏な日常が戻りますように重ねてお祈り申し上げます。  

 さて、沖永良部におきましても、６月２３日に梅雨明けを行っております。その

後、台風９号による雨が降るまではほとんど雨が降らず、農作物等への被害が心配

される状況でありましたが、８月後半から台風による降雨が続き、干ばつによる被

害等の心配も薄れてきております。  

 しかしながら、今後、地球温暖化がこのまま進行してまいりますと、これまで私

た ち が 経 験 し た こ と の な い 環 境 の 変 化 が 大 変 心 配 さ れ ま す 。 世 界 の 平 均 気 温 は 、

１９世紀と比較しますと１．０９度、日本ではこの１００年間に１．２８度、都市

部においてはさらに温度が上がり、約２度上昇しております。地球温暖化によりま

す海面上昇や農作物への被害や渇水、そして洪水、逆に熱波と干ばつの同時発生や

火災の発生しやすい高温、乾燥、強風などの複合的な極端現象の発生の確率も高ま

ってきております。  

 このように地球的規模の変異が心配される今日でありますが、ロシアによるウク

ライナ侵攻やイスラエルによるガザ地区への攻撃など世界中においては戦争が絶え

ず、戦争により、多くの貴い命が失われております。今こそ世界は、宇宙船地球号

の穏やかな航海を進めるために、互いの知恵を出し合わなければならないときに来
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ているのではないでしょうか。私たち知名町においては、子や孫の世代にすばらし

いこの地球環境を残していくために、２１の字、そして知名町発展に向けて個人と

しては、地域としては何ができるかを問い、できることから取り組んでまいりたい

ものだと思っております。  

 本町におきましては、８月２５日に行われました知名町議会議員選挙において、

７８年の歴史を有する知名町議会初の女性議員の誕生を含め５名の新人議員が誕生

しております。新しい議会メンバーにおいても、町民の多様な意見を議員同士で話

し合い、集約し、町政に反映させ、知名町のさらなる発展に寄与する取組を期待し

ております。町民の皆様には、今後とも議会共々町政に対するご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。  

 それでは、私の休会中の行政報告を行いますが、詳細につきましてはお手元の資

料をご覧いただき、主立ったものをご報告いたします。  

 ６月２４日、中山間地農業ルネッサンス推進事業シマ桑ブランディング販売力強

化公募型プロポーザルを実施しております。この事業は、知名町シマ桑ブランディ

ング及び販売力強化業務を委託するに当たり、プロポーザルによる審査を行い、最

も適した契約相手を厳正かつ公正に決定するためのものでございます。今回この事

業に応募してきた事業所は、株式会社サンジキ社のみでございました。シマ桑ブラ

ンディングに必要な成分分析やマーケティングの調査を実施し、販売・広報戦略に

ついて具体的な取組を説明していただき、担当課と生産者代表により事業者を選定

しております。  

 ６月２５日、先導的官民連携推進事業について、三井住友トラスト基礎研究所と

株式会社山下ＰＭＣの皆さんと第１回の会合を行っております。事業を実施する企

業の皆さんが役場関係者、一般社団法人ツギノバ、環境事業者、農業青年クラブ、

知名町商工会、一般社団法人シマスキなどの事業者などからヒアリングした内容を

報告してもらい、まちづくり町民会議で提出されたアイデアを比較検討するもので

ございました。  

 ６月２８日、富山県高岡市にありますアルハイテック本社及びモン・ラック・タ

カオカにあるアルミ水素循環モデルを視察してまいりました。この施設は、アルミ

付廃棄物とアルカリ水溶液を反応させることにより二酸化炭素の出ない水素を発生

するシステムと同時に、そのときにできます副産物である水酸化アルミニウムを再

利用するシステムであります。アルミ水素の優位性としては、水素価格が非常に安

価であるということ、それから環境に優しい水素であるということ、安全に使える

ということ、それから災害時に非常用電源としても活用できる、インフラ設備が小
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型であることなどの利点があると感じました。  

 今回視察しましたシステムは、９キログラムのアルミから１キログラムの水素が

でき、副産物の水酸化アルミニウムを２６キログラム得ることができると。水酸化

アルミニウムは各種の包装材として販売しているということでございます。今後の

水素社会に向けて、アルミをエネルギーキャリアとして国際的な循環利用が考えら

れ、世界的な水素サプライチェーンの構築の一翼を担うものではないかと感じまし

た。  

 続きまして、７月４日に、毎年、知名町の建設有志会の皆さんが町内の学校施設

や道路、公園などの美化清掃をしていただいております。今年も建設有志会の皆さ

ん６９名が暑い中作業していただき、ふだん役場だけではなかなか手の届かない場

所を建設機械や重機を活用して作業を行っていただき、大変、町がきれいになりま

した。夕方には作業をしていただいた方々や参加した役場職員と合同での懇親会を

行い、互いの親睦を深めることもできたのではないかと感じておりました。  

 ７月５日、新規就農者を励ます会に参加してまいりました。新規就農者は、知名

町在住者は今年は４人、畜産、サトウキビ、野菜づくりの農業指導者の方々からそ

れぞれ新規就農者にご自身の体験を踏まえた農業に対する取組姿勢などのお話もし

ていただきました。  

 ７月１６日に、アグトラスト基金申出について、庁舎内での基金の趣旨について

確認をしました。株式会社アグトラスト創設者であります伊口  豊氏、この方は和

泊町の国頭出身でございます。この伊口氏から、集落や各種団体において、地域の

活性化を目指し、自主的かつ将来を見据えた自立的に活動する個人や団体の皆さん

を応援したいという申出があったということを説明しました。  

 主 な 補 助 対 象 と い た し ま し て は 、 地 域 の 活 性 化 に つ な が る ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 、

２つ目が地域の伝統芸能や文化の保存及び継承活動、３つ目が地域の自然環境保全

や地域の美化緑化活動、４つ目がその他集落や地域課題の解決に向けた取組である

と、そういうものに活用していただきたいということを説明しました。なお、寄附

金の上限が３，０００万円でございます。  

 ７月２６日に伊口氏と知名町のアグトラスト基金への取組概要を説明し、本人か

ら了承を受け、今月末には寄附金としてアグトラスト基金に３，０００万円を町に

寄附したいということでございます。  

 ７月２９日、衆議院の国土交通委員会委員長であります長坂康正議員ほか１０名

の委員の皆さんと、奄美群島振興開発特別措置法の予算について意見交換を行って

まいりました。１２市町村長からは、奄美群島成長戦略推進交付金については令和
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７年度は市町村事業費を６年度の約３倍、２２億８，７００万円を確保していただ

きたいということ、公共事業費の補助率を２分の１から４分の３へかさ上げしてい

ただきたいという要望をいたしました。そのほか知名町からは、輸送コスト支援事

業の拡充として品目の拡充と、それからユリ球根出荷用の木箱の輸送コストについ

ても支援をしていただきたいという要望をしました。  

 ８月１日、市町村長研修会がございました。２つのこまがございまして、最初は

講演でございまして、「災害時の対応、危機管理について」河田社会安全研究セン

ター長が行いました。これからの地震や洪水などは従来の災害と大きく変わってく

ることを認識し、対応を考えていかなければいけないと。災害対応で大事なことは、

縮災の考え方を持たなければならない。大規模災害においては、建物の倒壊などを

防ぐ防災だけではなく、できるだけ災害の被害を小さくする減災、さらに被災して

も日常生活に早く戻れる縮災という物の考え方が今後はスタンダードになるであろ

うと。このことは、沖永良部における対策を考えますと、台風時の停電復旧をいか

に早くするかということにつながるのではないかと考えます。日常生活に早く戻る

ためにも、そういう意味ではマイクログリッド構想というのは災害対策としては非

常に重要なことであると確信しました。  

 ２つ目の講演は「地域経済とレジリエンス～持続可能な幸せな鹿児島へ～」とい

うことで、枝廣淳子幸せ経済研究所の所長が講演されましたけれども、持続可能な

社会づくりは、新しい経済の在り方や幸福度、レジリエンスを高める思考が大切で

あるということ、そのためのキーワードとして３つあると。まず、町の在り方を示

すビジョン、それから住民同士の対話のつながり、それから互いの考えを伝え合う

変化をつくり出す。また、町の好循環をつくり出すために、お金や物や人の循環を

意識した取組が必要である。脱炭素社会づくりはこれからの時代の大事なビジョン

であり、これら３つの循環を自分の町にどのように当てはめていくかが持続可能な

まちづくりになるのではないかと、講演を聞いて感じたところでございました。  

 ８月２日、離島行政懇談会、年１回ございますけれども、ございました。私は、

知名町から２つのことを県に要望してまいりました。まず１点目は、離島の子供た

ちの県大会への補助は県の責任で行うこと。離島の子育てや人口維持にそのことは

非常に直結するので、ぜひ県が県大会等の補助の全額を見ていただきたいという要

望をしました。それから２つ目は、国頭知名線の歩道の設置は喫緊の課題であると

いうこと、特に正名字の県道は住民の安心・安全な生活基盤であるということ。こ

の２点について県に要望し、県の姿勢をお聞きしたところでございました。  

 午後からは、離島における夜間緊急搬送における研究会等もございまして参加し
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ました。  

 ８月８日に、本町では令和３年度から進めてまいりました水道管工事と硬度低減

化の建屋と、それから処理装置の建設を含めた計画書を県や国に提出し、許可を受

けてきましたが、今回の令和７年度の予算では縮小されておりましたので、納得の

いくものではないので、国土交通省の担当者との話合いでこれまでの経緯を説明し、

町民が安心して生活できるための社会資本整備の一環である硬度低減化はぜひとも

実施しなければならないことである、また、県選出の国会議員にもこのことについ

ての支援を依頼するために上京してまいりました。  

 国土交通省との打合せにおきましては、特別地域振興官ほか７名の職員と、令和

７年度の予算につきまして、厚労省時代の奄美群島においては上水道に２分の１の

補助をするということになったことを踏まえた事業を確認するとともに、令和８年

度までの交付金の配分についてもお願いをしてまいりました。  

 県選出衆議院議員に国土交通省との協議内容を改めて説明し、知名町の上水道事

業の現状と課題について資料を基に予算獲得のお願いをしてまいりました。その後、

東京事務所においても出口次長や栗脇次長に国土交通省や県選出国会議員との協議

内容を報告し、県としての最善の協力を依頼してまいりました。  

 ８月２１日には、弓削文庫整理事業開始に当たり、丹羽謙治鹿児島大学近現代教

育研究センター長ほか准教授３名及び鹿児島大学の学生６名と、弓削文庫の目録作

成と弓削文庫の保存活用に向けた報告書の作成やその価値をアピールできるような

資料整理を、短期・中期計画、それから長期目標作成に向けた意見交換を行ってま

いりました。弓削文庫の史料につきましては全国的にも貴重なものがあるので、多

くの研究者が来島し活用したり、リモートでも閲覧できるようにしていけるように

取り組んでまいりたいと考えております。  

 ９月３日、自民党本部の奄振特別委員会において、沖縄選出の西銘代議士の進行

により会が進行され、最初に森山委員長の挨拶の後に、奄美群島の振興開発に係る

主な令和７年度予算概要について各関係省庁からの説明がございました。概算要求

では２８億３，８００万円。最後に自治体から意見を述べる機会もございましたの

で、奄振交付金の延長のお礼を申し上げるとともに、防災・安全交付金、これが今

後の上水道の整備予算になるんですが、この防災・安全交付金について、事前に提

出している計画どおりに事業が行えるように予算の確保を改めてお願い申し上げま

した。  

 委員会後には、国土交通省の交通局長と、上水道に対する交付金について確実に

予算の確保をしていただけるように改めて依頼したところでございます。  
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 ９月８日から１２日にかけては、ＪＡそらち南地域で生産されているバレイショ

が沖永良部や徳之島、出水、大隅地域で種芋として活用されており、今回、両町役

場を表敬訪問し、これまでの種芋出荷へのお礼と、今後とも両地域における農業発

展と地域経済の発展に共に連携していくことを確認してまいりました。また、ＪＡ

そらち南代表組合長や幹部の皆さんから今年のバレイショの状況報告を受けた後に、

バレイショ補助の視察と本町に種芋を出荷していただいております農家の方々とも

情報交換をしてまいりました。  

 圃場視察では、そもそも北海道とは農場の広さが異なり、大型機械による収穫作

業には驚くものがございました。  

 その後、取り扱い対策検討委員会がございまして、北海道においても７月の降雨

により肥大化が進み、全体としてはＬ、Ｍサイズ中心になっているということ、収

量は平年並みで、わせ品種においては平年よりもやや少なめであるということでご

ざいました。収穫作業は８月１８日から始まっておりますが、その後の降雨により

掘り取り作業がやや遅れているけれども、知名町に１０月３１日に種芋が必着する

ように計画しているということでございました。  

 ただ、ニシユタカにおいてはシストセンチュウ被害が広がっておりまして、年次

的に抵抗性のあるしまあかりに転換していかなければならないという説明がござい

ました。次年度以降は、各自治体においてもしまあかりへの移行にご理解、ご協力

していただきたいという依頼もございました。  

 栗山町の佐々木  学町長との打合せの中では、知名町との間で職員の人事交流や

文化交流なども視野に入れた取組を進めたいということ、それから両町のますます

の交流をいろいろな面で進めていけたらいいのではないかという申出がございまし

て、今後、両町検討してまいりましょうということで町長との話合いをしてまいり

ました。  

 最後に、９月１３日、第４２回知名町合同金婚式に１１組がご参加され、これま

でに本町へ多大な貢献をしていただいたことに対するお礼と、今後ますますご健康

で幸せに過ごされますように、そしてさらに楽しい思い出の人生を送られますこと

を願い、参加者で金婚式を祝福してまいりました。  

 以上で、私の休会中の主立った報告を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。  

○議長（外山利章君）  

 これで、今井町長の行政報告は終わりました。  

 次に、田中幸太郎教育長の報告を求めます。  
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○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、令和６年６月１８日から同年９月２４日までの教育行政について、主

なものを抜粋して報告させていただきます。  

 ６月２８日、あしびの郷・ちなにおいて大島地区大会結団式が行われ、挨拶や激

励の言葉に続き、各競技団体の紹介がありました。特にサッカー選手団の紹介では、

高校生に大人が頑張る姿を見せたい、町のために共に頑張りたいなどの力強い決意

表明があり、とても頼もしく感じました。  

 ６月２９日、大城小学校において沖永良部空手道大会及び沖永良部空手道スポー

ツ少年団交歓大会が行われました。本町から形の部、組手の部ともに小学生１０人

が出場し、熱戦を繰り広げました。空手の技もさることながら、立つ姿勢や返事、

礼など礼儀正しい姿が印象に残る大会となりました。  

 ７月１日、委員会室において、島留学を希望する児童、保護者を対象にオンライ

ン面接を行いました。今回の希望者は神奈川県川崎市に住む小学校４年女児で、本

人には島留学の希望理由を中心に、保護者には家庭や学校での本人の様子を中心に

それぞれ聞き取りを行いました。その後、推進協議会で選考し、２学期からの留学

生として受け入れることにしました。  

 ７月５日、下平川小学校におきまして第２回町教頭研修会を行いました。私のほ

うからは町教育委員会及び大島教育事務所による学校訪問の所感を述べた後、飲酒

運転の厳禁、適正な事務処理、夏季休業中における適正な勤務管理等について指導

しました。その後、教頭研修会改革の一つとして位置づけた会場校校長講話を行い、

教頭としての資質向上を図りました。  

 ７月１０日、本年度の沖永良部秋季教育研究大会小学校部会で講話をいただく高

谷哲也准教授と面談するため、鹿児島大学教育学部を訪問しました。これまでの下

平川小学校の取組を説明した後、講和で触れていただきたい事項等を伝達し、意見

交換をしました。今後、先生が提唱されている「子供の事実に学ぶ」という視点を

大切にした授業づくりや校内研修の推進について、各学校を指導してまいりたいと

考えております。  

 ７月１３日、あしびの郷・ちなにおいて知名中学校合唱コンクールが行われ、審

査をさせていただきました。本年度は、昨年度までの各学年１曲の発表から課題曲、

自由曲の２曲の発表に変更されたことから、生徒たちの素直で明るい歌声をより多

く聞くことができ、久しぶりに音楽のよさや楽しさ、美しさを感じることができま

した。  

 夕方は和泊町役場において両町管理職等研修会が開催され、「沖永良部島の魚類
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の多様性」と題して鹿児島大学総合研究博物館館長で教授の本村浩之氏による講演

が行われました。  

 また、この日から２日間、本町総合グラウンド及び和泊町民グラウンドにおいて、

全１１チームが参加し大島地区大会サッカー競技が行われました。本町チームは予

選を勝ち上がり決勝トーナメントへ進みましたが、準決勝で与論町チームにゼロ対

２で惜敗し、連覇はなりませんでした。選手の皆様やサッカー連盟の皆様のご努力

をたたえるとともに、関係の皆様に心より感謝をいたします。  

 ７月２２日、あしびの郷・ちなにおいてみやまふれあいコンサートが行われ、訪

れた聴衆は本格的なバイオリンとピアノの調べを楽しんでいました。優れた芸術鑑

賞事業の実施は町教育振興基本計画に盛り込まれており、町民の文化意識の高揚と

いう観点で意義深いコンサートとなりました。  

 ７月２３日、台風３号の影響を受けて一時風雨が強い時間帯がありましたが、本

年度も知名小学校プールにおいて町小学校水泳記録会が行われました。参加した５、

６年児童は、友達や保護者、地域の皆様の声援や拍手を受け、日頃の練習の成果を

発揮すべく懸命に競技に臨んでいました。  

 ７月２６日、龍郷町りゅうがく館において第３回地区教育長会議が行われ、当面

する諸課題について意見交換をしました。また、同町りゅうゆう館では第２回地区

校長研修会が行われ、大島教育事務所各課の説明の後、実践発表及び質疑応答、県

総合教育センター所長による講演等を通して研修を深めました。  

 ７月２７日、町総合グランドにおいて、島内外から４チームが参加し、地区スポ

ーツ少年団競技別交歓大会サッカー競技が行われました。選手は懸命にボールを追

いかけたり声をかけ合ったりして競技に臨み、結果は優勝、徳之島町（亀津サッカ

ー ス ポ ー ツ 少 年 団 ） 、 第 ２ 位 、 和 泊 町 （ Ｓ Ｃ 和 泊 ） 、 第 ３ 位 、 知 名 町 （ Ｆ Ｃ 知 名

町）となりました。  

 ７月３１日、議会議事堂におきまして、町内の児童・生徒１４名出席の下、町子

ども議会を開催しました。この子ども議会は、よりよいまちづくりに主体的に参加

する態度を育てることを目的に隔年で開催しており、本年度は新庁舎での初めての

開催となりました。田皆中学校３年生徒が議長を務め、各議員は疑問や要望などを

まとめて質問し、町政運営について理解を深めていました。学校プールの改修や冷

水器の設置、タブレットの規制など学校生活に関わる質問のほか、災害対策や避難、

リサイクル、観光アピール、ポイ捨ての防止、脱炭素先行地域としての取組など環

境や町全体の課題についての質問もあり、充実した議会となりました。  

 ８月７日、委員会室において第１回教育委員会臨時会を開きました。今回は令和
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７年度から使用する中学校教科用図書の採択に係る内容で、地区教科用図書採択協

議会での決定を踏まえ、知名町教育委員会の行政組織等に関する規則により、教育

長が専決処理したことを報告しました。  

 また、この日から２日間、沖泊海浜公園で子ども会サマーキャンプが行われまし

た。参加した７名の子供たちは、自然や環境などについて探究学習に取り組むとと

もに、お互いの友情を深めていました。２日目はイングリッシュ・デイ・キャンプ

を併せて行い、３名を加えて計１０名がプロバスケットボール選手の松田鋼季氏か

らゲームなどを通じて英語を学び、有意義な２日間を過ごすことができました。  

 ８月９日、大会議室において町民体育大会実行委員会が行われ、実施要項やプロ

グラム等について協議しました。昨年度の反省を踏まえ、予備日は設定しないこと、

トラック競技はたすきを不要とすること、決勝テープは全競技不要とすること、小

学生が走る種目は運動靴とすることなどを確認しました。また、競技内容の見直し

についても検討し、決定しました。  

 ８月１９日、委員会室において教育行政評価会議を行いました。これは、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律に定められている教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検を行うために開く会議で、本年度は令和５年度における学校教育関

係を対象に、４名の評価委員に点検、評価、まとめをしていただきました。  

 ８月２１日、あしびの郷・ちなにおいて町人権同和教育研修会を行いました。講

師に県教育庁人権同和教育課の牧野田弘一課長をお招きし、「人権同和教育を根っ

こに据えて」の演題で講演をしていただきました。当日は、本町の学校職員、こど

も園関係者のみならず、和泊町の学校職員も含め多くの参加があり、人権教育につ

いて学びを深めました。  

 ８月２３日、県産業会館において県町村教育長会研修会が行われました。午前は

県教育庁の教職員課長や義務教育課長の講話があり、午後からは南種子町教育委員

会、大崎町教育委員会の事例発表や文科省初等中等教育局教育課程企画室長の講演

等があり、教育行政の現状と課題について幅広く認識、理解を深める機会となりま

した。  

 ８月２６日、県行政庁舎において山村留学連絡協議会が行われました。この連絡

協議会は、本県の山村留学を推進する目的に賛同する者が互いに連携、協働しなが

ら山村留学に係る取組を一層充実、発展させることを目的に、本年度新たに発足さ

れたものであります。当日は、山村留学連絡協議会発足に向けた歩みの説明に続き、

関係各課からの施策や情報の提供、グループでの意見交換という流れで進められ、

本町のえらぶゆりの島留学の今後を展望する上で貴重な情報交換の場となりました。  
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 ８月２８日、委員会室において本年度の新規採用教員２名を対象に研修会を行い

ました。私のほうからは、ひたすら見る、ひたすら接する、ひたすら学ぶという基

本姿勢や校務の進め方、組織人としての自覚や責任感等について指導した後、服務

規律や学級経営、授業づくり等について研修を深めました。  

 ８月３０日、副町長室において、鹿児島大学の澤田准教授らから弓削政己氏寄贈

文献資料の整理作業の報告を受けました。約１週間の集中作業で、貴重資料の識別

を７割から８割終えたこと、一部先行公開はパネル展示やレプリカ展示が考えられ

ることなどが報告されました。なお公開については、現時点ではプライバシーの問

題等も懸念されることから慎重さを要するというアドバイスもいただきました。今

後とも、鹿児島大学と連携を深め、整理作業を適切に推進してまいりたいと考えて

おります。  

 ９月２日、町長室において地域おこし協力隊の着任式を行いました。今回の地域

おこし協力隊は公営塾のスタッフとして配置されたもので、奈良県から中野喜久氏

をお迎えしました。氏は、これまで公立学校の教諭や管理職をはじめ、教育に関す

る文献の執筆、海外での教育機関のご経験もあり、多様なキャリアを生かして本町

の生徒のＩＣＴ活用能力や探究的に学ぶ力の育成に貢献していただけるものと期待

をしております。  

 ９月３日、田皆中学校において第３回校長研修会を行いました。私のほうからは、

実りの秋に向けた施策の充実や人権教育の充実、安全・安心を念頭に置いた教育活

動の推進等について指導しました。１０月３０日は、下平川小学校において、長い

歴史と伝統のある沖永良部秋季教育研究大会小学校部会の研究公開を行います。議

員の皆様も、ご都合がつきましたら下平川小学校においでいただき、研究会の様子

をご覧いただきたいと思います。  

 ９月５日、大島教育事務所による計画学校訪問が田皆小学校で行われ、同行しま

した。校長から学校経営の説明を聞いた後、授業参観、学校経営指導、表簿閲覧、

授業参観指導及び総括という流れで進められました。田皆小学校では、凡事徹底を

通した生活習慣やガイド学習を通した学ぶ力が身についており、それが学力向上に

つながっていることを実感しました。  

 ９月７日、あしびの郷・ちなにおいてしまむに継承推進協議会の設立総会を開き

ました。本協議会は、しまむにの保存・継承を目的に本年度新たに立ち上げたもの

で、当日は委員への委嘱状交付の後、設立までの経緯や今後の活動内容等について

協議しました。国立国語研究所やしまむにサロンとの連携も図りながら活動の充実

を図っていきたいと思います。  
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 ９月８日、町内２つの中学校で体育大会が行われました。田皆中学校では、開会

式やエール交換での規律正しい動きや団結力、１００メートルコールの際にお互い

に拍手をする仲のよい姿などが印象に残り、知名中学校では、明るく伸び伸びとし

た雰囲気の中で生徒全員で声をかけ合い、体育大会を盛り上げようとする姿などが

印象に残りました。また、両校とも生徒の懸命な走りや役員等の主体的な動きが見

られ、感心しました。加えて、学校と地域との一体感も感じられ、すばらしい体育

大会となりました。  

 ９月１３日、あしびの郷・ちなにおいて生涯学習フェスティバル実行委員会が行

われ、本年度は講演を実施し、本町出身で千葉大学名誉教授の大山中勝氏に講師を

依頼することになりました。本年度も多くの町民にご来場いただき、作品展示や舞

台発表等を楽しんでいただきたいと思います。  

 ９月１９日、第１会議室において本年度第１回目の町誌編さん委員会を行いまし

た。町長から各委員に委嘱状が交付された後、町誌編さんの基本計画や事業スケジ

ュール、経費等について協議しました。今後、各部会の開催や執筆者の選定等、町

誌編さん室を中心にスケジュールに即して作業を進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。  

 以上で、教育行政報告を終わらせていただきます。  

○議長（外山利章君）  

 これで、田中教育長の行政報告は終わりました。  

 以上で、行政報告を終わります。  

 

△日程第５  報告第４号から報告第８号  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第５、町長から提出のありました報告第４号、令和５年度健全化判断比率に

ついて、報告第５号、令和５年度資金不足比率について、報告第６号、おきのえら

ぶフローラルホテル株式会社経営状況を説明する書類の提出について、報告第７号、

私債権の放棄について並びに教育長から提出のありました報告第８号、令和５年度

知名町教育委員会活動の点検・評価報告書については、それぞれお手元に配付のと

おりです。  

 

△日程第６  一般質問  
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○議長（外山利章君）  

 日程第６、一般質問を行います。通告に従って順次発言を許可します。  

 通告１番、田尻博樹議員。  

○１番（田尻博樹君）  

 議場の皆さん、傍聴席の皆さん、そしてインターネット中継をご覧の皆さん、う

がみやぶら。  

 一般質問を始める前に２点ほど述べたいと思います。  

 まず、今年初めに起こりました石川県での能登半島地震の被災地域に、またして

も豪雨という災害が発生いたしました。被害に遭いました皆さん、本当に謹んでお

見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。  

 次に、先月８月に行われました知名町議会議員選挙について、町民の皆様に一言

お礼を述べたいと思います。  

 このたび、町民の皆様の温かいご支援を賜り初当選を飾ることができました。本

当にありがとうございました。おごらず謙虚な姿勢で、そして感謝の気持ちを忘れ

ずに、先輩議員、同僚議員と共に汗を流し、町民の負託に応え、町政発展のため頑

張ってまいりますので、引き続き町民の皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます。  

 それでは、一般質問に入りたいと思います。  

 議席番号１番、田尻博樹が次の３点について質問いたします。  

 大きな１番、町の人口減少について。  

 本町においては毎年１００名近くの人口が減っていると思うが、町民は人口減少

で字の将来に不安を抱えていると思います。  

 次の３点についてお伺いいたします。  

 ①５年後、１０年後の字の人口はどのような推移を予想しているのか、お伺いい

たします。  

 ②人口が減っていく中、２１字あっての知名町と考えるが、維持していくための

方策等はあるのか、お伺いいたします。  

 ③字づくりは字が主体となるが、人口減少問題については町が主体となって字民

と話合いをし、議論していくべきと考えるが、計画はないかお伺いいたします。  

 括弧書きに書いてありますが、農業分野の中では町が主体となって地域計画とい

うものがあり、字の担い手や中心的経営者と共に計画をつくって、５年後、１０年

後の字の農業振興のあるべき姿を共に話し合っております。  

 次に、大きな２番、農業振興について。  
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 本町の耕地面積は２，１０９ヘクタールであるが、本町の担い手は農地不足のた

め 規 模 拡 大 や 新 規 就 農 者 の 農 地 の 確 保 に 大 き な 支 障 を 来 し て い る と 思 う が 、 次 の

５点についてお伺いいたします。  

 ①初めに、担い手とは誰を指すのか、お伺いいたします。  

 ②なぜ農地不足に陥っているのか、お伺いいたします。  

 ③施設利用型農業を推進し、少ない面積で農業経営ができるよう推進していくべ

きと考えるが、ハウス事業等の補助率を上げることを検討していないのか、お伺い

いたします。  

 ④担い手の経営改善計画を重視しているのか、お伺いいたします。  

 ⑤農業振興計画では担い手の育成・確保とあるが、役場職員は担い手でないと思

う。職員の農業経営状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。  

 大きな３番、大きな３番に入る前に１つ訂正があります。①の「こども園～本部

病院」とありますが、正しくは「本部医院」でございます。訂正をお願いいたしま

す。  

 大きな３番、子育て支援について（病児保育）。  

 親が安心して子供を預けられ、働けるようにするために、次の４点についてお伺

いいたします。  

 ①こども園で子供が体調を崩した場合、こども園から本部医院までの流れをお伺

いいたします。  

 ② 子 供 の 体 調 に つ い て は 、 せ き 、 熱 等 マ ニ ュ ア ル 等 は あ る の か 。 例 え ば 熱 が

３７度になった場合に連絡しなければいけないと、そういうマニュアル等があるの

か。また、保護者に説明しているのかお伺いいたします。  

 ③看護師の配置はしているのか、また検討しているのか、お伺いいたします。  

 ④政策提言でもあったが、保育士の待遇改善は検討しているのか、お伺いいたし

ます。  

 以上で、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、田尻博樹議員の大きく３点ご質問がございましたので、順を追って回

答してまいります。  

 まず、１番目の町の人口減少につきまして、議員ご指摘のとおり、毎年１００名

近く減少していることを認識しております。  

 議員ご質問の今後の字の人口推移については、これは正確に予想することはでき

ませんが、地方創生の総合戦略内におきましては２０４０年に人口５，３１８人を
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維 持 す る こ と を 目 標 に 据 え て お り ま す 。 し か し な が ら 、 ２ ０ ２ ３ 年 度 時 点 で は

５，５１９人となっており、人口減少に歯止めがかかっていない結果となっており

ます。今後も人口減少が進展することが予想されております。  

 続きまして、人口が減っていく中で、字の維持につきましてはどう考えているか

というご質問ですが、議員ご質問のとおり、２１のコミュニティーの集合体が知名

町を形成しており、２０２０年度を始期とした第６次の知名町総合振興計画におい

ては、「２１の暮らしを大切に、２１の未来を創る子や孫が誇れるまちづくり」を

知名町が目指す未来像と据えております。また、総合振興計画においては３つの基

本理念（ミッション）を定め、２１の行動方針（アクションプラン）に基づいて施

策を実施していくことになっております。  

 常に申し上げておりますが、自己責任とか自分でできることはまず自分でやって

みるという自助、それから共助、地域の方々、ご近所の方々との協力によって課題

解決を行っていく姿勢、それから公助、これは行政等の支援などを得ることによっ

て課題を解決していくという、自助、共助、公助、これらの３つの観点から、まず

自助を通じて個々の住民が準備を整え、共助によって地域内の協力を促進し、公助

を利用してより広域的なサポートを得ることができ、地域住民の間で継続的な対話

や情報共有を行うことも、これら３つの要素を効果的に活用するためには不可欠だ

と考えております。  

 また、２１の集落運営を維持するための具体的な方策を申し上げますと、集落運

営システム実証事業を令和５年度より実施しております。集落運営の維持に支障を

来す要因といたしましては、人口減少はもとより、集落行事の参加者減少に伴い行

事維持が困難になっていることや、集落業務の不文律により業務量が把握できてお

らず、業務が役員へ一極集中しているために担い手が見つからないということなど

が考えられます。  

 本町においては、これらの課題を解決する糸口としてパズルピース型の町内会シ

ステムの導入を現在進めております。パズルピース型町内会システムとは、集落業

務の可視化や共有を行うことで、集落役員だけでなく、住民全体がそれぞれの得意

分野で集落運営に参加し、集落の持続的な運営を支援するシステムのことでござい

ます。本システムの骨子となる仕組みの構築を目的として、令和５年度から集落運

営 シ ス テ ム 実 証 事 業 を 知 名 字 と 住 吉 字 に お い て は 実 施 し て お り ま す 。 ま た 、 令 和

６年度には正名字においてこの事業を実施しております。将来的なビジョンとして、

これらの実証事業によって得られた知見を基にして、可視化された集落運営をアプ

リに落とし込み活用することで、新しい集落運営システムを確立し、町内の全集落
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へ展開を図ることを想定しております。  

 人口減少を問題としてではなく現象として捉え、人口減少が進む中においても知

名町の根幹であります２１の暮らしと未来を維持すべく、総合振興計画に基づく地

域コミュニティー関連施策を行ってまいりたいと考えております。  

 ３番目、人口減少問題に対処するためには、行政がリーダーシップを発揮しなが

ら字との協働が不可欠でございます。経済の活性化、若者の定住支援、それから住

民参加型の計画、そして長期的なビジョンを含む包括的な取組を進めることで、持

続可能な字づくりが実現するものだと考えております。  

 今年度、第２期知名町まち・ひと・しごと創生総合戦略が終期を迎えることから、

第３期の総合戦略の策定に向けて作業を現在進めております。進捗状況といたしま

しては、各課へのヒアリングが終了し町内事業者のヒアリングも実施中で、区長へ

のヒアリングも予定しております。その後に、人口減少という事象に関し、要因と

なっている課題を分析し、必要な施策をまとめ、３月中には策定予定としておりま

す。  

 ２番目の農業振興につきまして、担い手とはいかなるものか。  

 農林水産省においては、効率的かつ安定的な農業経営を行っている経営体及びそ

れを目指している経営体、両者を併せ担い手と定義しております。具体的には、認

定農業者、それから認定新規就農者、集落営農、基本構想水準到達者となっており

ます。また、そのうち認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて農業経

営改善計画を町に提出し、認定を受けた個人の農業経営者または農業生産法人を認

定農業者としております。本町においても、農林水産省の定義に基づき、これら認

定農業者や認定新規就農者を担い手と認識しております。  

 それから、土地不足につきまして、農業委員会では、担い手への農地の集積・集

約化や新規参入を促進するためにも、農業者や農地所有者に対し農業経営や農地利

用に関するアンケート調査を毎年実施しております。その調査結果において、規模

拡大したい農業者や新規就農者が農地を確保したい面積に対し、離農や規模縮小す

る農業者が少なく、農地が不足している状況となっております。  

 また、農地の権利移譲や利用権設定の実績は、令和３年度で９５．５ヘクタール、

令和４年度では１７５．５ヘクタール、令和５年度で２９３．５ヘクタールとなっ

ており、農地の流動化も一定程度進んでいる状況となっております。  

 本町においても農業者の高齢化が進展しておりますので、今後も、農業者や農地

所有者の意向把握を継続するとともに、各集落の地域計画を協議する場において農

地の有効活用に向けた取組を進めていきたいと考えております。  
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 ３番目の施設型農業につきまして、議員のおっしゃるように少ない面積で農業経

営ができるようにするには、施設利用型農業は有効な手だてだと考えております。  

 ハウス事業の補助率についてでございますが、ハウス建設について、農業創出緊

急支援事業では、国・県による補助率は平成２５年度までは６７％、平成２６年度

からは７１％、平成２９年度から７７％に引き上げられ、令和２年度からは町費も

上乗せされ、現在、国・県及び町による補助率はおよそ８１％まで引き上げられて

いるところでございます。それに伴い農家負担率は、平成２５年度までは３３％、

平成２６年度から２９％、平成２９年度から２３％に引き下げられ、令和２年度か

らは現在の１９％の自己負担率となっております。補助率８１％というのはほかの

事業に比べても非常に厚い支援であり、これ以上の補助率を上げることは現在のと

ころ検討しておりません。  

 また、町単独事業としては、知名町畑地かんがい園芸産地確立事業において、建

設費を除いたハウス資材及び資材運搬費の補助率を６０％で補助しております。当

該事業については町の単独の事業であり、町の財政負担も大きいことから、農業創

出緊急支援事業の活用を促すため、現在のところ補助率を上げることは検討してお

りません。  

 なお、収益性の高い品目を選択し単収の向上を図っていくということは、所得の

確保及び農地の効率的利用に有効であることから、露地、施設どちらにおいても有

利な品目があれば推進してまいります。  

 ４番目の担い手の経営改善計画の重視度につきましては、認定農業者制度は、農

業者が自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定す

る制度となっております。その農業者自ら定める計画が経営改善計画であり、計画

には営農活動や規模拡大に関する現状分析及び目標が掲げられております。  

 担い手の経営改善計画については、農業者自らが経営方針を定め、目標を達成す

るために計画的に取り組むものであり、経営の合理化及び安定化に重要な役割を果

たすものと認識しております。また町といたしましても、農業振興を図る上で経営

改善計画を通して農業者の経営計画や意向等を把握できることから、経営改善計画

は重視しております。  

 ⑤役場職員の農業経営状況についてまでは把握はしておりませんが、恐らく農業

を兼業している職員の多くは親の畑を継承、管理しており、休日に管理が可能な面

積を耕作しているものであると考えております。  

 子育て支援につきまして、こども園で園児が体調を壊した場合、保護者の方へは

症状や経過をお伝えするために連絡を入れることとなっております。発熱時の対応
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における園の基準としては、何度か計測を行い、３８度を継続的に超えることを確

認し病院受診が望ましいと判断される場合は、保護者の方へ連絡を入れております。

体調が急速に悪化するなどすぐに病院受診が必要と判断される場合は、こども園か

らお迎えをお願いする場合があります。また、けいれんなどが懸念される場合には

連絡を入れる、体温を面談時に保護者の方と確認し、個別に対応を行っております。

その後、病院を受診されるか本部医院で病児保育を利用されるかにつきましては保

護者の方にご判断をいただいているところでございます。  

 ②番目、園児の体調不良が確認された場合には、保育所における感染症対策ガイ

ドラインに示される対応を基本として、子供一人一人の健康管理という視点と集団

生活における感染予防としての視点を持って対応を行っております。保護者への説

明につきましては、保護者総会資料に掲載し、協力をいただいているところであり

ます。  

 看護師配置については、保育士不足解消の手だてとしては、看護師資格を有する

方を保育士として配置できるという特例はございますが、看護師の配置については

義務とはなっていないために、こども園に配置はしておりません。また、現在は保

育士と同様に看護師も不足していることもあり、保育現場で看護師を確保するとい

うことは難しい状況となっております。  

 ④番について、国が昨年１２月に策定しましたこども未来戦略に、幼児保育・保

育 の 質 の 向 上 と し て は 次 の 記 載 が ご ざ い ま す 。 ２ ０ ２ ４ 年 度 か ら 、 制 度 発 足 以 来

７５年間一度も改善されなかった４歳、５歳児の配置基準について、児童３０人に

対して職員１人から児童２５人に対して職員１人を配置するという改善が図られた

こ と 、 ２ ０ ２ ５ 年 以 降 は 、 １ 歳 児 に つ い て は 幼 児 ６ 人 に 対 し て 職 員 １ 人 か ら 幼 児

５人に対して職員１人とするように改善が進められております。  

 保育士の処遇改善につきましては、令和５年度人事院勧告を踏まえた対応を実施

するとともに、民間給与動向を踏まえさらなる処遇改善を進める、この記載のとお

り、今年４月に４、５歳児の配置基準が見直され、令和５年度人事院勧告により給

与も改善しており、今後も引き続き、保育士の待遇改善に努めてまいります。  

 以上で、私の回答を終わります。  

○１番（田尻博樹君）  

 順を追って再質問したいと思います。  

 ま ず 初 め に 、 町 の 人 口 の 推 移 と い う こ と で 、 な か な か 減 っ て い な い 、 毎 年

１００名ずつ減っているということなんですけれども、ちょっと資料を見たんです

けれども、令和６年４月１日現在で５，３９０人、１０年前が平成２６年４月１日
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現在で６，４０３人、１０年間で何名減っているかといったら１，０１３名減って

います。平均すると、分かるように１００名近くということで、ここ３年なんです

けれども、令和３年でも５，６９７名ということで、３００名ぐらいですね。毎年

本当に１００名減っているということで、これ何が言いたいかというと、人口とい

うのは減っているんですけれども緩やかにしなければいけない。町長がよくおっし

ゃるように、人口が減るのは止められないんですけれどもどう緩やかにしなければ

いけないかということなんですけれども、過去１０年では、ここ最近もそうですけ

れども、やっぱり緩やかになっていない、ずっと１００人ペースで減っているとい

うことがこの資料を見て分かるんですが、それを少し念頭に入れてちょっと質問し

たいと思います。  

 なかなかコミュニティーの話となると非常に複雑ですので、今日はちょっとそこ

を省いて人口に特化した質問したいと思うんですよ。５年後、１０年後、字の人口

がじゃどうなっているかというと、今資料を見ると、当然１０年間で１，０００人

減 っ て い ま す の で 字 の 人 口 も 減 っ て い ま す 。 対 比 で 見 る と １ ０ 年 前 と 比 べ て

１５．８％人口が減っているんですけれども、字別で見ると、やっぱり３割減って

いる字もあれば２割減っている字もある、１割減っている字もあります。  

 こ こ で 注 目 す べ き な の が 知 名 字 な ん で す よ 。 知 名 字 が 極 端 に 低 い 、 マ イ ナ ス

３．６％しか減っていない。人口でいえば、今現在知名字の人口が１，２３３名、

１０年前が１，２８０名、４７名減っています。減っていると捉えるか、これだけ

しか減っていないと捉えるか、もう人それぞれなんですけれども、なぜこれだけし

か減っていないかというと、やはり一つ大きいのが住宅だと思うんですよ。町営住

宅であり県営住宅、そして富貴官舎、自衛隊官舎もある。そこにそれだけあるとや

っぱり人口って減りにくいんですけれども、もう一つ要因があると思います。これ

が何かといったら、字からの移住者だと思うんですよ。知名字だけじゃなく、やっ

ぱり住宅があるからこそ、ほかの字からの移住者が知名に来て住んで、知名字の人

口だけはほかの字と比べて横ばいになりやすい。緩やかに減少というふうになって

いるんです。  

 何が言いたいかというと、②を先に言いますけれども、２１字あっての町なんで

すけれども、結局これって理想なんですよね、町民の。知名町というのは２１字あ

っての知名町、そしてもっと言えば５つの小学校あっての知名町、これって結局理

想なんですよ、そうであってほしいという。  

 ただ、現実がどうかといったら①なんですよね。やはりそうではないと。知名字

に人口が集中していく。何が言いたいかというと、コンパクトな町になりつつある
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ということですよ、自然に。どうしても人口が減れば字が消滅する可能性がある。

町民もそれを感じて、やはり知名字に自然と人が集まっている。これが結局、字の

推移度を見ても分かりますし、じゃどうしなければいけないのか。  

 今、人口が１００名ずつ減っていますけれども、今急務なのが早めにどうやって

緩やかにするかなんですよ。最終的には毎年減っている１００名をやっぱりゼロに

しなければいけない。ゼロにしないと、知名町自体の人口が消滅しますのでなくな

る。このゼロになるのが先か字がなくなるのが先かなんですよね。だから、②は理

想です。だから、人口がゼロになる前にじゃなくて、字がなくなる前にやっぱり人

口というのを押さえなければいけない。減少をゼロにしなければいけない。  

 そのためには、町長がおっしゃるように、いきなり１００名毎年減っているのを

ゼロにはできないですよ。これはやはり緩やかにどうするかなんですけれども、そ

こで質問なんですけれども、こういった事業を国や県や町がいろんな取組をしてい

ます。本町についても定住者空き家事業等であったり南北関係事業であったり、ち

ょっと事業名が長いので私もちゃんとは覚えていませんけれども、そういった取組

をしてはいますけれども、今、町もＰＤＣＡサイクルですか、その中でどう今後改

善をしながら、そして今後の計画、改善までやっていけるのか、知名町は今後緩や

かになりそうなのか、そこまでお伺いしたいと思うんですけれどもよろしいですか。  

○町長（今井力夫君）  

 ご質問の中身があっちこっちに飛んでおりまして、今の質問は人口減少が緩やか

になるかという最後の質問に対してお答えしますけれども、人口減少を緩やかにす

るために各施策を各課に打ってもらっております。ご自身でもおっしゃったとおり、

住居の問題もあります。もう一つ、議員がおっしゃらなかった部分に大きな人口減

少の原因の一つになっているのが、働く場所がどこにあるのかと、若者が定着しや

すい働ける場所をどう確保するのかということについては、今、企画のほうでも、

大きな企業がこの町にやって来て雇用を確保できるような、そういう時代はもう終

わっております。今は、どの地域においても事業を行うことができるような、そう

いうふうなシステムを国もどんどん進めなさいということにスイッチしております。

我々も、この小さい島に交通費をかけて生産品を都会に搬入するような、そんな企

業なんてもう来るはずがないとしております。  

 今何を仕掛けているか。スタートアップできる若者をどうつくっていくのか、若

者でなくても、町民の皆さんが新たな仕事を自分でどうつくり上げていくかという、

それに対してのノウハウを学ぶ、研修する機会を今こしらえてもおります。ですか

ら、急激な人口減少というのを防ぐために、例えば子育てしやすいように子育てに
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関する補助というのを大島郡のどの地域以上に打ってあります。それでも今こうい

う状況なんですね。  

 ですから、すぐに止められるか、その止めることは、まず人口減少というのはも

う流れですので、これを止めるのは三、四十年のスパンをかけない限り止まらない

というのは、これは学者さんたちも言っていることでございますので、それをすぐ

に止めるということはできません。数十年後にはこういくであろうという、緩やか

にしてやろうというような施策で今動いております。  

○１番（田尻博樹君）  

 今、町長がおっしゃったのが全てなんです。全部なんですよね。やっぱりいろん

な取組をしながら、子育てもそうですし空き家でもあるし、人口減少に対していろ

んな取組というのがあります。私も知らないのがたくさんあると思うんです。それ

を全般で、やはり今減りそうなのか、横ばいじゃなくて緩やかになりそうなのかな

んですよね、実際に。じゃ、それがいつから緩やかになるのかというところだと思

うんですよ。だから、それを緩やかにしていかないと、恐らく２１字そもそも維持

がまず難しいのではないかと言っているんですよ。  

 私が言っているのは、いろいろ複雑に飛んだりしますけれども、ただ何が聞きた

いのか。人口をやはり急務なのか、緩やかにするのがいつから始まりそうなのかを

聞きたいんです。そのいろんな事業をされている、取り組んでするのは町民みんな

分かっていると思うんですよ。それがどう改善されてどういうふうな見解になって

いるのか。  

 ただやっているだけで、やってはいるんですけれども、そのやっているのをどう

判断して、どういうふうな評価をしているのかを聞きたいんですけれども、ちょっ

ともう時間がございませんので、そのためにじゃどうしなければいけないのかとい

うことで、やはりこれからの時代は町民と字民とのそういう話合いの場を設けなけ

ればいけないのではないかと。この質問の中でも、農業の分野は今５年後、１０年

後非常に担い手不足である、農地が足らなくなってくる、そういう感じで、字自体

もこれからもしかしたら、あまり言うべきじゃないかもだけれども、なくなるかも

しれない。学校だって統廃合するかもしれない。これをやはり今から話合いをして、

どういうふうに字も、もちろんコミュニティーも大事ですけれども、字の将来をや

はり字民と一緒に、議会とも一緒に、行政と一緒に執行部と一緒に考える、話し合

う場を年１回ぐらいは設けるべきではないかと。  

 今、町長がやっている話合いというのは、大体、昨年もそうですけれども、新庁

舎の話であったり脱炭素であったり、こういう取り組みたい話をしているわけです
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よね、行政が取り組みましょうという話。けど字の話ってあまりしないですよね。

人口もどういうふうに減少するのか、今その維持に向けた話合いとかもどういうふ

うにしているのか、いろんな取組があると思うんですけれども、もう切りがないと

思うんですよ、実際。こういう取組をしている、こういう取組をしているのは切り

がないと思うんですけれども、やはり字民もそういうところに興味がある人も、第

６次総合振興計画の中のアンケート調査にも町民の中にはそういった話にも入って、

いろいろ意見を聞いてみたい、行政の話を少しでも聞いてみたいという人もいます

ので、ぜひその計画というか、話合いを今後は持っていただきたいと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 町民と語る会をどう今後進めていきたいのかというふうに私は受け取りましたの

で、そういう方向でお答えします。  

 今朝ほども区長会がございまして、区長ともたまたま、これからの各字の存続を

どうしていくべきなのか、先進地を皆さんはいろいろ視察されますけれども、こう

いうところもありますよということで、来年度の視察についても、小さいながらも

こうして持続している村というのがあるんで、そこを見に行きませんかというよう

な提案もしたところでございます。  

 今、議員がおっしゃるように、私どもも来年度の町民と語る会は字の活性化をど

うしていくのかというあたりを一つテーマの中に入れていく、そういうふうな考え

は今持っておりますので、二本立てぐらいでしたいなと考えておりますので、その

中の一つ、字民との字の持続性について語ってみたいなと思っております。  

 以上です。  

○１番（田尻博樹君）  

 ありがとうございます。  

 本当は町の基本方針の中に、共同、共生ですか、共にという、みんなでという言

葉も入っていますので、やはり今後、字民、町民と皆さんで話し合ってまちをつく

っていただけるように要請して、この質問を終わります。  

 次に、大きな２番、農業振興についてなんですけれども、まず初めに担い手とは

ということなんですけれども、いろいろ今、国も担い手の呼び名を変えながら、新

たな担い手とか、そして地域計画の中では中心的経営体とか、なかなか担い手がど

ういう人たちを指すのかというのを理解してもらえない方々もいますので、ちょっ

とこれを質問にしました。  

 そしてまた、認定農業者というのは組織もあります。認定農業者連絡協議会とい
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う、やはりそういった人たちに対してもリスペクトしてもらえるようにこの質問を

いたしましたので、なかなか基本構想到達者というのは分からない人たちもいるん

ですけれども、今日はちょっと飛ばして、その次のなぜ農地不足に陥っているのか

ということなんです。  

 今、農業委員会からの資料があるんですけれども、これは令和４年のアンケート

なんですけれども、前も恐らくこれは出たと思うんですけれども、今、規模拡大し

たい人たちが６１０戸にアンケート調査をして、そのうちの１０９名が規模拡大し

たい、面積としては２３７．８３ヘクタールと。規模縮小したい人たちが２８戸で

７．３５ヘクタールと、規模拡大をしたい面積が圧倒的に多いということなんです

けれども、これを見ても、５年から３年以内に農地を貸したいという人も少ないで

すよね。１０年以内でも５戸、３から５年以内でも１０しかいない中で、それプラ

スアルファ、やはり隣町からも農家が規模拡大を、農地を求めてきていますので、

数字以上に農地というのは足らないのがやはり現状だと思うんです。  

 分かりやすく言えば、やっぱり土地利用型農業と施設利用型農業のバランスだと

思うんですよ。実際は。これだけサトウキビも１，０００ヘクタールを超えて、バ

レイショも６００ヘクタール近くにまでなってくると、２，１００ヘクタールのう

ちのそれだけの割合を土地利用型農業が占めてくるとどうしても農地不足になる。

原因が分かっていると思いますので、やはり対策というのも考えていかなければい

けない。  

 もちろん今、町長の答弁で、やっぱり流動化を進められている。けど、じゃいつ

頃になったら農地、これだけ乖離している数字が近い数字になってくるのか、若い

担い手の人たちが農地を持てるような、すぐ新規就農者が借りられるような状況に

なっているのか、原因が分かっていますので、それに対して今後どういうふうな対

策を検討されているのか、お伺いいたします。農林課長、お願いいたします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 まず初めに、議員がご指摘の農地が足りないという要因についてはいろんな背景

が あ る か と 思 い ま す 。 ま ず 初 め に お っ し ゃ っ て い る 耕 地 面 積 と 農 家 数 の 問 題 、

２，１００ヘクタールを農業委員会の令和５年度の農家戸数では７３６戸になりま

す。２，１００ヘクタールを７３６戸で割ると１戸当たり２．８５ヘクタール、こ

れがおよその平均面積かと思います。  

 ただ、おっしゃられているように隣町からの入り込み、これは知名町から隣町へ

ということもございますので、どの程度入り込みがあるかなというところはありま

すが、およそ先ほどからおっしゃっているように、規模拡大意向が強い中で農地面
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積が足りないというのは、それだけ規模拡大意欲がある農業者が多いことに対して

農地面積が少ない、まずこれが第１前提ですね。  

 次に、農地のどうしても資産的な保有意識ということが島という条件の中でかな

り皆さん強いので、当然親類、知人、それから実績のある農業者に農地を貸してい

きたい、それが新規就農者になかなか農地が出てこない一つの要因かと思います。  

 あわせて、サトウキビなど土地利用型の作物、そういったものが今大規模化、機

械化による収穫作業等の受委託が進んだ、そういったことがあって、例えばそうい

う大規模の方、ハーベスター等の受託を行う中で地域の農業者との関係性が構築さ

れるので、そういう実績のある方に農地集積が進んだというような背景もあるかと

思います。  

 その中で、じゃそういうところをどう解消していくかということに関してはかな

り難しい課題ではございますけれども、農家数が減少すればいいのかというと、こ

れはノーです。やはり人口減、それから産業力の低下にもつながりますので多様な

いろんな形態にいてほしい、これが知名町の農業振興上、望むことです。  

 その中で、例えば農地を親類、知人ではなくて新規就農者に貸すメリットがどう

構築できるかなというところになりますが、これに例えば農地の出し手に奨励金を

出すみたいなことをしていったときに、じゃ地域の地代を上げてしまうことになら

ないかとか、いろんな検討、議論が必要かと思います。ここに対してどういう理解

を町民の皆さん、農家の皆さんに得ながらそういう新規就農者に農地を出していく

ことができるのかという検討は、今後議論が必要かと思います。  

 あわせて、当然面積をかけずに農業するのが一番経営的には理想なので、議員が

おっしゃるように施設園芸含め路地でも収益性の高い品目を導入して、所得の向上

を図っていくということが何よりかと思います。  

○１番（田尻博樹君）  

 今、農地不足、これ、もう本当、私も農業にして１０年余りやっていますけれど

も、ずっと何十年だと思うんですけれども、農地不足というのはもう昔からのやは

り課題であり、解決しなければいけない問題だと思うんです。  

 その中で、３番、４番にも関係するかもしれませんけれども、やはり限られた農

地で農業を経営するためには施設利用を推進しなければいけないんですけれども、

今、なかなか補助率を上げられないというふうな町長の答弁ですけれども、補助率

の問題じゃないんですよね、実際に。私は、これで考えなければいけないのは④の

経営改善計画なんですよ、結局は。補助率を上げられないと言いますけれども、補

助率なんていうのは経営を安定させるための補助なわけですよ。若い人たちがハウ
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スをやりたいと思えるかなんですよね。補助率が下がっていても、８０％じゃなく

ても７０でも６０でも、やりたいなと思えばそれでいいんですよ。けど、８割に上

げたところで、結局負担金がこのぐらいある、改善計画でも経営できない、その中

にもハウスを導入しようなんてできるような経営改善ができなければ、幾ら補助率

を上げても難しいと思うんですよ。  

 農家というのは作りたいものしか作らないわけですよ。そして作れるものしか作

らなくなる。もう今機械化ですので、例えばハーベスターを持ったら、いきなりじ

ゃ施設を入れるかといったらもう作れないわけです。今作れているものしかもう作

れない。その機械の範囲内でしか作れない。最後はどうなるかというと、やはり体

力が劣ってしまって、もう作れるものしか作れない。サトウキビみたいにですね。

これがやはり一つの土地利用型農業の背景だと思うんですよ。  

 施設利用型がやはりこれだけ資材が高騰している中で補助率を上げろ、補助率を

上げろと言いますけれども、これ本当は補助率の問題じゃなくて、若い人たちがど

ういうふうにしたら作りたいというふうに思えるかなんですよ。  

 そこで、やはり財源には限りがありますので、一つ要望にもなるんですが、提案

なんですけれども、どういう人たちを守らなければいけないのかなんですよ、これ

から。そして、どういう品目を守らなければいけないかなんですよ。私はそこに集

中してやってもいいのではないかなと。  

 例えば、若い人たち、２０代と４０代、５０代の人たちというのはやはり力が違

いますよ、所得も。そういう人たちに同じ補助率をそもそも当てはめること自体に

私は疑問があるんですよ。例えば若い人たちにはもう少し補助率を上げたり、今、

知名町だけじゃなく永良部というのは花の島と言われております。その花の島で有

名なのがユリだと思うんですよ、テッポウユリ。今テッポウユリの現場というのは

非常に厳しいです。ハウス資材ももちろん高騰しているんですけれども、なかなか

価格転嫁もなっていませんので、高齢化も進みながら、やりたくてもできない、継

続しようにも補助率も高くなったり、これではなかなか難しいという人たちも中に

はいるんですよ。  

 ですので、ひとつこの補助率、補助率じゃないとは言いましたけれども、やはり

その品目によって経営が作りたいというふうに思えるように改善できないのかなん

ですよ。そこに補助率はないと思っています。  

 なので、今、町単ともう一つ、今、町長がおっしゃったように８０％補助の国・

県・町が一部負担している２つのハウス事業がありますので、それを分けながら、

国・県のそこも活用しながら、町としてはそういう育成をしたり品目を守ったり、
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また新しい品目の導入を検討しながら、そういうふうに分けながら考えてもいいん

じゃないかなと思うんですよ、見直しも含めてですね。いかがでしょうか、課長。

見直ししてもいいかなと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 見直すということは、その対象者と、それから補助率も対象者に応じて見直せな

いかということでよろしいでしょうか。それについては、今農業について施設を、

例えばハウスを建てたいというところに対して補助率が影響するかどうかという議

員の考えと一緒なんですけれども、今テッポウユリに取り組めるのかどうなのか。

取り組む場合にはどういう経営者としてのうまみといいますか、収益が取れるのか

というところでいうと、今は花の品目で言えば、例えば路地であるグラジオラスの

ほうが有利なのかなと思ったりもするところです。  

 どの施設をしっかり選んでいくのかという当然アドバイス、支援等も行いますし、

新規就農者については今、給付金等のほかの事業のメリットもありますので、そう

いったところでも今かなり手厚く支援ができているところです。  

 今後、施設利用だけではなくて、新規就農者だけじゃなくて認定農業者も専業の

農業経営者もかなり厳しい状態にあるということを把握しておりますので、そうい

った方たちが、国が示す担い手、経営計画をしっかり持って意欲ある農業者を育て

ていくために、じゃ町がどういう農業者、丼勘定じゃなくてしっかり数字を把握し

て、こういうふうに経営を発展していきたいという意欲を持った農業者を育てるた

めに、例えばそれをポイント制にして、こういったことに取り組むんだったら補助

率をとか、そういうふうな農業者個人で選択して、意欲を持って取り組めるような

事業というのを考えていきたいなとは検討しておりますので、いただいた意見を参

考に今後進めてまいりたいと思います。  

○１番（田尻博樹君）  

 担い手、新規だけではなくて、今畑かんも入って基盤整備も広がってきています

ので、例えば新規のそういう基盤整備地区であったりとかいろんな考え方がありま

すので、どういうふうにして施設利用型農業普及に努めていくか、それがやはり土

地利用型農業についても私はプラスになると思います。  

 今はキビがこれだけ作られていますけれども、私、危惧しているのが、やはりな

いときはパンクするんじゃないかなと、このままいけば。というのもあると思うん

ですよ。何が大事かというと、バランスをどう保っていくか。施設利用型農業、そ

して土地利用のバランス、それが崩れてしまうとこういう農地問題が出たりするん

ですよ。  
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 そしてもう一つ、町長というか皆さん行政には考えていただきたい。やはり結果

というのは出さなければいけないと思うんですよ。その結果が何かといったら生産

額だと思います。生産額も重視しながら、農業振興計画もつくっていただきながら

担い手の育成確保にも努めていただきたいと。確かに今、国は新たな担い手と言い

ますけれども、なかなか本町とやっぱりそこは乖離しているところもありますので、

そこも含めながらお願いしたいと思います。  

 もう残り少ないですが、⑤なんですけれども、これについて、何もやめろなんて

言っているつもりはないです。逆に農林課の職員は、できたら１反ぐらいずつは作

って、農業立町ですので逆に作ったほうがいいんじゃないかなと思う課もあるわけ

ですよ。  

 ただ、何が言いたいかというと、今こういう農地が足らない現状で、サトウキビ

というのは全て植付けから収穫まで機械化が進んでいる中で、じゃ仮に役場職員が

５町も１０町も作れるような人が出たときにそれも抑えられないのかというとそれ

もまたおかしな話ではないかなという。できるできないは、それはもちろん個人な

んですけれども、やっぱり今受委託というのが進んでいますので、ただそこで考え

ていただきたいということです。何も要請をするつもりもないし、こういうふうに

しなさいとは言いませんけれども、ただ、町の現状を考えたときに努力してほしい。

やっぱりある程度その地区の若い人たちに農地を少しでも提供できないかと、そこ

は縛りはできないかもしれませんけれども、ただお願いをして、これからの若い担

い手の育成確保に向けて、⑤についてはもう終わりたいと思います。  

 次、大きな３番、子育て支援について、病児保育なんですけれども、いろいろ聞

きたかったんですがもう時間がございませんので、これ何が聞きたいかというと、

子供を預けるということは親は就労しているわけですよ。就労している中で、じゃ

こども園で体調を崩しましたと。親は仕事をしていますと。迎えに行かないといけ

ない。じゃ親は仕事を休まなければいけないのかということになるんですよ。  

 例えば有休が使えるような町民であればいいんですけれども、じゃパートである

とか農家の皆さんは、実際にこども園に預けて、保育園に預けて子供が体調を崩し

たときには迎えに行かないといけない。休むのか、そのときだけ少しだけ時間をい

ただいてやるのか、こういうところに少し改善すべきところがあるのではないかな

というふうに①は質問しているんですけれども、このあたりはなかなか改善という

よりか難しいというのが現状なんですけれども、やはりここは、本部医院さんに預

けるのは結局保護者ですので、ここは①番だけじゃなくて①から③まで全てトータ

ル的な質問になってしまうんですけれども、このあたりが利用がやはり少ないのか
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なと。  

 今ちょっと調べてみましたけれども、本部医院で利用率が年間で１１名ですかね。

１１名しかいないんですよ、本部医院で病児保育を利用されている方が。これ恐ら

く、こども園で欠席されている、そういう風邪で休まれている方ってもっと多いと

思うんですよ。多いんだけれども、本部医院に預けている人たちというのは１１名

しかいない。じゃほかの風邪をひいた園児の人たちはどうしているのかというと、

恐らく仕事を休んで、家で多分親が見ているんだろうなというふうに予想している

んですけれども、やはりここは改善すべきだと思うんですよね。  

 例えば、ちょっと調べたんですけれども、本部医院の今預かる時間なんですけれ

ど も 、 ９ 時 半 か ら な ん で す よ 、 朝 の 。 朝 の ９ 時 半 か ら し か 預 け ら れ な い 。 夕 方 は

５時までしか預けられない。もう９時半といったら皆さん仕事が始まっていると思

うんですよ。大体仕事が終わるのは５時以降だと思うんです。早くても５時だと思

うんですけれども、５時までしか預けられないんだったら４時半ぐらいにはもう仕

事を切り上げていかないといけない。この一連の流れですよね。水曜日については

午前中しか預けられない、これがやはりいろんな問題があって利用者が多分少ない

と思うんですよ。  

 このあたりを、これこれじゃなくて一連の流れをトータル的に見て改善していく

べきじゃないかなと。今の制度というか仕組みですよね。仕組み自体も変えていく

べきじゃないかなと、改善していくべきじゃないかなと思うんですけれども、やは

り病児保育、この利用者が少ない、ここの原因というのはどういうふうに感じてい

るのか、お伺いしたいと思います。  

○子育て支援課長（原田孝二君）  

 田尻議員がおっしゃるように、先ほど１１名ぐらいというお話がありました。こ

の病児保育なんですけれども、始める時期、町内に病院をされているところがあり

ます。そこにも病児保育のお願いをしたところ、受けていただけるところが本部医

院さんというところで、そこだけだったということもあります。  

 県内の病児保育をやっているところを見ても、病児保育がない自治体というのも

あります。  

 先ほど時間の話とか、あとはこども園で体調が悪くなったというところなんです

けれども、看護師さんを県内に配置しているところにも確認したんですが、そこに

ついても看護師さんが診断されて、そこでそのまま診るということはなくて、そこ

から保護者のほうに迎えに来ていただいて病院のほうで診断をしていただいて、そ

の後、感染症とかじゃないということで見るというような流れになっているという
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ことです。  

 先ほどの病児保育の時間の９時半から５時というのもありましたけれども、ここ

についても、本部医院さんのほうは病児保育をするため保育士の方を１名雇って配

置しているということもございまして、もちろん始めの時間を早める、終わりの時

間を遅めるというのもありますが、本部医院さんの受入れ体制、経営できる状況と

いうのも関わってきますので、また今後、本部医院さんとも協議をしながら、改善

できるところは改善していこうと思っております。  

○１番（田尻博樹君）  

 本部医院で改善といっても、なかなかそんなの難しいと思うんですよ。また、子

供ですので、ふだん顔を合わせない人ですとやはり泣いたり等、なかなか親として

も預けるのも躊躇してしまうところもあるんですけれども、ここで一つ提案という

か、何とかこども園に病児保育を併設できないかなと思うんですよ。こういう県内

でもあるのではないかなと。全国的にもちょっと調べると、やっぱり併設している

こども園もあると思いますので、今後は併設も前向きに考えながら、病児保育、最

初壇上で言いましたけれども、安心して親が働けるように、預けられるようにして

いくために私は併設を要請したいなと、将来的にですね。そうしていけば、困らな

いこともいろんなことがこれで解決できるんじゃないかなと。それまでにはいろん

な調査をしながら、メリット、デメリットが多少あるとは思うんですけれども、や

はり病児保育というのは、今から農業も農繁期になりますので大変忙しくなったり

します。そしてまた、もう言いませんけれども、病気についてもインフルエンザと

かコロナとか預けられないというふうな、調べてみるとそういったものもあります

ので、そういったところにも対応できるような病児保育併設を前向きに考えていた

だければなというふうに思うんですけれども、この併設についてはどういうお考え

なのか、お聞かせください。  

○子育て支援課長（原田孝二君）  

 先ほど町長からも答弁させていただいたんですけれども、併設についてなんです

が、現在も保育士さんのほうも人手不足、看護師さんも人手不足というところがあ

りまして、またスペースの問題もございます。先ほどあった看護師がいることで病

院に１回も診断に行かず、そのまま預かるということはやっていないというところ

であります。ほかの病児保育をされている団体を確認したところですね。  

 でありまして、現在の状況としましても、体調を崩されたらこども園、両方とも

３８度を超えると保護者のほうに連絡する、これも１回超えただけじゃなくて、何

回か測ってずっと超えるということであったら連絡するということでやっておりま
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す。保護者様もお仕事の都合があってすぐに迎えに来れないということもあります

ので、そういったことがありましたら園長が別室のほうで迎えに来るまで見ている

というような状況でありまして、しばらくはこのような状況で続けさせていただけ

ればと思います。  

○議長（外山利章君）  

 時間です。まとめてください。  

○１番（田尻博樹君）  

 ありがとうございました。  

 そういったいろいろ困っていることも多いと思いますので、その中でも保育士の

改善も必要になってくると思いますのでお願いして、一般質問を終わります。  

 大変緊張しましたけれども、これをもちまして一般質問を終わります。  

○議長（外山利章君）  

 これで、田尻博樹議員の一般質問を終わります。  

 しばらく休憩します。  

 次の会議は午後１時から再開します。  

休  憩  午前１１時４６分  

─────────────── 

再  開  午後  １時００分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 通告２番、西  文男議員の発言を許可します。  

○１０番（西  文男君）  

 改めまして、議場内の皆さん、大勢の傍聴席の皆さん、そしてインターネット中

継をご覧の皆さん、知名町議会、今後も皆様と共に注視をしていただき、町民の声

を届ける開かれた議会という形で頑張っていきたいと思います。また、８月には新

たに５名の新人の議員、仲間が入りました。それぞれの個性を生かして、町民のた

めに共に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 そして、まず初めに、今年初め能登半島、石川県の震災に始まり、そして先日、

集中豪雨で、避難生活が落ち着いている中、豪雨によりまた被災をしてしまいまし

た。それからくの日本国内での地震等々、非常に激甚な災害が増えております。被

害に遭われた方々の一刻も早い復旧・復興を願っております。  

 そして、我々知名町民においても災害に対する備えをいま一度みんなで共有をし

ていただき、準備をしていただくようお願いしたいと思います。  
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 それでは、議席番号１０番、西  文男が壇上より質問をしていきます。  

 大きな１番、道路行政について。  

 令和５年１２月議会でも質問をしたが、主要幹線知名国頭線の正名字内県道は、

小学生はもとより中学生や高校生等も通学路として利用しています。近年は観光客

も 増 加 し 、 レ ン タ カ ー や バ イ ク 等 で 「 西 郷 ど ん 」 の 撮 影 場 の シ ニ キ ニ ャ 浜 に 行 く

方々も危険な状態を感じていると思います。  

 現在まで合計３回、全字民や学校関係者等で要望書を町に提出したが、安全に通

行するための歩道設置やカーブ補正等の事業実施についてどうなっているか伺う。  

 ②田皆校区方面や上城校区方面の方々は、ハチマキ線や知名新城線から瀬利覚名

畑線を通行し、瀬利覚モーキ線でこの新庁舎、役場庁舎に来ていると聞いているが、

瀬利覚モーキ線の車道の幅員が狭く、危険を感じながら通行しています。安心・安

全に通行できるように車道の拡幅はできないか伺う。  

 大きな２番、教育行政について。  

 我が町は子育て施策に力を入れており、数々の独自支援をしていますが、子育て

や教育等には多額の費用を要します。さらなる支援を拡大し、児童・生徒の給食費

無償化ができないか伺う。  

 ②番、島内唯一の鹿児島県立沖永良部高等学校、県内でもバイク通学が可能です

が、外海離島ゆえガソリン価格が本土よりも非常に高く、保護者負担が増えており

ます。ガソリン代の補助や助成はできないか伺う。  

 ③番、学びに意欲のある子供たちの教育支援の一環として奨学金支援を町は行っ

ているが、さらなる補助、助成拡大のため給付型の奨学金の創設はできないか伺う。  

 以上、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、西  文男議員のご質問に順を追って回答してまいりますけれども、大

きな設問の２番に当たりましては教育委員会所管事項となりますので、教育長が答

弁いたします。  

 まず、１番目、道路行政についてお答えします。  

 国頭知名線につきましては、これは平成２２年に福井議員が改修に向けての要望

を既に出しているのを確認しております。それから数回この路線の道路改良につい

ての要望というのが出されておりまして、その都度、町といたしましては県に要望

を出させていただいております。  

 今回、８月１０日にも福井前議長と西議員、そして正名の西区長が要望書を持っ

てまいりました。それを受けまして、正名からいただいた知名国頭線の整備要望は
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県に進達を行っており、町としても地元字の意気込みを十分理解しており、機会あ

るごとに県に整備要望を行っているところでございます。  

 現在の状況について沖永良部事務所建設課へ確認をしましたところ、県道国頭知

名線の正名地区において見通しの悪い区間や歩道がない箇所があることを認識して

いると。同路線においては現在、田皆地区において道路改良事業を行っており、ま

た令和５年度から知名地区で歩道整備に着手したところであり、これら事業中の箇

所の進捗状況を見ながら検討してまいりたいという回答でございました。町といた

しましては、事業中の箇所が円滑に進むよう協力していくとともに、正名地区の事

業採択に向けて、今後も継続して要望を行ってまいりたいと考えております。  

 ２番目に、瀬利覚モーキ線につきましては、議員のおっしゃるとおり道路幅員が

狭く見通しが悪いため、通行には減速が必要になります。現在、社会資本整備総合

交付金を活用した２路線の道路改良事業を進めており、事業進捗や予算の関係から

新規路線の事業化というのは難しいのが現状であります。  

 今後は、現在行っている道路改良事業が終わるタイミングで、新たな事業導入に

ついて総合的に検討してまいりたいと考えております。  

 ２番目は教育長答弁に代えさせていただきます。  

 以上で、私の回答を終わります。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、西  文男議員の２の①給食費の無償化についてのご質問にお答えをい

たします。  

 学校給食法及び施行令では、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費

並びに学校給食の運営に要する経費のうち、人件費、修繕費等は設置者である自治

体の負担とされ、それ以外の経費は保護者負担とされております。そのような中、

本町では保護者負担軽減のため、主食である米飯とパン及び牛乳代を町負担として

お り ま す 。 中 学 生 を 例 に と り ま す と 、 給 食 費 １ 食 ３ ４ ０ 円 の う ち 、 主 食 、 牛 乳 代

１４０円を町が負担し、保護者負担は温食代のみの２００円となります。  

 一方、令和５年度の給食センター運営委員会において、物価高騰に対応するため

給食費１食当たり４０円の値上げが検討されましたが、値上げを行わず、国の臨時

交付金を活用して保護者の負担軽減を図ることとし、物価高騰分を給食費臨時扶助

費 と し て 国 庫 補 助 金 か ら ４ ０ ０ 万 円 、 一 般 財 源 か ら 約 ２ ３ ８ 万 円 、 合 計 で 約

６３８万円の補助を行っております。令和６年度においても、令和５年度と同様に

給食費臨時扶助費として予算を計上しております。  

 また、家庭の経済的な状況が著しく厳しく給食費の負担が困難な世帯につきまし
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ては、就学援助の制度により給食費の全額補助を行っております。令和５年度は、

小学生４８名、中学生２８名、合計７６名が対象となっておりました。この数は、

昨年度１月現在で小学校は全体の１３％、中学校は全体の１９％でありました。  

 全ての児童・生徒を対象とした給食費の無償化につきましては、財源の確保が大

きな課題であるため、今後も国や県の支援の動向を注視してまいりたいと考えてい

るところでございます。  

 次に、２の②沖永良部高校生のバイク通学に係るガソリン代の補助についてのご

質問にお答えをいたします。  

 バイク通学における年間のガソリン代は、沖永良部高校から一番遠いと思われる

田皆方面で試算すると、沖永良部高校までの走行距離１日往復２０キロに年間の通

学日数約２００日を乗算して年間走行距離は４，０００キロとなり、さらにガソリ

ン代１リットル当たり約２００円を乗算すると年間のガソリン代は約２万円程度と

なります。  

 物価高騰による支援は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、知名町

物価高騰対策給付金等の支援が実施されており、また、沖永良部高校生に対しては

沖高教育振興事業へ本町から１００万円補助金を支出しており、部活動の派遣費や

資格取得の際の検定費などに対する補助が行われております。さらに本年１０月か

ら、児童手当の対象がこれまで中学生だったのが高校生までに拡充が予定をされて

いるところでございます。  

 このように子育てに対する支援が国や本町においても実施されている現状から、

物価高騰による通学費の補助や助成につきましては、早急に検討し実施する必要性

は今のところは低いものと考えているところでございます。  

 次に、２の③給付型奨学金の創設についてのご質問にお答えをいたします。  

 給付型奨学金につきましては、西議員から令和５年３月にも同様の質問をいただ

いております。そこから現在まで、制度の変更や拡充はございません。  

 本町の奨学金は、返還の必要がある貸与型奨学金に当たります。その貸付金は基

金から賄われており、財源の大部分は奨学金の貸付けに活用してほしいという寄附

から成り立っております。在学中の方へは貸付けをし、貸付けが終了した方からは

償還してもらう循環型となっていることから、多額の財源が必要となる給付型につ

いては、現状としては厳しいのではないかと考えております。  

 奨学金に対する支援としましては、令和３年度に、卒業後１０年以内に帰町し、

かつ５年以上居住、就労した方に対し返還を免除する知名町奨学金返還支援金交付

及び町奨学金返還免除要綱を定めており、こちらのほうで引き続き支援を行ってま
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いります。  

 また、給付型奨学金の要望がある方に対しましては、日本学生支援機構や大学、

民間等の制度の活用についてご検討いただけるよう、適切に情報提供を行ってまい

りたいと考えております。  

 以上でございます。  

○１０番（西  文男君）  

 それでは、順を追って再質問していきたいと思います。  

 道路行政について、町長の答弁の中で平成２２年、それから昨年度は塩田知事と

語る会等々で我が正名字から３回目の要望を出したということで回答がありました。  

 その後の進捗については要望していくというふうな形でありましたが、町長の行

政報告の中で２点、喫緊の課題があるという話がありました。その一つとして我が

正名字の県道の件が含まれていました。もう少し詳しく、要請した内容について答

弁を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 離島行政懇談会というのが年に１回開催されておりまして、各自治体から様々な

要望等を県に対して、知事もしくは副知事、そして県の部長クラスの皆さん、そし

て離島に関わる議員が出席して、かなりの人数で会議が開かれておりまして、この

中で実は正名字における道路の改良工事について進言したところでございました。  

 その中では、現在国頭知名線においては３８％しか歩道が造られていないんだと。

基幹道路においてこの３８％というのは県はどう捉えているのかと。本来、安心・

安 全 な 地 域 づ く り と い う の を 県 も 重 要 施 策 の 中 に 入 れ て い る ん だ と 。 そ の 中 で 、

３８％の歩道整備で果たして住民に対して安心・安全な道路行政ができていると言

えると思いますかというようなあたりで質問をさせていただいたところでございま

す。  

 この３８％というのは、ここ数年動いていない数字なんですね。現在それを基に

して田皆方面において新たに今回、２年ほど前から改良工事が進んでおりますけれ

ども、まだ完成しておりませんので、総合的には３８％の域を出ておりませんので、

この辺について私のほうでは……。ちょっと訂正します。県の懇談会の中で私が出

したのは、僅か３１％しかできていないというような質問をさせていただいたとこ

ろでございます。  

 これに対する県の回答までついでにお答えしてまいりたいと思います。  

 先ほども少し触れましたけれども、１つの地域においてこのような大型工事を数

か所で行うということは、ほかの自治体の道路行政においても、知名町だけの範囲
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においてそれだけの複数の事業を行うということはなかなか難しいので、まず１か

所終わり次第、それに対して今後改良工事に向けて取り組んでまいりたいというの

が県の回答でございました。私としては、前向きな回答をいただいたのではないか

なというふうに受け止めております。  

○１０番（西  文男君）  

 動きとしては、首長として町内を安心・安全で通行できるという意思を持って県

と交渉しているのは理解ができました。  

 答弁の中で、町内２か所を実際に現在工事しているので、それが終了しないとな

かなか着工にはいかないというふうな答弁がありました。  

 建設課長にお伺いをします。この事業決定まで、まず要望が上がりました。改良

について設計をします。それから用地買収等々あると思います。大体、分かる範囲

で期間を述べていただけますか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 お答えします。  

 まず、事業が採択になりましたら初年度に測量設計を行います。２年目から用地

買収に入っていくことになろうかと思いますので、やはり用地のほうが飛び飛びで

はなかなか工事ができませんので、用地交渉である程度まとまった範囲が購入でき

てからの工事になるかと思いますので、測量設計をして１年、２年程度用地交渉し

まして、それから３年目か４年目ぐらいから工事着手になるのではないかなと考え

ております。  

 以上です。  

○１０番（西  文男君）  

 それでは、現在町内で行っている２か所の施工箇所があるということですので、

今現在、進捗についてお伺いをします。  

 着工してもう数年がたちますが、着工から完成までの予定期間を何年というふう

に説明を受けているか、お伺いします。  

○建設課長（英  敬一君）  

 まず、今実施しております田皆校区のほうが令和元年度から令和７年度、来年度

までの今のところ予定だと聞いておりますが、予算次第では令和８年度まで延びる

可能性があるというふうに聞いております。  

○１０番（西  文男君）  

 来年、再来年と、あと２年ぐらいですか。そしたら、先ほど答弁の中で、測量設

計を初年度して工事着手、完成まで四、五年を要するということですので、逆算し
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ていけば、もうそろそろ設計に入っても田皆校区が終了する年度には設計が進み、

用地買収等に入れる期間だと思うんですが、いかがでしょうか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 先ほど町長からもありましたけれども、やはり１事業が完了次第ということで、

予算的にも測量設計自体でも２，０００万円、３，０００万円はかかるということ

がありますので、ただ、前１２月にも西議員からありました子供たちの安全面を前

面に押し出してということで、今回の町長が参加しました離島行政懇談会でもその

ようなことも含めて要望してございますので、一年でも早い採択に向けて努力して

いきたいと考えております。  

○１０番（西  文男君）  

 非常に動きは分かりますので、逆に危険な場所ですので、とらわれずにぜひ交渉

していただければというふうに思いますので、強く要請します。  

 それから、現状の写真を撮ってありますのでちょっと皆さんに見せたいと思いま

す。  

 この箇所、信号がないので非常に危険な場所なんです。もう白線も、中央線の黄

色い車線というのははみ出し禁止なんですけれども、横断歩道ももう白線が消えて

いるんですね、全部。非常に危ない箇所なんですよ。ですから早急な対策をという

ことでお願いしています。  

 それから、皆さんご存じだと思うんですけれども、ひし形のマークは横断歩道が

あ り ま す よ と 、 減 速 し て く だ さ い よ と い う こ と で 、 基 本 的 に は ２ か 所 引 き ま す 。

３０メートルと５０メートル、横断歩道から。知名方面から田皆へ向かうのは３か

所引いてあるんですよね。これ、またカーブになっているんですよ、右側の横断歩

道手前に。非常に危険度が高い場所なので、改良については先ほどの答弁で理解を

しましたが、黄色の中央線、はみ出し禁止、それから横断歩道の線、それから減速

線については早急に対処を求めますが、いかがでしょうか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 改良工事までまだ年数がかかるということもありますので、道路管理者、また横

断歩道等につきましては公安委員会のほうに要望を上げていきたいと思っておりま

す。  

○１０番（西  文男君）  

 横断歩道について公安部局ということですが、この場合、字のほうからも申請す

る必要があるのかどうかお伺いします。  

○総務課長（成美保昭君）  



― 40 ― 

 この後の川畑議員の質問のほうにも同じような項目がありまして、そこでまた詳

しくはご説明いたしますが、地域からの要望を警察署のほうが承っております。私

どももそういう話があれば警察のほうに声を通して、警察のほうがまとめて優先度

とか状況を調べたりしてから行っていくようになっております。  

○１０番（西  文男君）  

 町内には、たくさん県道において非常に経年劣化している停止線とか中央線等々

ありますので、自分の近くの方々は分かると思いますので、それを意見を出し合っ

て、ぜひ安全な通行ができるような形の県道においては中央線、停止線、減速線、

横断歩道等々を施工していただくよう強く要請して、１番を終わります。  

 そ れ か ら 、 ２ 番 に つ い て で す が 、 先 ほ ど の 答 弁 の 中 で 新 規 事 業 で 社 会 資 本 整 備

等々という回答がありました。実際に建設課長、お伺いしますが、通ったことがあ

るかと思いますが、通行して危険を感じたというふうな思いがあるのかないのか、

お伺いします。  

○建設課長（英  敬一君）  

 おっしゃるとおり道路幅員、道路幅が狭いというのを認識しており、もちろん私

もそこを利用しておりますが、かなりスピードを落として通行しております。ただ、

私もですが、今現在上城方面、田皆方面から通勤している職員に確認をしたところ、

対向車と擦れ違うことはほぼないというような状況を今聞いているところでござい

ます。  

○１０番（西  文男君）  

 新庁舎がこの場所に移転して、どうしても西側校区の皆さんはほとんどの方がハ

チマキ線等々利用して役場庁舎に来ているという形を聞いております。非常に縦断

勾配もきついところなんですよね。ですから余計拡幅を求めているかと思います。  

 その町民の方々の安心・安全で通行できるという形なんですけれども、先ほど社

会資本整備ということで話がありましたが、町の辺地計画を見ますと、この辺地計

画の中に庁舎事業の中で瀬利覚モーキ線、１路線改良工事５，３００万円ほど計画

をしてありますが、今現在どのような形になっているかお伺いします。  

○建設課長（英  敬一君）  

 そこにつきましては、昨年度まで実施をしました新庁舎までの事業費になってい

るかと思っております。  

○１０番（西  文男君）  

 新庁舎までということでしたら、当然これは町民の庁舎を使う平等の権利があり

ますので、バイパスから上がってくる道路、当然普通であれば上城、田皆校区から
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来るのも必要だと思いますが、いかがでしょうか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 先ほども申し上げましたが、今後、来年度にかけまして、どの路線をするのか、

そういうのも含めまして、また令和９年度からは橋梁長寿命化ということで橋梁の

修繕等も計画していますので、そのあたりも含めて新規の道路改良をするのか、ま

た、するならどこの路線をするのかも含めて、今後検討してまいりたいと思ってお

ります。  

○１０番（西  文男君）  

 それでは、危険度等々についての優先順位をつけて工事を計画していると思いま

すが、実際、モーキ線についてはどのような順位で、道路橋梁があるというのは当

然この辺地の中でも計画に載っていますが、当初の７年、庁舎までより延長で計画

にのせるのは可能だと思いますが、いかがでしょうか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 検討の結果事業を実施するとなりましたら、またもちろん国の補助も取り入れな

がら、辺地も利用して事業を実施したいと思っております。  

○１０番（西  文男君）  

 建設課長、道路等々、例えば優先順位という話をよくしますが、その優先順位と

いうのはやっぱり通行等々で危険度が高い順に事業の順番を決めるような形を取っ

ているかと思います。計画で道路橋梁がありますが、その順位のつけ方をどのよう

な形で行っているかお伺いします。  

○建設課長（英  敬一君）  

 改良につきましては、町道の認定状況、町道なのかどうか、それと道路の有効幅

員がどうなのか、あと車両の交通量、あとは道路の見通し、あと迂回路が近くにあ

るのかどうか、あとは事故の履歴があるのかどうか、それらを点数づけをして決定

しているところであります。  

○１０番（西  文男君）  

 そのいろんな要件は分かりましたが、構成の中で多分課長、建設課のみならず、

庁舎内の例えば課長会でするとか、例えば建設検討委員会なのか、そういう形で危

険度の優先順位を決めているのかどうかお伺いします。  

○建設課長（英  敬一君）  

 今現在は、建設課の中で担当を含め建設課の中で決定しております。  

○１０番（西  文男君）  

 できたら広い意見を聞くためには、せっかく課長会等々開催されているわけです
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から、道路行政について等々の議題をし、通行に対する危険な場所等々で検討する

というような形を今後していければというふうに思いますが、いかがですか、お伺

いします。  

○建設課長（英  敬一君）  

 課長会で意思決定をするなり、今後どのような方法が取れるかは検討して、主管

課だけでなく幅広い意見を取り入れて、そのような決定もしてまいりたいと思って

おります。  

○１０番（西  文男君）  

 そのような形で、ぜひ広く町民等々の意見が拾えるような縦割り行政のない庁舎、

せっかく壁も取って新庁舎で頑張っていますので、そういう形を強く要請します。  

 それで、大きな１番を終わります。  

 大きな２番の①で、先ほど給食費の無償化について教育長の答弁にもありました

が、まず学校給食法の話が出ました。これは当然、保護者が負担するものとされて

いるということは町民全て理解をしております。  

 そこでお伺いします。郡内１１町村あるかと思いますが、１１町村の中で給食費

の無償化を実施している町村は幾つあるか、お伺いします。  

○学校給食センター所長（東  里樹君）  

 お答えします。  

 ５町村あります。  

○１０番（西  文男君）  

 そうですね。まず大和村から始まり。財源の話を当然行政の皆様はいつもするわ

けですが、財源なくして事業を語らずということは当然理解をしております。その

中でも、いろいろ事業の中で補助率がいいという、町にとって自主財源の負担が少

ない事業があります、ご存じのとおり。  

 大和村、喜界町、それから天城町と伊仙町、無償化でございます。今現在、主食

について町が補助しているという答弁がありました。具体的に金額は、生徒数何名

でどれぐらい負担していますか。  

○学校給食センター所長（東  里樹君）  

 お答えします。  

 小学生が約３３０名ほど、中学生が１４０名ほど、令和５年度の実績でいきます

と、米が２７０万円ほど、パンが１９０万円ほど、牛乳が６５０万円ほど補助して

おります。そのうちの教員及び試食等でやる方は補助が出ませんので、その収入が

約２８０万円あります。それを差し引くと約８４０万円ほど小・中学生には補助し
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ている形になります。  

○１０番（西  文男君）  

 先ほど言った５町村の中でもうその補助はしていて、なおかつ保護者負担の軽減

のためというのは、要は少子高齢化と言われている中で子や孫に誇れるまちづくり

ということで、やはり子供の教育にはお金がかかるというようなことは常々言われ

ております。少し調べたところ、幼稚園から大学まで全て国公立へ行った場合には

大学卒業まで８２０万円程度必要だそうです。教育費のみです。それから大学まで

全 て 私 立 、 沖 永 良 部 の 場 合 、 知 名 町 の 場 合 は な い ん で す が 、 ２ ， ０ ５ ８ 万 円 か ら

２，２４７万円と、これは生命保険会社の調査です。ですから、例えば我が正名に

は６人の子供を持っている家族が２家族であったり、５人の子供を育てているのが

１家族、４名になると３家族か２家族いるんですよ。非常に金がかかるということ

で常に言われています。  

 ですから、給食費についても財源を見ますと、教育長にお伺いしますが、先ほど

の答弁は多分一般財源で多額の費用を要するという回答だと思いますが、例えば天

城町でいえば、ふるさと納税から給食費無償化について費用負担をしたりしており

ます。我が町において一般財源以外に給食費を無償化した場合の予算化する財源、

ほか考えた財源はございますか、お伺いします。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 ただいまのご質問ですけれども、ふるさと納税につきましては年度によって変動

があるということを聞いておりますので、今そこを給食に充てるということは考え

ておりません。  

 もう少し私の考えを述べさせていただきます。  

 やっぱり行政にある立場としましては、物事を広く捉えるということが必要だと

思うんです。鳥の目・虫の目・魚の目という言葉がありますけれども、先ほど申し

上げましたように、財源が非常に多くかかるということとか、それから給食センタ

ーの運営委員会の中でまさに値上げせざるを得ない状況が今あるというこのことと

か、それから現に今約６３８万円の補助を行っていることとか、それからせんだっ

ての新聞報道を見ますと、文科省の調査でかなりの自治体、かなりといいましても

これ、全国で４割程度の自治体が無償化しているということの中で、しかし、それ

は２０２４年度以降は無償化できない自治体があるという、これが１０％を超えて

おります。  

 こういった流れを考えたときに、全体的な流れと、それから魚の目で言えば流れ

を読むこととか、そういったことを考えたときに、今この段階で無償化に本町が踏
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み切るということは、そこまで喫緊の課題ではないのかなということを感じます。  

 ただ、おっしゃったように、子供の養育費を考える、家庭の経済的負担を考える

ということからすれば、これは検討すべき課題ではあるというふうに思います。  

○１０番（西  文男君）  

 財政の問題ですので、それでは総務課長にお伺いします。令和５年度の国からの

地方交付税、金額は幾らかお伺いします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 ５年度の決算の数値が出ております。地方交付税３４億８，０００万円余りです

ね。  

○１０番（西  文男君）  

 町民課長にお伺いします。令和５年度４月１日現在の知名町の人口は何人だった

かお伺いします。  

○町民課長（元栄吉治君）  

 お答えいたします。  

 令和５年度４月１日時点で５，５１９名でございます。  

○１０番（西  文男君）  

 教育長、今三十何億の地方交付税、それから人口５，５１９人、割りますと１人

当たり６３万６６２円、これは人口１人当たりがそれだけ受け取るということでは

な く 、 人 口 割 に し た 場 合 の 概 算 の 金 額 で 、 人 口 １ 人 当 た り 知 名 町 の 地 方 交 付 税

６３万円あります。  

 それから町民課長、確認ですが、令和元年から知名町で生まれた新しい子供たち、

仲 間 で す 。 元 年 が ３ ９ 人 、 ２ 年 が ２ ６ 人 、 ３ 年 が ５ ２ 名 、 ４ 年 が ３ １ 名 、 ５ 年 が

３０名という形になっております。こういう形の現実、先ほど午前中に田尻議員も

質問しましたが、非常に少子高齢化の進んでいる中、喫緊の課題じゃないというこ

とで、そんな……。この令和元年に生まれた、来年もう小学校１年生に入学するん

ですよ。ですから喫緊の課題だと思うんですが、それについて、財源も１人頭の地

方交付税も町に入っております。そこら辺を含めて無償化について再度答弁を求め

ます。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 繰り返しになりますけれども、総合的に行政を進めていくという上では、やはり

全体的ないわゆる鳥の目で大局的に俯瞰的に見るということが必要だと私は思いま

すので、この件につきましては大きな財政を伴いますことから、これは財政担当部

局とよく相談をしながら進めていかなければいけない問題だというふうに思ってお
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ります。  

 以上です。  

○１０番（西  文男君）  

 実は、我々外海離島にいる中で子育てをするというのは、陸続きの県本土であり

ますとか、４７都道府県で離島を含む都道府県は何県かあるかと思うんですが、非

常にハンディを背負っております。ですから奄振法等々、国のほうも施策として援

助しています。そこら辺を含めて、やっぱり町としても一般財源で全てを行うとい

う形は一切言っておりません。  

 実際に、郡内１１町村の中で先日、瀬戸内町も給食費無償化の話が出ていたと思

います。ということは半分以上がやはりそういう形で援助できないかと。それが全

てということじゃありません。ただ、みんなで知恵を出し合って、補助率の高い事

業をそれぞれチャレンジして獲得して、子供たちのみならず町民の福祉の充実に役

立てるような形の話をしているわけであって、必ずやってくれということではない。

こういう形だったらできるんじゃないか、こういう形だったら検討もできて準備委

員会も立ち上げられるんじゃないかということを言っているんですが、教育事務局

長、準備委員会立ち上げ、給食無償化について局内で考えはございますか、お伺い

します。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 これまで、給食費の検討に係る準備委員会というものは特に考えておりませんで

したけれども、全国的にこのような形で注目を浴びておりまして、国のほうも調査

を行って、国自体が給食費の無償化についてどのように支援を行っていこうかとい

うところを現在検討している段階だと私は見ております。そこの方向性を見ながら、

併せて本町においても行く行くは検討していくべき課題であろうかと考えていると

ころでございます。  

○１０番（西  文男君）  

 国が政策決定する前に知名町準備委員会を立てて、まずは辺地、過疎なりいろい

ろ利用できるのがあると思います。そこら辺で利用しながら補助決定、国が全部持

ちますよというときにはすぐ実行に移せるような形の準備委員会を設置するよう強

く要請し、①番を終わります。  

 ②番について、これは、なぜ知名町はガソリン費の補助ができないかお伺いしま

す。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 先 ほ ど 教 育 長 の ほ う の 答 弁 か ら も あ り ま し た よ う に 、 こ れ ま で 子 育 て に 関 す る
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様々な支援が国や町内においても実施されております。総合的に見た上で、現時点

で高校生のガソリンの補助ということについては、これまで検討をしてこなかった

というところでございます。  

○１０番（西  文男君）  

 へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱はご存じですよね。隣町はそれでガソリ

ン費の補助を行っているのもご存じですよね。これは、当初から僻地の児童・生徒

において要項の中にバイクガソリン代も含まれていたかどうか、ご存じですか。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 当初から含まれていたかどうかというところの確認は行っておりませんが、本町

におきましては、町内に高等学校が存在するというところからこの補助金の対象か

らは外れておりまして、初めからこちらのほうの検討はしておりません。  

○１０番（西  文男君）  

 おっしゃるとおりですね。実は和泊町、これ所在地じゃないということで、国の

文科省の大臣裁定の要綱の中なんですが、これ追記で、平成２５年４月１日から、

離島高校生修学支援費の中の都道府県及び市町村に高等学校が設置されていない離

島と、これは和泊町が要請して、２５年からバイクのガソリン費補助を国庫補助で

２分の１受けられるようになったそうです。ですから、この文言を変えるために、

知名町が入るためにはどのような形にしたらいいと思いますか、お伺いします。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 現在の離島高校生修学支援費につきましては、高校のある市町村については対象

外となっておりますので、そこを覆すというか要請をしていくことが必要になって

くるかと思います。  

○１０番（西  文男君）  

 そうですね。これ、距離を調べて、先ほど答弁の中でもあったんですけれども、

国頭も大体沖高まで１０キロなんですね。おっしゃるように、田皆も大体１０キロ、

正名においては１３キロなんですね。これ、東になる関係で遠くなる。  

 ですから、この間、鹿児島県教育委員会高校教育課にも問合せしました。文言の

中に「及び学校所在地からの通学距離」を入れれば知名町も対象になる可能性があ

ると思います。通学距離ですね。現在、沖高においては、例えば余多字であります

とか古里字は近いということで対象外になっているかと思います。沖高学校自体に

ついて知名町が駄目という、バイク通学についてですね。ないので、距離を入れる

という形を教育事務局長、働きかけることはいかがでしょうか。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  
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 少 し 話 は 変 わ る ん で す け れ ど も 、 ５ ０ ｃ ｃ の 原 付 バ イ ク に つ き ま し て は 、 来 年

１１月スタートの排ガス規制の強化によって、各メーカーのほうは新規生産の中止

を現在検討しているところになります。これにより、ガソリンを使ったバイクとい

うよりは電動化へのシフトが加速度的に今後進んでいくのではないかなというふう

に私は理解しております。警察庁のほうも、原付免許で特定の１２５ｃｃ以下に乗

れる新制度を来年の４月からスタートできるようなことを今検討しておりますので、

このように原付バイクに関する状況が大きく変化しようとしているところでガソリ

ン代の補助というところは今ちょっと考えにくいのかなというふうに考えていると

ころでございます。  

○１０番（西  文男君）  

 次の質問をしようとしたところがありましたね。実は、ゼロカーボンを目指して

いる知名町ですから、電動バイクを何台か所有していると思います。今年も電動バ

イク、計画があると思うんですが、以前は沖高の生徒に電動バイクの貸出しをした

ということで報道等々ありましたが、内容についてどのような形、どういう形式で

対応したのか示していただけますか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 当時は高校生とそのご家族を対象にＥＶバイク（電動バイク）の貸出しをおおむ

ね２週間行っておりました。その後、ある程度の実証が終わった後は、一般町民向

けもホームページを介して本町に住所を持っている方に貸出しを行っております。  

○１０番（西  文男君）  

 現在の利用率はどれぐらいになっていますか、お伺いします。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 現在、月１度ほどホームページのほうに貸出しの募集を行っておるところなんで

すが、私が今把握している中では大体１台の貸出しとなっております。  

○１０番（西  文男君）  

 先ほどガソリン代の件は、まだ電動バイクに移行するのは非常に我が町はという

か、沖永良部は非常に月日がかかるのかなと。経済的にも急に子供たちが高校へ行

ったから電動に変えるというのは厳しいかと思います。それまでの間ガソリン代を

補助するのか。それから、町としてゼロカーボンを掲げる中で、電動バイクを購入

するに当たり補助、助成をするとかというふうな形、計画が具体的に進んでいるか

どうか、お伺いします。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 西議員のご提案のとおり、町民が脱炭素事業に対して理解とご協力をいただける
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ために、現在、ふるさと納税の企業版を活用して町民向けにＥＶバイクの購入、Ｅ

Ｖカーの購入等々を今検討しておるところです。  

 なお、制度設計については現在関係機関と調整を行っておりますので、令和７年

度の当初予算で計上ができないか検討を進めているところでございます。  

○１０番（西  文男君）  

 当然、町が目指しているゼロカーボンにおいて必要不可欠な事業だというふうに

認識をしております。それまでの間、やはり子供たち、言ったように教育に非常に

お金がかかりますので、助成ができるということで質問をしております。  

 隣町の補助、バイク通学をしている生徒にガソリン代の補助をどれぐらいしてい

るか把握していますか、お伺いします。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 和泊町のほうは、令和６年度の当初予算ですけれども、高校生を約８０名、平均

で１万１２３円掛けておりまして、約８１万円の当初予算を組んでいるところでご

ざいます。  

○１０番（西  文男君）  

 おっしゃるとおり８１万円の補助です。  

 企画振興課長にお伺いします。ふるさと納税の区分の中で未来を担う人材育成に

関する事業というふうな形があります。校区別の金額と、それからそれに対する返

礼 品 、 金 額 で 示 し て い た だ い て 、 そ の 中 で ガ ソ リ ン の 補 助 代 、 同 じ 人 数 だ と し て

８０名前後、１００万円程度ですか、未来を担う人材では可能なのかどうかお伺い

します。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 すみません。納税の区分別の金額についてはちょっと今調べているところなんで

すが、必ずしも教育だけについて納税を主とするわけではなく、町が必要とする施

策というのについても寄附項目があります。そこを活用しながら高校生の通学費の

援助というのは十分可能だというふうに認識しております。  

○１０番（西  文男君）  

 今 の 項 目 を 含 め る と 非 常 に 高 い 金 額 に な っ て く る か と 思 い ま す 。 ち な み に 令 和

５年度は、区分別でいけば、納税額は１，２００万円強、それからＡの項目で未来

を担う人材育成に関する事業で１，４００万円強、非常に納税額よりも多額の費用

を費やして子育てに充てているのは理解できますが、ぜひそういうガソリン代等々

も含めるよう要請したいと思います。  

 税務課長にお伺いします。ちなみに、町外へふるさと納税した人数と金額を示し
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ていただけますか。  

○税務課長（井上修吉君）  

 すみません。今手元に数字を把握していませんので、後でまたお願いします。  

○１０番（西  文男君）  

 時間になりました。  

 最後の③、ぜひ制度設計、教育分野において給付型の奨学金、非常に教育にはお

金がかかりますので、制度設計する前のまず検討委員会を立ち上げていただいて、

教育部局、それから町全体で取り組めるよう強く要請をしたいと思いますが、いか

がですか、教育長。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 先ほど答弁で申し上げたとおりでございます。今現在はこういった制度で運用し

ておりますので、これをしばらくはやっていきたいというふうに思います。多額の

財源が必要となる給付型、これはなかなか現状としては難しいというのが今の現状

でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これで、西  文男議員の一般質問を終わります。  

 インターネット配信映像保存のため、しばらくお待ちください。  

休  憩  午後  ２時００分  

─────────────── 

再  開  午後  ２時０４分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 通告３番、長山美香議員の発言を許可します。  

○２番（長山美香君）  

 このたびの議会議員選挙において初当選いたしました長山美香です。知名町の発

展と住民福祉の向上に努めてまいります。  

 それでは、一般質問に移ります。  

 議席番号２番、長山美香が一般質問いたします。  

 大きな１番、防災対策について。  

 ①令和４年１０月に開催された女性議会にて、避難行動要支援者においては、避

難計画（個別計画）を作成し、各種組織・団体と連携を図りながら地域の実情に応

じた災害時要支援者の避難支援体制の整備に取り組むとのことでしたが、その後、

避難支援体制の整備は進んでいますか。また、関係機関との協力を得て、実践的な
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防災訓練を実施できるよう検討するとのことでしたが、実践的な防災訓練は行われ

ていますか。  

 ②町が想定している災害にはどのようなものがありますか。災害の種類によって、

また、発生した時間帯や曜日などによって対応が大きく変わると思われますが、パ

ターン別のきめ細やかな防災計画は立てられていますか。  

 ③ＢＨＥＬＰ（地域保健・福祉における災害対応標準化トレーニング）を研修受

講した職員はいますか。また、危機管理官の配置予定はありますか。  

 ④地域を歩いてみると、空き家にかかわらず崩れそうに膨らんだ石垣やひび割れ、

傾いたブロック塀を多く見かけます。これらは災害時の避難や救助に多大な支障を

来すおそれがありますが、町はこの現状を把握していますか。また、個人で迅速に

対処するのは費用の面などから難しいと思われます。空き家の撤去費用などの補助

同様に、補修及び撤去費用の補助を検討すべきではありませんか。  

 大きな２番、買い物弱者対策について。  

 前出の女性議会において、高齢者の免許証返納が増えることが予想されることや、

買物弱者への対応として総務課から利用者のニーズに合ったバスの路線変更とダイ

ヤ変更の回答がされましたが、まだまだ日常的に利用するにはバスの本数が少ない

と感じます。増便の予定はありますか。  

 また、酷暑の中、バス停でバスを待つ時間は熱中症の危険があり、買物袋を手に

バス停から自宅へ歩いて帰る負担は想像以上に大きいと思われます。タクシーの台

数も減る中で、乗り合い的なもっと気軽に自宅まで来てくれる新たなサービスは提

供できませんか。  

 大きな３番、旧庁舎の跡地利用について。  

 ①３月にまちづくり町民会議が町長諮問型について庁舎の跡地利用の答申を行い

ましたが、その後、庁舎の跡地利用について決まったことはありますか。  

 ②商店街の活性化と絡めて、商店街の皆さんと共に計画を立てていくことが必要

ではありませんか。  

 ③旧庁舎近辺は知名小学校の通学路になっていますが、安全性についてはどう考

えていますか。解体撤去だけでも早めに行ったほうがよいのではありませんか。  

 大きな４番、不祥事のその後について。  

 ①６月議会において、事件の説明や再発防止策、管理監督者責任について説明が

なされましたが、町民の中にはいまだ不祥事に対する強い怒りがあると感じていま

す。その後、刑事告訴はされましたか。６月議会後の経過報告を求めます。  

 ②その他の不適切な処理があったとされる件について、既に返済され辞職してい
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るとの答弁でしたが、返済し離職すればよいのでしょうか。罪は罪として償うべき

であり、また、詳細を明らかにすべきではありませんか。  

 ③法令遵守に係る職員研修は行われましたか。今後毎年行っていく予定はありま

すか。職員研修についてどのような計画をしていますか。  

 以上で、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、長山美香議員のご質問に順を追って回答してまいります。  

 まず、１番目の防災対策についてでございますけれども、①災害時の避難行動要

支援者の避難につきましては、避難計画（個別計画）に基づき、地域の実情に精通

している区長、民生委員及び消防団で連携を取り実施していきますが、現在のとこ

ろ、訓練を行うところまでは至っておりません。  

 また、防災訓練については、各関係機関との連携強化及びそれぞれのスキルアッ

プを目的として、令和５年度からは両町合同での総合防災訓練を実施しております。

今後とも、より実践的な防災訓練が実施できるよう、関係機関との協議を続けてま

いります。  

 ②番につきまして、知名町地域防災計画は実際の災害対応に即した構成としてお

り、一般災害対策及び地震・津波災害対策に分け、それぞれの災害に対して予防、

応急、復旧及び復興等の各段階における諸施策を示したものになります。そのため

に、地域防災計画においては時間帯や曜日ごとの対応をパターン化するのではなく、

基本的な防災・減災対策についての計画を策定しております。  

 ３番目、ＢＨＥＬＰ研修につきましては、これまで本研修を受講している本町職

員は４名おります。また、危機管理官につきましては、航空自衛隊及び名瀬測候所

等の各関係機関との連携を密にすることで災害対策本部としての機能強化を図って

いることから、現段階で配置を行う予定はありません。  

 ④につきまして、建物の安全対策の推進に取り組むことを目的とした建築物防災

週間が国により年２回設けられております。県を主体として防災査察などを実施し

ております。町もこれに協力をしており、その中で危険と思われるブロック塀等の

情報があった場合につきましては、県担当者と簡易点検を行い、危険と判断された

際には所有者へ詳細調査を行っていただくようお願いしております。  

 教育委員会では、令和３年９月に町内の通学路の安全点検を実施し、対策を行っ

ております。また、学校単位でも毎年通学路の安全点検を実施し、順次対応してい

るところであります。引き続き、建築物の安全対策の普及啓発に努めてまいりたい

と存じております。  
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 補助制度につきましては、他の市町村の動向や対象要件及び必要経費等を含め、

今後検討してまいりたいと考えております。  

 買物弱者等に対するご質問についてお答えします。  

 ①番、初めに増便の予定についてですが、運転士不足等のため現在のところ増便

の予定はしておりません。バスのダイヤ改定につきましては、今年度、鹿児島経済

研究所に効率的なバス路線変更業務を委託しており、今月、バスの運転士等にヒア

リングを実施し、来月以降に利用者等へのアンケートを実施していく予定でござい

ます。また、来年度以降に実証実験を行っていくスケジュールとなっております。  

 ②番目について、新たなサービスについてでございますが、①でも述べた効率的

な路線策定作業の中で、路線やプラスデマンド交通の可能性も視野に入れておりま

す。実証実験等を行いながらヒアリング等を実施し、利用者のニーズに合った路線

再編をしてまいりたいと考えております。  

 旧庁舎の跡地利用につきまして、①番、昨年度のまちづくり町民会議においては、

私のほうから旧庁舎や旧保健センター、旧地域包括支援センター、旧長寿園の跡地

利用について諮問を行い、昨年度末に会議のほうから答申をいただいたところでご

ざいます。まちづくり町民会議からの答申を受け、今年度、国が行う先導的官民連

携支援事業の採択を受けて、民間の資金や経営能力及び技術的能力を活用した公共

施設等の整備、維持管理等を行うための調査を現在進めているところであります。  

 現在、当該調査業務の委託先から旧庁舎エリアのイメージの提案のほか、今後行

う島外業者へのヒアリング、環境視察ツアーなどについて説明を受けているところ

でございますが、協議の過程につきましては、取組を進めている途中でありますの

で答弁は控えさせていただきます。詳細につきましては、年度末にまとまりますの

で、調査結果を受けて公表することにしております。  

 ②につきまして、議員ご指摘のとおり、旧庁舎の跡地利用につきましては、商店

街の皆様を含めた町民の声を計画に反映させていくことは重要なことと認識してお

ります。先ほど申し上げました先導的官民連携支援事業において６月に町内関係者

へのヒアリングを実施しており、その中で商工会からも経営指導員の方をお招きし

て、地域課題の抽出であったり、跡地利用の方法としてチャレンジショップの開設

などのアイデアを伺っております。また、まちづくり町民会議においても、商工業

の学識経験者として商工会から２名推薦者をいただき、会議の場で議論に参加して

いただいております。  

 このほかにも、令和６年度より企画振興課と商工会事務局が定期的に面談する機

会を設けており、毎月経営指導員の方とヒアリングをすることで、密な連携を図る
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ことができる体制を構築しております。  

 このような様々な機会において商店街の皆さんのお声を吸い上げることが町とし

て今後も重要であると考えており、商工会におかれましても町と商店街の皆様との

橋渡し役としての役割を期待しているところでございます。  

 ③旧庁舎につきましては、建設から６０年以上が経過しており、耐震上問題があ

ることから解体する予定としております。なお、先ほど答弁いたしましたとおり、

現在旧庁舎エリアのイメージを検討しているところであり、その中で、旧庁舎と併

設しております旧議会棟の取扱いをどのようにするかについて併せて検討している

ところであります。その方向性が決まりましたら、旧庁舎の解体作業には取りかか

ってまいりたいと考えております。  

 不祥事の件につきまして、本事案に関わる刑事告訴につきましては、前回定例会

以降、弁護士から指示のありました公金の詐取に関わる書類を取りまとめて、８月

に弁護士事務所に送付したところであります。町から送付しました資料に基づき、

現在、弁護士のほうで刑事告訴に関わる手続を進めていただいているところであり

ますが、何分件数が多いことから、先日、弁護士と本町の担当者が行った打合せに

おいても、刑事告訴まではしばらくはまだ時間がかかるということであります。具

体的な時期については示されなかったと報告を受けております。  

 ②について、以前回答いたしましたその他の不適切な処理があったとされる件に

ついてでございますが、当該案件は、外部団体からの通帳を預かっていたもので、

その職員の退職後に発覚したものであり、懲戒処分については地方公務員法及び職

員の懲戒の手続及び効果に関する条例において在職中の職員に対して行う処分であ

り、退職後の職員に対して行うことができないとされております。また、当該案件

が外部団体に関わる案件であるということから、その団体との協議により対応を行

ったところであります。  

 ③について、職員研修におきましては今年度から動画研修を取り入れており、そ

のうち公務員倫理につきましては、課長級を含め全職員に対し来年２月までに視聴

するよう総務課から通知をしているところであります。職員研修は、職員の人材育

成の観点から毎年度必要な研修を実施しているところであります。  

 今後も、職員の資質向上につながる研修を実施しつつ、今回のような事案を二度

と起こさないような、公務員の義務である法令・職務命令の遵守、秘密保持や職務

専念の義務などに関する基本的な研修を含め、改めて取り入れてまいりたいと考え

ております。  

 以上で、回答を終わります。  
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○２番（長山美香君）  

 それでは、再質問していきます。  

 防災対策について、先ほど、町が想定している災害は地震や津波、そういったも

のがあるということで回答いただいたんですけれども、この地震や津波というのは

目に見える災害と言われるものです。実は目に見えない災害というのがありまして、

それらは放射能汚染、化学物質漏えい、太陽フレアなどが含まれるんですけれども、

知名町、沖永良部に関係するものとしては太陽フレアがあるのではないかと思って

います。  

 太陽フレアとは、太陽の表面で発生する強力な爆発現象で、およそ１１年周期で

起こるものです。程度の差はあるんですけれども、１１年周期ということで来年、

２０２５年が大きなフレアが起こるんじゃないかなと言われています。被害として

は停電や通信障害が想定されています。無線システムが使えないということで消防

や警察機能の混乱や、また携帯電話が使用できなくなる場合もあるそうです。そし

て、衛星の位置情報が使えないということで船や飛行機が飛べなくなるということ

も想定されているようで、船が来ないとなると食料や燃料が島に入ってこないとい

う場合もあります。  

 あくまでも災害の程度にもよりますが、物が壊れたりすることがないけれども生

活に大きな支障が起こることが予想されています。ぜひ、太陽フレアも想定し防災

対策を行っていただきたいのですけれども、町長いかがでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 今、目に見えない災害の一つの例として、太陽フレアについてどう対応していく

かということでございますけれども、確かに太陽フレアは、大きなものとして今、

議員がお話しした１１年というのもありますけれども、毎年、年がら年中太陽フレ

アは生じております。それによって、実際には地球上においてはオーロラが観測さ

れたり、そういうものが各地において起こっております。多少の磁気障害というも

のが太陽フレアによって起こされております。  

 災害にしても、今現在日本においてこのフレアについての障害がどう発生してい

くかということについての調査研究というのが、まだ北欧に比べると劣っていると

ころだと認識しております。その結果、では本町において早急に我々が対策を取っ

ていかなきゃいけないのは何かとなったときには、私は台風に対する災害対応とい

うのは今まだまだ不足している部分があるのではないかなと思っております。  

 太陽フレア、通信障害と、それから船の航路においての障害があると、輸送物資

についてはどうなのかということでございますけれども、九州電力におきます発電
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に関する燃料につきましては、これは両町のほうから１か月の備蓄をしておくよう

にという依頼をしてありますので、九州電力においての燃料につきましては、１か

月分は常に取得できる体制を取っておりますので、電気等における停電と、そうい

うものがフレア等によって起こるということは想定しておりません。  

 以上です。  

○２番（長山美香君）  

 次に、実践的な防災訓練についてなんですけれども、防災訓練の種類は大体４種

類ぐらいあると言われています。災害時の避難や安全確保の流れを確認する避難誘

導訓練、火災発生時の初動対応の訓練、初期消火訓練ですね。あとＡＥＤの使い方

や心肺蘇生を行う応急救護訓練、そして災害が起きた後の負傷者の救助や搬送を行

う救助訓練です。  

 ９月６日に行われた２町合同総合防災訓練は救助訓練に当たると思います。しか

し、これらは警察、消防、自衛隊などと連携して行うものなので大変有意義な訓練

ではあると思うんですけれども、まず、町民が実際災害に遭った場合、どう避難す

るかという訓練も大切なのではないかなと思います。避難誘導訓練についての予定

はありますか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 今言われました町民全てに対象を置いた訓練についてですが、現在のところ行う

計画はありません。これを行うとなると、あまりにも範囲が大きいために、全ての

機 関 と の 連 携 を 取 り 、 要 支 援 者 は も と よ り で す ね 。 要 支 援 者 に つ い て も 町 と し て

１４５名現在登録されているのを確認しておりますが、全て地域に散らばっておる

状況です。現在、地域の区長さん８名、消防団員、その方からの情報をいただきな

がら、その一人一人についてどういうふうに避難させていくか、とても重要な課題

ではありますが、そこを含めまして町民も全てを対象となると、これまでもやって

おりませんし、なかなか実行に移すのが難しい状況でありまして、これ本当はやら

ないといけないと思うんですけれども、やはり連携から関係、日程調整、かなり大

きい作業が伴ってまいりますので、これからの検討課題とはなっております。  

○２番（長山美香君）  

 町民全ての方々に対する避難訓練というのは難しいかなと思うんですけれども、

各１つの集落ごとの避難訓練というのは実施可能ですか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 ２１字一つ一つに対して訓練をすることは可能ではあると思うんですが、これを

２１字続けるのも大変ですし、時間がかかった上に、その対象者が対象じゃなくな
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っていくことも考えられますので、そのあたりも含めまして、もう規模にもよりま

す。どのような規模で行っていくか現在検討をしている段階ではあります。  

○２番（長山美香君）  

 避難訓練がなかなか進められない理由の一つに、地域の防災計画というのがまだ

できていない状況にあるというのが一つの問題なのではないかなと考えるんですけ

れども、９月１４日に最接近した台風１３号では高齢者避難等が発令されました。

１５時前後に集落の公民館８か所を回ったんですけれども、区長は避難行動要支援

者の名簿を基に声かけを行ったり、あと避難所の開設を行っていました。実際、避

難になった場合に区長への負担がかかるなというのを感じました。  

 その中でなかなか、３月でしたか、地域防災計画が進まないというのが上がって

いたと思うんですけれども、どういった点で防災計画が進んでいないとお考えです

か。  

○総務課長（成美保昭君）  

 字地域ごとに作成する計画ではございますが、現在のところ知名町では住吉字が

作成しております。その手本というか見本にいたしまして区長会のほうでも検討は

いたしておりますが、まだ作成途中という感じであります。  

○２番（長山美香君）  

 作成が進まない要因の一つに、防災に対する知識がやっぱりある程度必要でない

と進められない、また、集落の方々の協力を得られないと、みんなでつくる計画で

すのでなかなかそこの辺が難しいのかなと思います。  

 そこで、専門的な知識と経験を持ち合わせた危機管理官がもし町にいたら、そう

いった危機管理官の専門知識や経験等をいただきながら各集落ごとに防災計画を立

てることが可能ではないのかなと思います。いかがでしょうか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 危機管理官につきましては、郡内でも何市町村かは設置しているところもありま

すが、まだ私どものところへはそういう照会というか、主に県のほうから照会があ

りまして、警察、特に自衛隊を引退された方々でそういう資格、知識を持っている

方々を危機管理局のほうに設置していただけないかということでの要請ではありま

すが、答弁にもありますとおり、現在、知名町といたしましては、近くに自衛隊も

あり、災害のときには必ず自衛隊、警察と連携を密にして、つい先日の台風の被害

のときにも高齢者避難、こういう指示が出て対策本部ができたということで、警察

のほうからも泊まり込みで来ていただいているような状況でありますので、そうい

う指示等はすぐに取れるような体制をつくっていることから、あえて現在そのポス
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トを置く必要があるかなと考えているところです。  

○２番（長山美香君）  

 実際、災害が起きているときには、自衛隊とか警察とかからのアドバイスをいた

だいたり、名瀬測候所の方たちとつながって指示を仰いだりすることができるとは

思うんですけれども、災害が起きる前の準備の段階として、防災士や危機管理士な

どの資格を持った専門の方が常に町にいるということで、その方たちと一緒に防災

計画を立てることや町の危険箇所の把握等も行っていただけるのではないかなとい

う気がします。  

 あと、職員もいろいろな仕事を掛け持ちしていらっしゃると思うんですけれども、

防災に特化した方がいらっしゃれば防災担当の方の負担も減るのではないかなと考

えられます。どうでしょうか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 このポストにつきまして必要ないということではなく、現在もう既に配置してい

る市町村にもいろいろお話を伺い、私どものところにもすぐに必要であれば、特に

計画につきましてはいろんな計画をこれからはつくっていかなければいけないので、

即戦力となり得るような人材がおりましたらすぐにでも取りかかっていきたいなと

は思っております。  

○２番（長山美香君）  

 今現在、パズルピース型町内会システムというのも検討されているということで、

その中に防災計画もぜひ、多分入っているのかなと思うんですけれども、落とし込

んで、地域の防災計画というのを立てていっていただけたらと思います。  

 知名町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画の高齢者対象のアンケート

で 、 災 害 時 に 「 避 難 の 必 要 性 は 判 断 で き る が 、 １ 人 で は 避 難 で き な い 」 が

１３．５％、「１人では避難の必要性を判断できないし、避難もできない」という

方が６．９％、合わせて２０．４％、５人に１人の方が１人での避難が難しいとい

うアンケート結果が出ています。この数字をどう見て、どのように今後防災計画に

生かしていくのか。誰一人取り残さない社会の実現に向けて、その一歩として危機

管理官の登用を要請したいと思います。  

 次に、買物弱者対策について質問いたします。すみません、質問ではないですね。  

 先ほど町長からのほうで、公共機関のバスの運行の件についてお話をいただきま

した。買物弱者対策については２種類の支援があると思います。一つは、交通手段

が確保されれば買物に行ける、なので移動支援という支援の形ですね。もう一つは、

買物をする行為自体への支援や買物の代行を行う生活支援というものです。  
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 移動支援に対しては、奄美市のほうで自治体ライドシェアというのが導入される

というのを新聞報道で読みました。今後、多分知名町のほうでもデマンド型という

お話が出たので、この自治体ライドシェアのほうも検討していかれるのかどうか。

町長、お聞きします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 ライドシェアに関しましては、今年の３月に宗村議員のほうから質問がありまし

て、その際に私どものところでこれが有効なのかどうかを調査しましたところ、タ

クシー会社と共同で進めていくような事業となっておりまして、現在、知名町のほ

うではタクシー会社、タクシーの特に運転手不足で、ほとんど１台、２台というよ

うな状況ですので、あとキャッシュレス等まだ進んでいない、そういったものしか

使えないということもありまして、果たして現段階ではすぐには飛びつけないよう

な事業だなということで回答を申し上げたところでございます。  

○２番（長山美香君）  

 ライドシェアの種類として、日本版ライドシェアと言われる国が先導していてち

ょっと今先送りになっている案件と、あと自治体ライドシェア、自家用有償旅客運

送というのがあります。  

 奄美市議会で出たライドシェアのほうは、１件はタクシー会社に業務委託をして

いるんですけれども、１件は市の社会福祉協議会が受託をしています。社会福祉協

議会のほうは予約制、デマンド型ですね。前日の正午までに予約をいただいて、ド

ア・ツー・ドアというか、お迎えに行くという形のライドシェアという形がありま

す。その辺も今後、移動支援の中でバスだけではどうしても賄い切れない、そして

介護タクシーのほうも現在、島内で１件のみとなっています。なので、こういった

ことを少し視野に入れていっていただきたいなと思っています。  

 あと、生活支援のほう、買物をする行為自体への支援や買物の代行というサービ

スについては、知名町介護人材確保ポイント事業、あと介護保険サービスでもこう

いったサービスがあります。そして民間のサービス、社会貢献として移動販売や、

条件などはあるんですけれども無料配達を実施している店舗も存在していて、その

辺のサービスというのはもうちょっと周知されていくと、お買物に困っている方た

ちの支援につながるのではないかと考えています。  

 次に、旧庁舎跡地の利用について再質問いたします。  

 跡地利用で決まったということが、今、先導的官民連携推進事業という事業で調

査を行っているということで、その中で商工会とも連携をしているということでし

た。これは調査であって、今後、具体的な取組、調査を基にした多分事業が進めら
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れるのかなと思うんですけれども、その中で国土交通省の事業の中にまちなかウォ

ーカブル推進事業というのがございます。この事業は、町の中心部を居心地がよく

歩きたくなる空間にするための整備や修復を支援する事業という事業です。車中心

の空間から人中心の空間へと転換するために、市町村や民間事業者が行う道路、公

園、広場などの整備や修復、利活用を支援する事業になります。  

 以前、マチヘソプロジェクトと題して、稲水公園をへそに見立てて活性化を図っ

た時期があったと思います。フローラルホテルから稲水公園を目指し、さらにはは

みやま神社や商店街へ歩いていく、その基点として旧庁舎を利用、整備することに

よって沖永良部、知名町の魅力を向上させ、商店街の活性化や観光客の誘致を目指

すことができるのではないかなと考えています。  

 こういった事業、どちらも国交省の事業なんですけれども、目的が違うのでどち

らも多分利用できるのではないかと考えます。ぜひ検討していただきたいなと思い

ます。  

 その中で通学路の安全性なんですが、やっぱり使わなくなると劣化が早まるのか

なと思い、ちょっと危惧しています。コンクリートが落ちてきたりとか、道に対し

て庁舎のほうはある程度幅はあるんですけれども、通学路で子供たちが毎日目にす

る場所に対して、今現在自由に出入りができる状態であることに関して少し不安を

覚えます。コンクリート劣化の危険であったり、あと防犯の面から庁舎の敷地内へ

の立入りというのも少し今後検討していただけたらなと思うんですけれども、どう

でしょうか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 ５月に新しい庁舎のほうで仕事が始まりまして、現在も古い庁舎のほうで水道業

務とか一部やっている関係がありまして、なかなか庁内立入禁止にできない事情が

あります。また、各課のほうでこの新しい庁舎のほうは倉庫がほとんどないもので

すから、また書庫も少なくて、現在、古い庁舎の跡地に置いてある道具等もありま

して、現場に行くたびにそれを取っていくとかそういう状況が続いております。ま

た、庁舎のほうに残っている備品に関しましても、来年度になると思いますが公売

をいたしまして、町民の皆様のほうに安い価格で提供したいと考えておりまして、

そのあたりも含めてまだ全然整理ができていない状況にありますので、もし爆裂等

で危険箇所が判明したときには急いで応急処置なり対応して、中に立入禁止にした

りしようとは考えております。  

○２番（長山美香君）  

 小・中学校へ向けて、結構学校で危険箇所とかでここには入らないようにしまし
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ょうとかいうお話とかが出るんですけれども、そういった周知というか、あとは関

係者以外立入禁止という看板を立てるとか、そういったことは可能でしょうか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 現在、自動販売機が置いてありまして、そこをまた撤去等しないと、それを使っ

ている町民がいるという話も聞いておりまして、そのあたりにつきましては私ども

のほうで設置した部分もあり、業者のほうと対応すれば何とかなりますので、すぐ

に今日明日というわけではないですけれども、敷地内へ立入禁止という方向性は取

っていけると思っております。  

○２番（長山美香君）  

 安全性というのがやっぱり一番気になる点ですので、なるべく早めの対策をお願

いいたします。  

 最後になるんですけれども、不祥事のその後の件についてなんですけれども、先

ほど町長のほうからも答弁をいただきました。②について、詳細を明らかにと申し

たんですけれども、何も個人名や団体名を明らかにせよということではありません。

原因を究明することにより、再発防止につなげることが目的です。  

 そして、罪は罪として問われなければなりませんが、反省や更生の機会が奪われ

ることがないよう、また、元職員やその家族、親類の人権が侵されることがないよ

う、私たち町民も心しなければならないと考えています。  

 以上で、私の質問を終わります。  

○議長（外山利章君）  

 これで、長山美香議員の一般質問を終わります。  

 しばらく休憩します。  

 次の会議は３時１０分から再開します。  

休  憩  午後  ２時４６分  

─────────────── 

再  開  午後  ３時１０分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 通告４番、髙風勝一郎議員の発言を許可します。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 皆様こんにちは。議席番号６番、髙風勝一郎が一般質問を行います。  

 まず、本日は私にとって初の議会であり、多くの方の議会傍聴もいただき、また、

インターネットでご覧いただいている方もいらっしゃるかと思いますので、自己紹
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介と挨拶をさせていただきます。  

 私の前職は知名町役場職員であり、３７年の間、町行政に携わり、町民の皆様を

は じ め 多 く の 方 々 に 支 え て い た だ き 大 変 お 世 話 に な り ま し た 。 ３ 年 前 の 令 和 ３ 年

３月に定年退職をいたし、すぐに黒貫字の字区長に就任させていただきました。区

長として現在４年目になります。その間、黒貫字の皆様と様々な取組をしながら字

づくり、地域づくりをさせていただきました。そして、皆さんの顔が見えることに

よって結ができていき、おかげさまで今では字の皆さんの全員の顔と名前を覚える

ことができ、さらに字の皆様の笑顔が増えており、私の思いである結で字づくりが

進められております。  

 話は変わりますが、知名町は現在、第６次知名町総合振興計画が進められていま

す。その最初に示されているのが、知名町が目指す未来像、いわゆるビジョンです。

そこには「２１の暮らしを大切に、２１の未来を創る子や孫が誇れるまちづくり」

と示されています。２１とは知名町の２１字のことです。私は２１の一字区長とし

て模索しながら、そのビジョンに近づけるよう取り組んでおります。  

 そしてさらに、自分にできることはないだろうかと考えたとき、結で字づくりを、

結でまちづくりに取り組むことで子や孫が誇れるまちづくりにつなげていけるので

はと考え、知名町議会議員選挙へ立候補いたしました。  

 今回、議会議員にさせていただき、私の公約としています平成１３年１月に宣誓

しました「教育・文化の町」の構築と文化、芸術、スポーツの魅力発展を推進し、

併せて活力ある地域社会づくり、将来を担う子供・若者の健全育成、町を支える農

業、商工水産業、観光業の推進の力にもなりたいと考えています。これからの知名

町とともに、町の将来に向け様々なことに取り組んでまいります。ご清聴ありがと

うございました。  

 それでは、一般質問に入ります。  

 今年の３月議会において、町長から令和６年度施政方針が示されました。それか

ら半年が経過し、現在の町の取組状況及び今後の見通しについて伺います。  

 １、急激に変化する時代にたくましく生きる児童・生徒の育成について。  

 ①国際的な視野を持った人材の育成において、地域おこし協力隊として任命した

公営塾スタッフの現在の状況及び今後の見通しを伺います。  

 ②次世代を担う子や孫が帰ってきたいと思える地域づくりにおいて、島の教育魅

力化の取組の現在の状況及び今後の見通しを伺います。  

 ③教職員の働き方改革において、部活動地域移行の現在の状況及び今後の見通し

を伺います。  
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 大きな２番、観光資源の充実と交流人口拡大による競争力のある町づくりについ

て。  

 ①沖泊海浜公園の再整備の現在の状況及び今後の見通しを伺います。  

 ②中間支援組織であるツギノバと連携の現在の状況及び今後の見通しを伺います。  

 ③ふるさと納税、企業版ふるさと納税への取組の現在の状況及び今後の見通しを

伺います。  

 大きな３番、住みよい住環境の整備について。  

 ①高齢化や人口減少下においても、核家族化やふるさと志向によるＵターン・Ｉ

ターン希望者のための住宅設備は重要の取組の現在の状況及び今後の見通しを伺い

ます。  

 ②田水団地の建て替え計画の策定に向けた取組を順次着手することの取組の現在

の状況及び今後の見通しを伺います。  

 ③民間資本を活用した住宅建設の取組の現在の状況及び今後の見通しを伺います。  

 ④町有地の遊休不動産活用の取組の現在の状況及び今後の見通しを伺います。  

 以上、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、髙風勝一郎議員のご質問に順を追って回答しますが、大きな設問１に

つきましては教育委員会所管事項となりますので、教育長が答弁します。私は２、

３以降の設問に回答させていただきます。  

 では、観光資源の充実と交流人口拡大に向けてのご質問でございますけれども、

①沖泊海浜公園の再整備について、沖泊海浜公園の再整備として、一般社団法人ツ

ギノバが事業主体となり日本財団の渚の交番プロジェクトへ申請予定となっており

ます。今後の流れといたしましては、一般社団法人ツギノバと日本財団で打合せを

行い、町への企画提案等を経て令和６年１０月末頃には申請書を提出、また、採択

に関する連絡を年明け頃にはいただける予定になっております。  

 「海と観光」モデルを軸に島外需要を取り込みながら海辺での滞在機会の創出と

滞在時間の長期化を図るとともに、「海と教育」モデルとして、地域内住民が取り

組むビーチクリーン等の活動をサポートしながら、多種多様な交流機会を通じて海

に親しみ、海から学ぶ場づくりとなるような拠点整備を目指しております。  

 今後、町といたしましてもサポートし、連携をしっかり図ってまいりたいと考え

ております。  

 ②につきまして、現在、一般社団法人ツギノバと連携をしている業務といたしま

しては、企画振興課管轄でデジタル田園都市構想総合戦略策定支援業務、それから
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移住定住相談窓口業務、そしてふるさとワーキングホリデー企画運営業務、テレワ

ークオフィス指定管理業務、農林課管轄ではえらぶ特産品加工工場の持続的な運営

体制の構築業務がございます。また、そのほかにもまちづくり町民会議アドバイザ

ー兼ファシリテーターや沖永良部島第２次観光基本計画策定業務を担っていただい

ております。いずれの業務にも今後、中間評価や効果検証等を行いながら成果を確

認していく必要がございます。  

 また、当該企業代表理事大久保昌宏氏は、離島地域における移住定住推進を軸と

した包括的な地域づくりに特化した外部専門員でもございますので、今後も連携を

図りながら、持続あるまちづくりに寄与していただきたいと考えております。  

 ３ 番 目 、 本 町 の 令 和 ６ 年 度 ふ る さ と 納 税 寄 附 額 に つ き ま し て は 、 令 和 ６ 年 ９ 月

１ ８ 日 時 点 に お い て は １ ， ９ ３ ５ 万 ８ ， ２ ０ ０ 円 と な っ て お り 、 令 和 ５ 年 ９ 月

１８日時点と比較をいたしますと９１７万１，６２３円減少しております。減額し

ている主な理由といたしまして３つございます。  

 １つ目は、昨年１０月からふるさと納税制度が改正されたことが上げられます。

従来、ふるさと納税寄附額の５割以下に経費を抑えるルールでありましたが、返礼

品費や輸送費等に加え、受領証明書及びワンストップ特例申請に関わる経費を計上

するなどルールが厳格化され、本町のふるさと納税寄附設定金額が増額し、安易に

寄附を行いづらくなった背景がございます。  

 ２つ目は、全国的なふるさと納税市場の拡大による島外の返礼品取扱業者の撤退

が上げられます。令和５年度ふるさと納税市場の受入金額は１兆円を超え、今後さ

らに拡大すると言われております。市場拡大に伴い、返礼品登録を推進する自治体

が増加し、全国的な人手不足も重なり、総寄附額が１億円に満たない自治体からは

返礼品取扱業者が撤退する状況が続いております。本町におきましては、牛肉を取

り扱う業者が撤退し、牛肉の返礼品確保が急務となっております。  

 ３つ目は、物価高騰による返礼品の需要の変化が上げられます。従来、ふるさと

納税における返礼品の人気商品は牛肉や海鮮類といった商品でございましたが、昨

今の物価高騰により、ティッシュやトイレットペーパーといった日用品を展開する

自治体に寄附が集中している傾向がございます。  

 これらの理由から、現時点での寄附総額は前年度と比較すると減少しており、今

後も相次ぐ輸送料金の値上げの波が押し寄せてまいります。しかしながら、確定申

告を控える年末に向け、牛肉返礼品の復活を一番に考え、ＪＡ鹿児島経済連及びＪ

Ａ食肉へ返礼品登録を打診しており、年間を通じて寄附が集中する１２月までに掲

載再開を目指しております。  
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 そのほかにも、本町のふるさと納税にアクセス可能な環境を構築すべく、昨年同

月の倍である８つのサイトとの契約締結を行っております。また、昨年度実施しま

した新商品開発事業の再開による返礼品の強化や沖洲会をはじめとした島外へのＰ

Ｒに努め、今後もふるさと納税の推進に努めてまいります。  

 令和６年度企業版ふるさと納税寄附総額につきましては令和６年９月１８日時点

において１００万円であり、令和５年度の寄附総額は７００万円であります。例年、

企業版ふるさと納税は企業が決算期を迎える年度末に集中しており、企業版ふるさ

と納税の推進を図るべく、今年度より新たに全国各地の企業へ企業版ふるさと納税

のＰＲを行っている株式会社ジチタイアドと業務支援契約を締結し、より多くの企

業へ本町を認知していただけるように努めてまいります。  

 ふるさと納税や企業版ふるさと納税のいずれにいたしましても、町民の皆様、議

員の皆様、そして職員が一致団結して島外へ発信することが必要不可欠でございま

す。本町のふるさと納税推進のために、今後ますますの皆様のご協力を深くお願い

申し上げます。  

 続きまして、住みよい住環境の整備につきまして、現在、移住定住相談窓口や空

き家調査業務等を一般社団法人ツギノバへ委託しておりますが、令和５年度の空き

家調査軒数が４２３軒のうち、賃貸可能な軒数は３０軒ほどでございました。移住

定住に関わるワンストップ相談窓口の設置により、Ｕターンを含む移住相談や希望

者が増加傾向にあり、物件のマッチング件数も増加しております。また、令和２年

度から移住定住促進空き家活用事業といたしまして空き家改修費用の補助を行って

おり、令和２年度には１軒、令和３年度に１軒、令和４年度には２軒、令和５年度

には３軒の事業を実施し、移住希望者の住宅確保に努めております。  

 し か し な が ら 、 冒 頭 に 申 し 上 げ ま し た と お り 、 令 和 ５ 年 度 空 き 家 調 査 軒 数 が

４２３軒に対し賃貸可能軒数は３０軒程度でございますので、約４００軒は活用で

きない空き家となっております。活用可能軒数を確保し賃貸可能軒数を増やしてい

くためには各字のご協力が必須だと考えております。今後は、さらに一般社団法人

ツギノバや各字、そして町との連携強化を図りながら住宅確保に努めてまいります。  

 ②番目に、現在、田水団地を建て替えるために、基本計画策定等の業務委託契約

を株式会社地域計画研究所と締結し、作業を進めているところでございます。知名

町公営住宅等長寿命化計画に基づきまして、再生プランの在り方や年度ごとの整備

戸数をはじめといたしまして全体事業計画を作成することとしております。あわせ

て、当該敷地における道路や上下水道といった基盤整備に関する問題点と対策の整

理、入居者への聞き取り調査、民間建設会社を対象とした勉強会の実施など、順次
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建て替えに向けた準備を進めてまいりたいと考えております。  

 ③番、民間資本を活用した町営住宅の建設方法といたしましては３つの方法があ

ると理解しております。民間が設計施工した住宅を町が買い取る買取り方式、それ

から建設費用を家賃として分割返済していく借り上げ方式と、同じく分割返済する

ＰＦＩ型借り上げ方式がございます。いずれの方法にもメリットとデメリットがご

ざいますが、将来を見据え、町からの支出をできるだけ抑えることのできる方法を

選択することとしており、併せて町内建設会社に対しての説明及び金融機関からの

聞き取りなども行い、実現の可能性を図っているところでございます。  

 最後、④町の遊休不動産のうち建物につきましては、直近で用途廃止となった旧

庁舎関係施設を除き、賃貸借契約による貸付収入により運用を図っております。土

地については、建物同様に中長期的な貸付けと随時の使用料収入を柱としており、

売払いの申込みがあった際には、町有財産のスリム化を図るため、その内容を審査

の上、適宜売却手続を行っているところでございます。  

 今後の見通しといたしましては、現在未利用の旧庁舎関係施設については、まち

づくり町民会議での検討をはじめ、今年度国交省に採択されました先導的官民連携

支援事業により、跡地利用について現在調査中でございます。先導的官民連携支援

事業については旧庁舎跡地及びその周辺エリアの官民連携による利活用の可能性調

査事業であり、旧庁舎跡地利用の１案となるよう島内外の事業者とヒアリングを行

いながら調査事業を執行しているところでございます。  

 以上で終わります。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、髙風勝一郎議員のご質問にお答えいたしますが、質問の①と②は関連

しますので、まとめて回答させていただきます。  

 変化の激しい時代をたくましく生きるためには、自ら課題を見つけ解決しようと

する姿勢や意欲、物事に柔軟に対応する力が重要であります。これらの力を身につ

けるために、本年３月から本格的に公営塾の運営を開始いたしました。  

 現在、公営塾では、海外生活の経験もある地域おこし協力隊を２名スタッフとし

て配置しております。１名は本年２月に着任、もう１名は今月に着任し、知名中学

校、田皆中学校の両中学校において、休み時間や放課後の時間を利用し公営塾を行

っております。  

 本町で行う公営塾の機能としては、学力の定着や学習習慣を身につけるための学

習支援、ＩＣＴ活用や国際的な視野を持てるための特色ある学びの推進、島の歴史

や文化、経済や社会について学び、島を題材にして課題を見つけたり、改めて島の
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魅力に気づいたりするような地域学の大きく３つの項目を掲げております。  

 現状としましては、ＧＩＧＡスクール構想で配備したタブレットを活用し、英検

等各種検定の過去問題や例題を解くなどの自主学習のサポートや、プログラミング

教材を使用した情報活用能力の育成を主に行っております。また、島内在住の海外

経験者から海外での生活に対する体験談を聞き、視野を広げたり改めて島の魅力に

気づけたりするような機会がつくれないか、現在検討を行っているところでござい

ます。今後、このような企画等を学校、地域、協力隊と連携しながら作成し、国際

理解や探求的な学びにつながるように取り組んでまいります。  

 島の魅力化につきましては、公営塾で行うプログラミング学習や地域学等を中心

に今後取り組んでまいりたいと考えております。現在配置しているスタッフは、こ

れまで長期にわたりプログラミングに携わってきた方や、学校現場における総合的

な学習、国際理解教育、郷土を愛する心情を培う活動に経験を積んだ方であります。

まずは島を知り、そこで学んだことをＩＣＴ等の活用により情報発信したり課題解

決したりしながら、島の魅力を感じる学びの場の提供を期待しているところでござ

います。また、今後は島内の小学校や高校とも連携を図るとともに、町長部局とも

情報を共有しながら島の教育魅力化の取組を進めてまいりたいと考えております。  

 次に、１の③部活動の地域移行の現況についてのご質問にお答えをいたします。  

 令和４年６月にスポーツ庁より出された運動部活動の地域移行に関する検討会議

提言によりますと、少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツに

継続して親しむことができる機会を確保することは、学校の働き方改革を推進し、

学校教育の質の向上にもつながるとされています。したがって、教職員の働き方改

革の面からも部活動の地域移行は早急に取り組まなければならない課題であると考

えております。  

 運動部活動につきましては、本町では令和５年５月に特定非営利活動法人沖永良

部スポーツクラブＥｌｏｖｅ、以下Ｅｌｏｖｅと称します。に運営を委託し、地域

移行への取組を進めてまいりました。地域指導者につきましては、町内の各種競技

連盟に推薦を呼びかけ、現在７名が指導に当たっております。平日でも地域指導者

が主になって指導を行っている活動もあり、職員の負担感は減っています。  

 一方、部活動指導に積極的に関わろうとする先生もおり、その方々も指導が続け

られるようにしております。ただしその場合でも、持続可能で一貫した指導の継続

という観点から地域の指導者を確保することが望ましいと考えており、指導者の確

保に努めているところであります。  

 現在、まず休日の活動を地域スポーツクラブとして行うことを目標に、知名町地
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域部活動推進協議会を年３回開催し、体制づくり等について検討を進めたり、活動

場所や送迎についての情報交換をしたりしております。  

 今後も、学校と指導者、Ｅｌｏｖｅ、教育委員会が連携を深め、円滑に地域スポ

ーツクラブへの移行を進められるよう努力してまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 それでは、１番から再質問をさせていただきます。  

 １番の①です。  

 ご説明の中で、地域おこし協力隊として２名のスタッフが取組をされているとい

うことで、お一人は２月、お一人は今月９月に任命されているということです。そ

のお二人に対して、先ほど教育長のほうから学力の学習支援と学びの推進、あと地

域学とご説明がありましたが、そのお二人の説明の中で、その３つのポイントを含

めて特に知名町としてはこういうところに力を入れたいというふうなところはご説

明をされましたでしょうか。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 この方々は公営塾というものを学校の中で今運営しているという状況であります。

つまり、子供たちがいろいろ部活とかいろんな行事、習い事等でなかなか時間が取

れない。できるだけ時間を確保できるように、あえて学校の中にそういった機会を

設けているということであります。  

 したがって、子供たちがまず来るときには、自分たちが今学習を進めていく上で

困っていることとか、あるいは課題学習の中でちょっとつまずいたり分からなかっ

たりするところ、そういったところのいわゆる学習支援のほうからまずは進めてほ

しいということをこの２人に話しているところであります。  

 その上で、この方々自身が沖永良部の魅力を最大限に知っていただいて、そして

島の魅力、そしてこの方々が得意とするプログラミングとかＩＣＴ活用能力とか、

そういったことまで波及させていただきたいというふうなことを話しております。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 例えば、２月に就任されたスタッフの方ですけれども、町との協議の中で、町の

要望の中で私としてはこういうふうなところの力を出せますので頑張りたいという

ふうなところのお話もありましたか。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それは、就任のときに町長室で一緒に語った中で、この方は海外経験も大変豊富

であります。小学校、中学校の管理職の経験もございますので、学校現場の考えと
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か、それから海外で勤務したときの経験のノウハウとか、そういったものを出して

いただきたいということはお伝えしております。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 今月９月に就任された方、まだ１か月もたっていない状況ですけれども、その方

は、自分の中ではどのようなところの例えばものが出せるというふうな話をされて

いましたでしょうか。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 申し訳ありません。先ほどの方は本年２月でしたかな。ちょっと前後しておりま

した。  

 ２月に着任された方は、これまでずっとプログラミング教育を専門にやっており

ました。つまりＩＣＴ関係に大変精通した方でありましたので、そういったことで

力を発揮していただきたい。  

 今回いらした方がまさに海外経験の豊富な方でしたので、海外での経験を生かし

ながら自分たちでこの島の魅力を感じて発信できる力であるとか、あるいは外国語

能力の育成についても話をしたところであります。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 お二人とも一応任期は１年ということで、最長３年ということですが、そのお二

人とも意気込みというか、知名町の中で一年一年、最長３年どのような取組をして

いきたいというふうな話はされましたでしょうか。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 ２人とも希望を持ってこの職というか、希望されておりますので、当然やる気は

十分みなぎっているだろうというふうに思います。  

 カリキュラムにつきましては、これは今からのことでありまして、まさに教育委

員会と、それからお二人の方と交えて、どういったカリキュラムをつくっていくか

ということは今後の計画になっております。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 公営塾のスタッフとして来られて大変光栄なことですが、そのお二人の能力、引

き出しをいっぱい引き出してさしあげたいというふうに思うんですが、そのお二人

のスタッフの引き出しを多く出すために、例えばお二人の公営塾のスタッフの方へ

向けての何か協議会とか会議とかいうのはないんでしょうか。  

 例えば学校の代表とか保護者の代表とか、もちろん町の代表の方も入られるとは

思うんですが、多分先ほどのお話では、町長室の中で町の皆さん方でこういうふう

な取組をしてほしいというふうな話をされたと思いますが、今後は２年、３年とい
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く中で保護者や学校側のまた意見も取り入れるとかというふうな考えはいかがでし

ょうか。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 ありがとうございます。今、貴重な提案をいただきました。  

 現在のところはそういった考えはございません。つまり、今は町教育委員会とこ

の２人の方との情報がまさに密にできる関係ですので、行く行くは議員がおっしゃ

ったように、こういった協議会、子供たちの学びをどうするかということについて、

必要に応じて検討を進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 公営塾のスタッフ、今２月、９月とお二人のスタッフを迎えておるんですが、そ

ういう実績を踏まえて例えば今後またスタッフを増やしていくとか、３年後はまた

どうしていきたいとかいうふうな構想はありますでしょうか。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 今のことにつきましては、これはまさにこの成果をどういうふうにこのお二人の

方が出してくれるのかということにかかっておりますし、財源の問題もありますの

で、そこは１年なり、あるいは２年、３年の活動の成果を見ながら判断していきた

いと思います。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 ぜひとも公営塾の経験が深い、またいろんな経験をされてきたお二人を迎えてお

りますので、そのスタッフのすばらしい面を引き出せるように、ぜひ今後も取り組

んでいただければと思います。  

 １番と２番でまとめての回答だったんですが、②のほうの島の教育魅力化の取組

の中で地域探究学習、いわゆる探求学習というものが今取組をされているというこ

とで、今後は学校が地域と連携して、より幅広い学びを提供していくというのが求

められているということで聞いております。  

 その探求学習の一つになるのか分かりませんが、先日、９月２２日の奄美新聞に、

島外の高校生に向けた修学旅行プランを沖高の商業科の３年生２１人がプランナー

として、島で得られる体験や学びについて考えたということで、おきのえらぶ島観

光協会が主体となって、観光庁の地域観光新発見事業を活用して行ったという記事

を見ました。先ほどの地域探究学習もですけれども、このような高校生も含めて、

町としては小学校、中学校までの対応かもしれませんけれども、高校の場合はもち

ろん県の管轄であるんですけれども、このような取組、ぜひ町としても、先ほど教

育長のほうから小学生や今後は高校生との共有も図っていきたいというふうな言葉
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もありましたので、このような取組をするというのはすごくうれしいことだと思い

ます。  

 これをするということは、子供たちが地域を分かっていないと外に向けてのプラ

ンを立てたりとかできないわけですので、そういう子供たちが一人でも多く育って

いくと、また彼らが島に帰ってきたときに沖永良部に対しての、特に知名町に対し

てのいろんな思いがあって島に帰ってこられるんじゃないかなと思っておりますの

で、ぜひぜひ小学校、中学校含めて高校も併せてこのような連携を取れたらと思い

ますが、いかがでしょうか。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 ありがとうございます。私が先ほど答弁した最後の部分で言ったのはまさにその

ことであります。町内の小学校、それから高校との連携を図るということでありま

す。  

 やっぱり子供たちが、自分が住んでいるこの島、この町のよさを知るということ

はとても大事なことで、実はえらぶゆりの島留学に来ている子供たちが沖泊海岸に

探求学習に行ったときに、もともとこの島に住んでいる島で育った子供たちが、島

留学に来ている子供たちの影響を受けて島のよさを改めて知ったという声も聞きま

した。なので、お互いが学び合う中で、もっともっとこの島のよいところはたくさ

んあるということを子供たちが知って、それをまとめて発信するということは大事

なことだろうと思いますから、今のご意見も貴重な意見として賜りたいと思います。

ありがとうございます。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 町の総合振興計画のビジョンの中の「子や孫が誇れるまちづくり」につながるこ

とだと思いますので、ぜひ今後、取組の中で一環として進めていってほしいと思い

ます。  

 そ れ か ら 、 ③ の 教 職 員 の 働 き 方 改 革 、 部 活 動 地 域 移 行 の 件 で す が 、 今 年 １ 月

１８日に南海日日新聞に知名町の知名中学校の記事を掲載していただいていたので、

これに基づいて幾つか質問をしたいんですが、先ほど教育長のほうから、令和５年

度 に 国 の 実 証 事 業 を 導 入 し て 昨 年 ５ 月 に 推 進 協 議 会 を 開 催 し た と い う こ と で 、 年

３回開催をしているということです。主な内容としてはどのようなことを協議され

ているんでしょうか。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 昨年度より始めました知名町地域部活動推進協議会におきましては、現在学校に

おいて行っている各部活動の状況であったり指導員の今後の確保についてというこ
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とであったり、また来年度以降どのようにこれを進めていくかというような話を随

時行っているところでございます。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 年間３回ということで、大変ありがたい回数だと思っております。協議会には参

加していないのでよく内容をお話はできませんが、この記事の中で国・県の補助を

受けて配置している部活動指導員というのと町独自の予算で任用している指導者と

いう表現がありますが、これの違いは何でしょうか。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 今年度につきましては、補助を受けている方は地域の指導者となっております。

学校の先生は対象となっていないということになります。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 また後で調べて、分かりましたら答えてください。国・県の補助を受けて配置し

ている部活動指導員、あと町独自で任用している指導者、分かりましたらまたお答

えください。  

 質問、次にいきます。  

 知名小学校の金管バンドについては学校活動の一環というふうに捉えていいかと

思いますが、スポーツ関係は指導者ができたりという形で進められているので大変

ありがたいんですが、現在、知名中学校のブラスバンドを含めて音楽活動をされて

いる子供たちに対して、部活動地域移行の取組は今どのようになっているでしょう

か。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 これは、もう恐らく全国的にも難しい課題であろうかと思います。本町におきま

しても吹奏楽を経験した方というのは大変少のうございます。なかなかこういった

方々を島内で見つけるというのは本当に難しいところで、恐らく行く行くは、スポ

ーツ関係も含めて確保が難しい指導者につきましては両町と連携して探すとか、広

域的に幅を広げていく取組になろうかと思いますが、髙風議員、トランペットをさ

れるということですので、ぜひ機会がありましたら子供たちへの指導をお願いした

いと思います。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 サクソフォーンです。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 失礼しました。  

 何はともあれ、この文化活動につきましては、学校への負担が今本当に学校の吹
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奏楽の担当の先生にのみ指導がかかっているという状況ですので、何とかしたいと

私たちも思っているところで、大きなこれは検討課題となっております。  

 以上です。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 この音楽の指導者はなかなかおっしゃるとおり難しい問題で、指導される方がい

ないということで、ただ、ちょっと私のところで、ある島外の方なんですけれども、

沖永良部を大変気に入ってくれて、このような話をしたときにぜひそういうお力に

なれればというふうな話で、じゃ実際にどのように、もちろん予算化も必要でしょ

うけれども、しょっちゅう来られないので例えばリモートでのそういう指導とか、

あと、もちろんその方に対しての報酬等も出てくるでしょうけれども、もし島内で

そのような取組ができない場合は島外の方の活用という方法も検討できますでしょ

うか。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 ありがとうございます。今、リモートという話が出ました。このリモートにつき

ましても全国的に広がっておりまして、こういった活動がまさに中山間地域とか小

さな学校におきましてはなかなか難しい課題でありますので、おっしゃったことは、

これは前向きに検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 ぜひ今後具体的に、来年１月、その本人が来られることになっておりますので、

教育長を含めてまた一緒に協議ができたらと思っております。  

 それでは、１番が終わりまして、大きい２番にいきたいと思います。  

 ①の沖泊海浜公園の再整備ということで、ツギノバとの関わり、あと日本財団で

渚の交番プロジェクトという、ちょっと私も検索をしたんですけれども出てこなく

て、また後で勉強したいと思いますが、一つ沖泊海浜公園で気になるのが、公園を

奥に行くと橋を渡って、今使われていない敷地があります。以前は公園整備をした

ときに、そこにキャンプをするということで高台を造ってあったんですけれども、

トイレとか水回りがなかなか整備できていない関係でだと思いますが、その手前の

ほうにいわゆる炊事場、トイレ、あと休憩所等々ができて、なかなか奥のほうまで

行くことがなくなって逆に荒れ地になっているというところで、今回、この再整備

の中で奥の部分も整備の中の考え方の一環であるのかなと思ったんですけれども、

いかがでしょうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 沖泊海浜公園の整備につきまして、髙風議員のご指摘のとおり、現状、公園の奥
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のほうにつきましては水場もない、トイレもないということで、現在荒れた状態に

あります。今回の渚の交番プロジェクトについても、事業概要を大まかに伺ったと

ころ、海と教育、海と体験ということの中で今の現状の炊事棟の周りに整備を行う

ということになっております。ただ、ご指摘もいただいているとおり、奥の活用も

含めながら再検討をできればというふうに思っております。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 調べましたら、沖泊海浜公園、平成８年度に整備をされております。休憩所とト

イ レ が 平 成 ９ 年 ３ 月 、 も う ２ ７ 年 経 過 し て お り ま す 。 炊 事 棟 と シ ャ ワ ー 室 が 平 成

１１年、２４年どちらも経過しているということで、残念ながらその奥のほうはも

う３０年近くそのままの状態だということが、何かすごくもったいないような場所

というかエリアになっているので、橋を渡ったらというふうな何か企画というか計

画ができれば、せっかくある敷地内ですのでぜひ取組を含めて考えていただければ

と思います。  

 それから、②のツギノバとの連携です。  

 私も区長をしておりまして、今年の１月にツギノバのスタッフの方と黒貫字の空

き家の報告をしまして、その後の状況はどのようになっているか分かりませんか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 調査後の活用なんですが、現在、空き家の貸し借り及び移住関係の相談、また関

係人口の創出ということで、フローラル館の地下１階にあるｅｎｔａｋｕというと

ころに求人募集等を行っていただいております。  

 その中で、７月までのすみません、データしかないんですが、累計で住宅に関す

る追加調査については今１９８件で、移住に関する相談もあるものの、なかなか移

住まで結びつかないということが今実際あります。ただ、雇用関係についてはトー

タルで８件の実績があります。なので今、空き家につきましては、随時貸していた

だくところをツギノバさんのほうで各集落を回りながら、また追加で住宅として活

用ができないかという活動を進めております。  

○議長（外山利章君）  

 企画振興課長、先ほどｅｎｔａｋｕと言いましたが、ツギノバではないですか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 申し訳ございません。お店の名前を出してしまいました。  

 ｅｎｔａｋｕを運営しているツギノバさんなので、場所が地下１階、お店の名前

がｅｎｔａｋｕ。ただ、運営をしているのがツギノバのところになります。申し訳

ございません。  
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○６番（髙風勝一郎君）  

 後ほどというか、その資料等が提供できればありがたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。  

 ふるさと納税ですが、令和２年の７，０００万円を最高に、そのときは大きな浄

財を頂いた関係もあると思いますが、なかなか伸び悩んでいるということで、先ほ

ど３つの理由を述べていただきましたけれども、制度の改正、寄附がしづらい、島

外の取扱いというところがあります。  

 実は、これ私も令和３年度に区長になりまして、集落でジャガイモを作ろうとい

う取組をしました。令和３年度にしまして、令和４年度に企画振興課のほうから返

礼品にしませんかという相談を受けて令和４年度取り組みました。令和４年度に取

り組んだら、ありがたいことに１２４件の申込みがありまして、そのとき、金額は

２２万円ぐらいなんですけれども、入ってきたお金がですね。１２４件あって、ち

ょっとありがたいなと。  

 集落でもいろいろな取組をしたいと思っていましたので、やっぱり自分たちでお

金をつくろうというふうな取組をし始めたときだったものですから、昨年、企画振

興課のほうから９月に総務省による改正が出ますということで、給付額が上がりま

すというところで、こちらも各方面に挨拶文とかチラシ文とか送ったんですが、残

念ながら申込みがあったのが３３件、９０件以上も減ってしまって、残念ながらお

金は６万円ぐらいしか入らなかったというところで、要は申し上げたいのは、何か

ふるさと納税の担当者もやっぱり欲しいですし、こちらも何かあったときにそのス

タッフの方というか、相談しづらいというか、どういうふうにもっとやっていいん

だろうというふうな、どうしても役場の職員が兼務をされていると私もなかなか行

きづらくなって、とうとう行かなくなったんですけれども、そのような事態もあり

ますので、ぜひ、ふるさと納税を今後やっぱり力を入れていただきたいと思ってい

るので、そのようなスタッフの再度、来年度に向けてでも結構ですので、ふるさと

納税の取組をスタッフも含めて検討していただいて、令和７年度はふるさと納税の

まず人づくりというか、そういう職員、スタッフをつくっていくということを取り

組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 今ご指摘のあったように、いろいろなところにつてを持った人とか、そういう職

員を配置することができれば非常にいいかなと思っておりますので、一、二年前で

すかね、地域おこし協力隊でふるさと納税対策をしていただいた方を採用したこと

もありますので、このような地域おこし協力隊等の活用も含めて、実際にいる職員
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を充てるのか、こういうほうを充てたほうがいいのかというようなものも今後考え

ていく必要があるかなと思っておりますので、しばらく検討する時間をいただけれ

ばと思います。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 ぜひ来年度は４月１日からでもそのようなスタッフを、地域おこし協力隊になる

のか、先ほどの公営塾スタッフのようなベテランの方が来るのかはまた検討してい

ただいて、知名町はやっぱりふるさと納税に力を入れているなというふうなところ

をぜひ見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

 大きな３番に入りたいと思います。  

 大 き な ３ 番 の ② 田 水 団 地 の 件 を 、 現 在 、 令 和 ４ 年 度 に は 下 平 川 第 二 団 地 、 令 和

５年度、白浜団地、令和６年度、現在は田皆第二団地、そして来年度は住吉団地と、

その後に田水団地をというふうなことを先日、建設課に行きまして聞かせていただ

きました。  

 令和８年度もですけれども、先ほど地域計画研究所の方と進めているという、す

みません、初めて聞きました。今後、地域計画研究所と進めている内容と今後の計

画を教えてください。  

○建設課参事（夏迫裕作君）  

 正式には株式会社地域計画建築研究所というところと随意契約を結んで、今基本

計画を作成しているところでございます。同社は略してアルパックというところな

んですけれども、昨年度、国の事業で公営住宅のＰＰＰ／ＰＦＩ導入推進事業とい

うのを田水団地を対象に実施していただいて、鹿児島大学と協力していろんな案を

出していただいたような流れがありまして、今年度、町と今度は契約を結んでいる

ところでございます。  

 内容としましては、田水団地の建て替えのための基本計画ですね。どのような建

物をどのような配置でどこに置いていくのかという基本的な話と、それと制度的な

問題がございますので、規則とか要綱の改正が必要な場合はそれを行う。あとは、

民間資本を活用するということを目標にしておりますので、民間の方へどうやった

らそれができるのかというような勉強会の実施、もちろん田水団地に今住んでいる

方への説明、それから移転計画などをつくっていただいて、年次計画で１年に何戸

建てていけるのか、その民間の人たちの資本力、金融機関の貸してくださるお金の

金額などを踏まえて全体計画を立てていこうという内容になってございます。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 その計画の中で田水団地周辺の給食センター、こども園すまいる、老人福祉セン
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ター、社協、知名中学校、スポーツクラブＥｌｏｖｅ等々いろいろな施設が入って

おります。そのあたりの周辺との調和というか、そのあたりも計画の中に入ってい

るんでしょうか。  

○建設課参事（夏迫裕作君）  

 周辺の施設をどのように取り込んでというか、関連を持たせていくかというのを

含めて今計画をつくっている段階ということになります。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 集落としては瀬利覚という集落になるんですが、隣の黒貫の人間としては、あの

一帯が盛んにというか調和の取れた、皆さんがまた集えるような場所になれば大変

ありがたいなと思っておりますので、ぜひ、いい計画を立てて進めていただければ

と思います。  

 最後に、④遊休不動産ということで、先ほど町長の中で先導的官民連携支援事業

を現在採択調査中ということで、どのような調査をされているのかというのと、そ

れが調査が終わった後に今後はどういうふうな事業を導入するとか、何か今後の計

画みたいなのがあるんでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 今ある旧庁舎をあのエリアの中にどういうものを持ってきたらいいのかと。じゃ、

そこになるべく町の予算を投入しないで民間の活力でもって、あそこにこういうも

のを造るんだけれども町内業者ができるのか、それとも島外の建設会社の資力を使

うのかと、そういうものを見極めてもらうために、１０月の末までの間に建設業を

やっている皆さんのツアーの今計画をこのコンサルがやっております。  

 かなりの資力が必要になりますので、町内の業者さんがＰＦＩでできるのか、そ

れとも、やはり町内で無理だと言われると島外の業者さんの資力を使っていかなき

ゃいけませんので、そういうあの場所を見てもらう、そしてここをこんな感じだっ

たら採算が取れていくような建物が造れるんじゃないかという、そういうふうなも

のを建設業の皆さんと、それからコンサルの考えているもの、また町が考えている

もの、こういうものを同じテーブルの上で協議する場を来月末までの間にはするつ

もりです。その中で手を挙げるところがあったらそこと協議を始めていくというこ

とになりますので、今のところはそういう方向で、ただ、そこに今度は入居してい

きたいという店舗がございますので、そことの組合せというのも今後やっていかな

きゃいけませんので、少し時間かかるかな。ただ、本年度中にはおおよその青写真

が作られていけばいいのかなと。まだ青写真のレベルですけれども、そこまでは本

年度中には作り上げてみたいなと思っております。  
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○議長（外山利章君）  

 髙風議員、時間です。総括してください。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 ぜひ、この事業を導入することによって、旧庁舎を含めたその周りの皆さん、そ

れから長山議員からも出ました商店街の皆さんも心配をされておりますので、ぜひ

あの一帯が、さらにホテル等を含めて活性化できるように願っております。  

 私の一般質問を終わります。  

○議長（外山利章君）  

 先ほどの質問に対し、教育委員会事務局長から答弁があります。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 先ほどの地域部活動の移行に関連して、補助金の対象者と町独自の支払いをした

者との比較ということでしたけれども、令和５年度は地域部活動へ移行したという

ことで、学校の教職員も地域の指導者ということで登録をして行っておりました。

しかし、国の補助事業の趣旨としましては地域の指導者の確保というところがござ

いましたので、実際の教員は対象外ということで、そちらのほうにつきましては町

のほうからの予算を支出しているということでございます。  

○議長（外山利章君）  

 これで、髙風勝一郎議員の一般質問を終わります。  

 先ほどの西議員の質問に対し、税務課長と企画振興課長から答弁があります。  

○税務課長（井上修吉君）  

 先ほど西  文男議員からご質問がありましたふるさと納税について回答申し上げ

ます。  

 市 町 村 民 税 で 人 数 と い た し ま し て は １ ２ ８ 人 、 あ と 給 付 金 額 が ８ ２ ９ 万

７，７００円、控除額が４１１万６，２８６円となっております。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 先ほど西議員からご質問のありましたふるさと納税における未来を担う人材育成

に関する事業について、これまで頂きました寄附については総額約６，２００万円、

この事業に関して使用する金額が大体３，１００万円となっております。残りが大

体３，０００万円近くありますので、先ほどの答弁でありましたこの事業、ほかに

もまだ活用が可能であるということなんですけれども、ただ１点だけ注意していた

だきたいのが、令和５年度について、令和４年度が充当額７００万円に対して、令

和５年度が１，５００万円充当して、教育に関しての事業費というのはだんだんか

さんでおります。  
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 以上です。  

○議長（外山利章君）  

 本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれで散会します。  

 明日２６日は、午前１０時から会議を開きます。  

 お疲れさまでした。  

散  会  午後  ４時１４分  

 



 

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年  第 ３ 回 知 名 町 議 会 定 例 会  

 

 

第 ２ 日 

令 和 ６ 年 ９ 月 26 日  

 



― 79 ― 

令和６年第３回知名町議会定例会議事日程  

令和６年９月２６日（木曜日）午前 10時 00分開議  

 

 

１．議事日程（第２号）  

 ○開議の宣告  

 ○日程第１  一般質問  

       ①窪田   仁君  

       ②西   □信 君  

       ③川畑  光男君  

       ④福川  勝久君  

 ○散会の宣告  

 

 

１．本日の会議に付した事件  

 ○議事日程のとおり  



― 80 ― 

１．出席議員（ 12名）  

議席番号     氏    名   議席番号     氏    名  

  １番   田  尻    博  樹  君     ２番   長  山    美  香  君  

  ３番   原  﨑    幸  雄  君     ５番   西      □ 信  君  

  ６番   髙  風    勝一郎  君     ７番   福  川    勝  久  君  

  ８番   窪  田      仁  君     ９番   根  釜    昭一郎  君  

 １０番   西      文  男  君    １１番   福  井    源乃介  君  

 １２番   川  畑    光  男  君    １３番   外  山    利  章  君  

 

１．欠席議員（０名）  

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

議 会 事 務 局 主 事  元  榮  聡  子  君        

 

１．地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名  

職   名   氏   名    職   名   氏   名   

町 長  今  井   力  夫  君   副 町 長   赤  地   邦  男  君  

教 育 長  田  中   幸太 郎  君   総 務 課 長   成  美   保  昭  君  

総務課長補佐  西     富士 雄  君   企画振興課長   永  野   道  也  君  

農 林 課 長  岡  越     豊  君   農 業 委 員 会 事 務 局 長   上  村   隆一 郎  君  

建 設 課 長  英     敬  一  君   耕 地 課 長   下  田   浩  治  君  

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長

 
平     和  仁  君   税 務 課 長  

 
井  上   修  吉  君  

町 民 課 長  元  栄   吉  治  君   保健福祉課長   中  村   里佐 子  君  

上下水道課長  久  永   裕  一  君   保 健 福 祉 課 参 事   根 本  幸 治  君  

教 育 委 員 会 事 務 局 長  池  沢   由美 子  君   子 育 て 支 援 課 長   原  田   孝  二  君  

学 校 給 食

センター所長

 
東     里  樹  君   

教 育 委 員 会  

事 務 局 参 事  

 
田  邊     栄  君  

選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長

 
川  野   兼  一  君   建 設 課 参 事  

 
夏  迫   裕  作  君  



― 81 ― 

△開  会  午前１０時００分  

 

○議長（外山利章君）  

 議場におられる皆様、ご起立ください。  

 おはようございます。お座りください。  

 これから本日の会議を開きます。  

 

△日程第１  一般質問  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。  

 通告５番、窪田  仁議員の発言を許可します。  

○８番（窪田  仁君）  

 議場の皆さん、傍聴席の皆様、さらにはインターネットをご覧の皆様、改めまし

ておはようございます。  

 このたび町議会議員選挙において、この壇上に立つことができました。これから

も町政の発展、町民福祉の向上、さらには経済振興に頑張りますので、よろしくお

願いいたします。  

 １月１日に能登半島地震と９月２１日の豪雨水害により、大変な災害に遭い、お

亡くなりになられた皆さんに、謹んでご冥福をお祈りいたします。また、災害に遭

われた皆さんの一日でも早い復旧・復興ができますように、心よりお見舞い申し上

げます。  

 議席番号８番、窪田  仁が、１から４まで一般質問をいたします。  

 大きな１番、漁業振興について。  

 沖永良部漁業の振興は、地域経済に大きく貢献しています。更なる取組について、

持続可能な漁業を目指してということで、①から③番まで。  

 ①漁業者を増やす魅力的な対策と、担い手の確保・育成について伺います。  

 ②少子高齢化に伴い漁業者が減少している。島内外からの漁業者の受入れ体制は

どうか、伺います。  

 ③漁業者の所得向上を図るために、海産物の消費拡大の取組はどうか。  

 大きな２番、特産品について。  

 沖永良部特産品、芭蕉布の生産が、指導者の高齢化により厳しくなっています。

保存、継承、活用について対策が取られているか、伺います。  
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 大きな３番、津波岩について。  

 屋者字の防潮堤前にある津波岩と呼んでいる岩を調査して津波で運ばれた岩とし

て観光資源にできないか、伺います。  

 大きな４番、道路整備について。  

 町道竿津栄畑線は、雨のたびに周りの畑から流れた土でぬかるみ、４輪駆動の車

でも土が巻き込まれて通行できません。アスファルト舗装できないか、伺います。  

 ②町道下平川竿津線は、内城と牛の競り市場へ行く道路で住民や農耕トラック、

大型運搬車等が利用する。また路線バスが１日に４回往復する幹線道路です。急勾

配で路面が悪くブレーキなどの故障が起きたら大変危険です。滑りにくい舗装はで

きないか、伺います。  

 ③町道下平川吉川線は、崖を鉄筋でガードしています。危険なのでガードレール

の設置はできないか、伺います。  

 以上で、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、窪田  仁議員のご質問に順を追って回答してまいります。  

 まず、漁業振興につきまして、①番、漁業者の担い手につきましては、近年、組

合員として漁業に関心を持ち、主に素潜り漁を行う若い漁業者が増えつつあります。  

 また、本町では離島漁業再生支援事業を活用し、漁業者の所得向上を目的に、ち

な漁業集落として町内一円の漁業者の活動を支援しております。集落活動の目標の

一つには、新規就業者の確保や定着を掲げており、その中でベテラン漁業者から若

い漁業者への技術継承や研修会への参加を推進しております。  

 町内の漁業者にも売上げを相当額上げている漁業者もいるため、漁業の魅力を発

信していくことも重要であると考えております。  

 ②番、先ほどの答弁でも申し上げましたが、組合員として素潜り漁をはじめとす

る漁に出る若い漁業者は増えつつあり、一方で、本町における漁業は、農業と比較

すると未開拓の部分が多いのが現状であります。担い手確保に向けた取組は、特段

これといって行っていない状況であります。また、受入れについて具体的な相談や

問合せも、現在のところないのが現状でございます。  

 今後、町内外からの漁業を新たに始めたいといった具体的な声があった際には、

どのような支援が必要となるのかを検討し、対応をしてまいりたいと考えておりま

す。  

 ③漁業者の所得向上に向けて、海産物の消費拡大につきまして。  

 漁獲された水産物につきましては、漁協の競り市にかけられ島内で消費されるほ
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か、鹿児島や沖縄へ出荷され消費されております。先ほど答弁いたしました離島漁

業再生支援事業におきましては、漁業者の所得向上を目的に、種苗の放流やサメ駆

除などの漁場の生産力の向上に向けた取組、新たな漁具の実践や鮮度維持の取組に

ついて、ちな漁業集落へ支援を行っており、実際に所得の向上は図られたと聞いて

おります。  

 一方で、海産物の消費拡大につきましては、当該事業の活用により、水産加工品

の開発や魚食普及を目的とした島内でのイベントの中で、魚汁を提供していただい

ております。また、近年は学校給食や島内飲食店で水産物の提供など、地産地消の

取組も広がりを見せつつあります。今後も消費の拡大につなげるよう、漁協及び漁

業者と取り組んでまいりたいと考えております。  

 大きな２番目、特産品につきまして、窪田議員の質問に対してお答えしますが、

令和６年度施政方針において、島の伝統工芸品であります芭蕉布を絶やさないため

に、芭蕉布会館を譲り受けて、町で運営することはできないかを検討しますと述べ

させていただきました。  

 伝統工芸品を直営で運営する際には、幾つかの問題が生じることが考えられてお

ります。現在、芭蕉布の課題を可視化し、総合的に判断する必要があると認識して、

９月中には経営者や作業員などにヒアリングを行う予定となっております。  

 な お 、 行 政 の 支 援 と い た し ま し て は 、 単 年 度 支 援 事 業 で は ご ざ い ま す が 、 平 成

２８年度に地方創生加速化交付金事業、知名町伝統工芸品確立支援事業として事業

費２，６４５万８，０００円において、事業の構想、計画の立案、そしてプロモー

ション、広報・ＰＲ、市場の調査、人材の育成、施設の改修事業等を実施してまい

りました。  

 それ以外に、毎年１回６月に地域住民及び役場職員の有志が集い、芭蕉畑の管理

作業を行っております。  

 ３番目の津波岩につきまして、観光資源とは、①人々の観光活動のために利用可

能なものであり観光活動がもたらす感動の源泉となり得るもの、②人々を誘引する

源泉となり得るもののうち観光活動の対象として認識されるものと定義されており

ます。また、同資源は自然資源と人文資源の２つのタイプに分けることができます。  

 ご質問をいただいた岩につきましては、屋者字の防潮堤前にある大きな岩のこと

であり、自然資源タイプに該当すると思われますが、文献や有識者への聞き取り調

査を行った結果、どのような経緯で現在の場所にあるのか、名称になったのかなど

詳細について確認することはできませんでした。そのため、前にも述べましたが、

定義の①②に該当しないということから、観光資源として活用するということは困
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難であると考えております。  

 まずは、成り立ちを確認していただき、その後、観光資源として活用できそうで

あれば、岩が隣接する土地の所有者や集落内の合意形成を図った後に、おきのえら

ぶ島観光協会が実施しておりますエラブ世間遺産への登録を検討していただくか、

企画振興課にご相談をいただきますと幸いでございます。  

 ４番目、道路整備につきまして、①番、竿津栄畑線の勾配が急な区間は、大雨の

たびに路面が洗堀され、その都度補修を行う状況であったため、字区長と協議を行

い、今年度コンクリート舗装を行っております。  

 今回ご指摘の区間は、今年度舗装を行った箇所から南側に当たる区間かと思われ

ます。雨天時には現地を確認したところ、一部箇所についてご指摘のとおり、ぬか

るみがあり通行に支障がありますので、まずは赤土の除去と補足材の補塡を行い、

改善を図ってまいりたいと考えております。  

 町道下平川竿津線につきましては、本町で縦断勾配が７％以上の勾配が急な区間

の舗装は通常のアスファルト舗装ではなく、滑り抵抗性の高いギャップアスファル

トによる施工を行っております。  

 当路線につきましては、先日、竿津字から道路整備要望の提出があり、要望を受

けているところでございます。今後、道路整備要望の手引に基づいて優先順位を評

価しながら、事業化については検討してまいります。  

 続きまして、町道の下平川吉川線につきまして、ご指摘の下平川吉川線につきま

しては高低差があるため、車両や歩行者の安全対策のため、地域の方が注意喚起の

ため施工されたものだと思われます。当該箇所につきましては、今月初めの道路パ

トロールの際に把握をしており、ガードレール等の設置を検討してまいりたいと考

えております。  

 以上で、私の回答を終わります。  

○８番（窪田  仁君）  

 再質問をこれからしていきます。  

 漁業振興についてなんですけれども、漁業集落活動というのがよく聞かれますが、

知名町でどのような内容の漁業集落活動が行われているのか、説明をお願いいたし

ます。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 町長の答弁でもございましたけれども、漁業集落ということで、知名町の漁業者

の皆さんの中でこの活動に参加、賛同いただける方で組合を形成いたしまして、そ

の中で漁業の生産力の向上に関する取組として、先ほどありましたシラヒゲウニの
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放流であるとか、それから漁場を荒らすサメの駆除、そういった活動を行うととも

に、産業祭とか駅伝大会等で、ユウ汁、魚汁を提供いただいたりしておりますけれ

ども、そういった販売の魚食の普及、それからＡコープ等において、ＪＡの青壮年

部等と一緒になって年末の販売セールとか、そういう取組を行っているところでご

ざいます。  

○８番（窪田  仁君）  

 近年の水産業を取り巻く環境は資源の減少、燃油高等、輸入生産物との価格競争、

漁業就労者の減少と高齢化、高次加工への立ち後れなど漁業者の経営は一層厳しい

状況にあるという流れなんですけれども、この漁業集落活動によって魚が食卓に並

び、購買者の意識が増えて魚の、結構消費の拡大ができると思うんですけれども、

この漁業集落の予算は幾らぐらいあるんでしょうか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 年 に よ っ て 事 業 費 と い う も の は 変 わ り ま す け れ ど も 、 令 和 ５ 年 度 に つ い て は

１０９万９，０００円の事業費となっております。  

○８番（窪田  仁君）  

 漁業集落というのが和泊町では構成員が８４人、知名町で２９人おられるそうな

んです。その中で漁業集落の予算が隣町では４３０万円、本町では１０９万円とい

う、人数の流れもあると思うんですけれども、国から２００万円、県から１６０万

円、町から７０万円ということで４３０万円、前払いで令和２年から令和６年の今

年が最終の６年になりますけれども、この資金は返還しなくていいというのと、あ

と素潜り、サメの駆除、海産物の販売・普及、漁具、漁法、その他もろもろに使え

るということでこれで漁業者を増やす魅力的な対策が、１０９万円では足りないと

思うんですけれども、図れるのではないかなと思うんですけれども。  

 担い手の確保、育成については増えているのか、減っているのか、さらには厳し

い状態にあるか、見解を伺います。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 事業費につきましては年度の差がございます。先ほど申し上げた離島漁業再生支

援交付金の活用については、計画では２００万円と予想しておりましたが、活動実

績で１０９万９，０００円になったというご理解をいただきたいと思います。  

 その中で、漁業者全体が和泊町、知名町合わせて３５名の正組合員がございます。

その中で知名町の正組合員が１０名ということで、およそ３割程度でございます。

準組合員については両町合わせて２６７名おりまして、知名町のほうが９９名。こ

の準組合員が、かなり増減が毎年あります。どの方が継続的に漁業をするかという
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ところは、なかなか把握はできませんけれども、この漁業集落の活動において、若

い漁業者が実際ベテランの漁業者と船に乗って、一緒に漁を覚えていくというよう

な支援も行っておりますので、そういった形で支援をしていきたいと思います。  

○８番（窪田  仁君）  

 末永く支援していただきたいところですが、昨年、令和４年度の販売実績が出て

お り ま し て 、 数 量 が 大 体 ９ １ ％ 、 令 和 ４ 年 度 、 昨 年 度 の 実 績 で す 。 販 売 高 が

１０２％ということでちょっと販売高は上がっておりますけれども、令和５年度の

実績が、数量が１３１％と増えて販売高が１４１％ということで、ソデイカ、ハマ

チ類の価格の上昇もあり、販売事業計画が達成できたということで黒字が出ている

ような状況であります。  

 今、漁業で明るい兆しが出ておりますので、ほかのいろんな業種からも、漁業は

これだけいい職業ですよという流れをつくってほしいんですけれども。まず農業を

やっている方で、夏場ちょっと農業が暇になったときに漁師と兼業されておりまし

て、よく沖泊港に船がいっぱい止まっているんですけれども、漁師と兼業されてや

っている方が多くいましたので空いている時間帯が結構あるので、夏場の農業がな

い時期とかそういうところにも当てはまるので、漁業に魅力をつくって、いろんな

分野から入られる形をつくってほしいなと思うところです。  

 ここに９月１５日に開催予定の和泊町の漁業販売会がありましたけれども、漁業

集落の。これが、期待して敬老会の前に魚の購入にでも行こうかなと思いましたら、

台風の影響で中止になりましてですね。これすごい興味があったんですけれども、

こういうのを、知名町でも今やられている産業祭りとかいろいろなのをやられてい

ますけれども、プラスアルファでやっていただければなと思うところです。  

 あと県もいろんな情報を出しておりまして、６５歳以上が３８．６％で４％上昇、

後継者がいる、担い手のいる方が９．３％と、その１割もいないという状況があり

ます。この実態を浮き彫りにし、鹿児島県は漁業就業者数は４，８００人ぐらいい

る ん で す け れ ど も 、 前 回 比 で 見 る と １ ， ３ ０ ０ 人 減 っ て い る と い う こ と で 。

２０３０年の時点までに漁業者数４，７００人を維持するという目標を上げており

ます。３６点、前回のポイントということで、こういうのが出ておりまして。  

 漁業者の魅力とＰＲということで、漁業者の魅力とＰＲとともに、漁業を始める

人への研修や漁具購入費の助成など担い手確保に努めたいということですので、こ

の漁業の実績が上がって明るい兆しの間に、ぜひ漁業者を増やす魅力的な対策をど

んどん打ち出してほしいなと思うところですけれども、意気込みについて見解をお

願いします。  
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○農林課長（岡越  豊君）  

 ありがとうございます。  

 議員にお配りもしましたけれども、離島漁業の経営振興に向けてなすべきことと

いうことで、私もこの漁業振興について、周りが外海、海に囲まれている島におい

て可能性は無限大だと考えております。  

 その中で、なぜ漁業の振興がなかなか図られないかということで、いろいろ調査

といいますか、文献等を探して勉強したところですが、その中で鹿大准教授の鳥居

享司先生という方が、季刊誌「しま」に寄稿を寄せておりまして、その中に、周辺

に優良漁業を抱えることが多い離島漁業はなぜ弱体化しているんだろうかと、それ

に向けてどういう活動ができるのかという中で、その弱体化している理由として、

まず第１に上げているのが、販売機会やタイミングなどが限られる点。それから第

２に長時間輸送。出荷を島外にしていきますので、長時間輸送に係る鮮度劣化と単

価下落、そういったこと。それから第３の理由として、生産費用が割高になる点、

輸送にお金がかかる、それから島外から漁具等を仕入れるのにもお金がかかる。そ

れから第４については、島内の消費市場が小さくて島外出荷に頼らざるを得ない。

そういう課題があるということで整理をしています。  

 その中で、輸送費の対策、人材確保、外部との連携、それから新技術の導入とい

うことで寄稿を寄せておりまして、その中で、輸送費対策というところにおいては、

近年については流通支援事業、今年度からは輸送コスト対象に沖縄も入ってきます

ので、そういったところでコストの低減に図っていきたいと思います。  

 人材確保については、議員からもございますように、若い漁業者のほうにどうし

ても視点が向きがちですけれども、やはり販売力を強化していくという点について

は漁協の取組が欠かせませんので、やっぱりその漁協職員の人材育成ということも

必要かと思います。  

 そして外部との連携というところで、どうしても漁協だけではなくて、民間のそ

ういう魚を取り扱っている業者との連携、それから新技術というところについては、

今かなり海産物等に関する鮮度技術の向上が図られていますので、そういった研修

とか、そういう技術を取り込んでいくことが必要かと思いますので、こういう総合

的な取組を行いながら漁業者の皆さんと連携をして、漁協と連携をして、漁業、水

産の振興に努めていきたいと思います。  

○８番（窪田  仁君）  

 農業でもありましたけれども、設備投資に資金がかかるため漁師を引退する、ま

たは近い将来引退を考えている漁師の船や漁具を公開して、公表して、新規参入し
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やすい仕組みはできないか伺います。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 今、国の水産のメニューにおいて新規就業者特別対策交付金とかという事業もご

ざいます。その中で、漁船を導入して規模拡大を図りたい、そういった方のリース

事業であるとか、先ほどの漁業集落の活動もそうですけれども先輩たちの技術をつ

ないでいく、そういった取組を行っておりますので、そういった中で、具体的に漁

業者から相談がありましたら支援をしてまいりたいと思います。  

○８番（窪田  仁君）  

 よく漁協の窓口に来るらしいんです。船がないとか、何か欲しいという。連携を

されて、町でも発信されていただきたいなと思うところです。  

 また地元で、石垣島ですか、一般の参加者の競りの実施ということで、一般の参

加者が競りをできる仕組みということで、魚需要の喚起をする目的で一般の方が競

りに参加できるという形があるんですけれども、これは、８時ぐらいに漁協へ行き

ますと番号札が与えられて、その番号札を持ちながら幾らかという最低値段が書い

てあるところに手を挙げて、これよりちょっと高めに、例えば魚が１，０００円だ

ったら１，１００円、１，２００円と上げていけば、一般参加型の競りができると

いうことで、漁師の中では競りより高く売れたという。刺身にできる解体費用も入

れたりもするんですけれども、調理費用込みで１，０００円とか。そういう一般の

参加ができると、なおさら魚需要の喚起の目的が達成できるということで、このよ

うににぎわっているのが石垣島の八重山漁協です。こういうのも取り入れてほしい

なと思うところですが、どうですか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 漁協の開設する競り市については、年々やはり売買に参加する方が減少していて、

その価格の形成力が落ちてきているのかなという心配もございますので、今またす

ばらしい活動だなと思いますので、また漁協と意見交換しながら、そういったこと

ができるようにしていきたいと思います。  

○８番（窪田  仁君）  

 消費力を増やし、経済規模を増やし、雇用を増やしという循環にぜひ入ってほし

いなと思うところです。  

 沖永良部は海に囲まれた豊かな島です。漁業者に長期的な支援を行い、安定した

漁業の発展にご尽力されることを要望いたします。  

 それでは大きな２番、特産品に移ります。  

 ①芭蕉布ですけれども、沖縄県の人間国宝、平良敏子先生の師事により最高級な
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芭蕉布がもう完成しております。その状況ですけれども、この芭蕉布の工程をデジ

タル化して保存して、末永く維持できないかなと思うんですけれども、どうですか、

伺います。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 議員、ご提案ありがとうございます。  

 もちろん技術工程の伝承のためには、映像記録というのも大変有効な方策だとい

うふうに認識しております。現在は、人材育成、後継者の確保をどのようにしてい

くかというのを、先ほどの町長の答弁にもありましたが、芭蕉布工房とお話をさせ

ていただいているところでございます。  

○８番（窪田  仁君）  

 人材確保はできているんですけれども、この現場に立会いすると、これをしなさ

い、あれをしなさいという工程がいろいろ多過ぎて、本人立会いでないとできない

状況で、これを一つのパターンをつくって工作マニュアルを作ってもらえれば、半

永久的に保存できますし、著作権は先生が持っていただければいいような流れもあ

ります。  

 今、永久に保存できる仕組みができないかなという流れと、工程ですけれども、

今デザイナーが結構町内にはおられて、いろんな商品を作って、ネクタイから服か

らいろんなものができている状況です。これを、また消費力を増やすための販売戦

略も必要だと思いますけれども、町長が言われた地域創生事業で、相当な資金もか

けて本格的にやっていますという流れなんですけれども、これからの取組はどのよ

うなものがあるか伺います。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 先ほど、町長の答弁にもありましたが、町としての支援の中で沖永良部芭蕉布工

房のホームページも立ち上げております。その中には、先ほど議員のありました、

詳細なほどまではいっていませんが、一通りの流れ、工程を示した動画、またその

製品等についての掲載もしております。  

 今後の活動についてなんですが、やはり行政が伝統の技術を引き継ぐに当たって、

メリット、デメリットがどうしても生じてしまいます。迅速な対応とかが必要な場

合、ほかの関係の産業とのコラボレーション等々についての対応の時間がかかる場

合もありますので、ここについては芭蕉布工房の皆さんとお話をしながら、より精

度の高い今後の展開、活動方針というのを定めていきたいと思いますので、今年度

は話合いに集中していきたいと思っております。  

○８番（窪田  仁君）  
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 町経営の方向も話し合っているという状況みたいですので、ぜひ永久保存できる

ような、すばらしい人間国宝の平良敏子さんの伝授でもありますので、ぜひ半永久

的に残してほしいなと思うところです。要請して終わります。  

 大きな３番です。津波岩について。  

 津波岩は自然資源と、そういうような流れがあるということで、観光資源として

は難しいということなんですけれども。  

 今、大リーグでにぎやかにしている世界一の大谷翔平が、ハワイの別荘からよく

行かれるところに、こういうポハク・ラナイという史跡があるんですけれども、こ

こをよく訪れて、裏から見たらこういう形ですけれども、この間に手を入れたり願

い事をすると、いろんなことがかなうということが言われておりまして、岩と岩の

隙間に手を入れて願いをすると願いがかなう岩といわれるパワースポットです。主

に金運と仕事運に関して願いがかなうという、行きたくなるような感じがあります。

これが岩の上に乗っていますからバランス・ロックという呼び名もあるみたいで、

私たちもバランス・ロックへ行きましたということで、これがバランス・ロックな

んですけれども、草が生えている、こういう形で、観光資源になっているという流

れなんです。  

 これと屋者の津波岩がどのような関係があるかというと、今のバランス・ロック

の３倍ぐらいあるという、ただそれだけです。バランス・ロックの３倍ありますよ

という売り込みができる。さらに似たような感じで、その下に手を入れると願い事

が、危険が多いので、願い事が神経の中を通っていって願いがかなう。大学希望し

ますよと手を突っ込んでやると、思いが遺伝子の中に組み込まれて思いがかなうよ

うな、そんな予感もしますので。これは裏から見たところです。これ岩の上に乗っ

ているんです、確かに。バランス・ロックとほぼ同じ。大谷翔平の名前も使えると

いう、そういう流れですのでぜひ。  

 それと、その流れから琉球大学の先生でよく詳しい方がいるらしいんですけれど

も、もっと観光資源にできるその道筋を描いて、知名町の宝にしてほしいなと思う

ところですが、どうでしょうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 窪田議員のご質問については、新たな観光資源を生むことによって、より多くの

方が本町に訪れる施策のご提案だと思っております。それを踏まえてご回答させて

いただきます。  

 津波岩についてなんですが、私たちもご質問いただいて、私は初めて現地のほう

を訪れさせていただきました。議員のおっしゃるとおり、地面と岩のほうは接地し
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ておらず、またその当時、どのようないわれがあったかを町史を含め調べさせてい

ただきました。ただ残念なことに、そのことを明記している部分がなく、また屋者

字のかなりご年配の方がいらっしゃるんですが、その方からもお話を聞かせていた

だいたところなんですけれども、明確な答えはいただけなかったと。  

 ただ、昨年の奄美群島広域事務組合の補助事業、チャレンジ事業で芦清良字のほ

うが冊子を作っております。その中では津波岩ではなく津波石と表現されているん

ですが、いわれのほうの記述がされておりました。そのことを踏まえて、今後はや

はり字にある大事なものでもあるかもしれない、その場合は、やはり字の皆さんと

の協議を深めながらどのような活用方法ができるか、もちろん文献的な調査も同時

に進めていく必要があると思っております。  

 なので、今後は、自然トレイルのツアーの場所、もしくは先ほど説明をさせてい

ただきました、今年観光協会が新たに計画をつくる中で、世間遺産、自分たちの中

で大事にしているようなものについて、皆さんのほうで世間遺産という名づけをし

て見ていただくという方法もありますので、それを踏まえて対応していきたいと思

います。  

○８番（窪田  仁君）  

 ぜひ、広域に広げていただけるよう要請いたします。  

 もう一つが防災のモニュメントを展示物にできないかなということなんですけれ

ども、日本列島は、ユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートと太平洋プレ

ートが潜り込んでいるという状況なんですけれども、日本海溝で約年間１０センチ

ぐらい潜り込んでいて、それが４メートル潜り込むとプレートが剝がれて地震発生

につながるという見解が出ております。  

 地震の平均発生間隔が三陸沖で３７年に一度、３７年ということ。東海、南海ト

ラフで１００年か１５０年であると言われております。１９４６年、静岡県駿河湾

から宮崎県日向灘沖にかけてのプレートが南海トラフらしいんですけれども、これ

が７８年経過して地震発生の切迫感が高まっていると聞いております。１９９５年

に兵庫県南部地震がありまして、阪神・淡路大震災というのは震度７なんですけれ

ども、これが、その東海地震から４９年たっている状況です。東日本大震災が震度

７なんですけれども、これが兵庫の地震の後、１６年たっております。さらに、能

登半島地震が震度７なんですけれども、能登半島は今年です。１３年前に東日本大

震災、さらに１６年前に兵庫県の阪神・淡路第震災。３９年ぐらいたって、２つの

大きな大地震が起こっているような状況です。いつ起こってもおかしくない切迫性

があります。  
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 その地震に対するモニュメント、展示物として、津波で流された岩ですよという、

これから津波がいつ起こってもおかしくないので皆さん気をつけましょうという、

モニュメントにはできるんじゃないかなと思いますけれども。今、自然遺産とモニ

ュメントと２つ入れましたけれども、この辺はどうでしょうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 今、議員のおっしゃっているものについては、昔の人たちからの伝承という形で

注意ということで、話というのは続いていくと思っております。  

 先ほどの答弁でもさせていただきましたが、まだ文献的なもの、記録的なものが

はっきり確認が取れておりませんので、そこを踏まえながら話合いを進めながら、

遺産とか防災のモニュメントについて対応ができないか、検討させていただきたい

と思っております。  

○８番（窪田  仁君）  

 ぜひ継続的に調査、そして観光遺産にできるよう要望して、次にいきます。  

 大きな４番、道路整備について。  

 竿津字の町道竿津栄畑線は、雨のたびにぬかるむということなんですけれども、

町道なんですけれども農道よりもランクが低い道路整備の位置づけについて、どの

ような考えをしているか、お示しお願いします。  

○建設課長（英  敬一君）  

 今のご質問の竿津栄畑線についてでございますが、竿津の集落のちょっと隅のほ

うの道路であります。周りに民家はなく、５筆、６筆ほどの畑に行く道路となって

おります。  

 現在、町道が約２２４キロございます。今、全体的に舗装がされている延長とい

うのが１４３キロということで、約６４％の舗装率となっており、まだまだ舗装化

されていない道路がかなりあるということで、舗装等につきましては、やはり優先

度等を判断しながらの施工となるということで、今そのような状況となっておりま

す。  

 以上です。  

○８番（窪田  仁君）  

 現場はこのようになっています。以前、コンクリート舗装をされたということで、

その手前がコンクリート舗装です。こういうさらに手前、さらに手前、さらに手前

ということで４つの写真があるんですけれども、これが町道という。相当前から要

望が上がっていたらしいんですけれども、このコンクリート舗装をしたのだけでも

１０年かかっているらしい。それぐらい宅地から離れているというんだけれども、
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幹線道路ではあるんですね。左側へ行くと人の民家があって、この通りをよく通る

という流れなんですけれども、上まで行けば、上までずっと火葬場にまで上がる町

道が続いておりますけれども、利用度が下がったという流れなのか、人の利用価値

が下がったという流れなのか分かりませんが、地元の人はよく通りますから、これ

を舗装整備できないかなという流れなんですよ。  

 やっぱり苦情の出たところは整備しないと、このままではぬかるみにかかって、

このコンクリートの舗装に乗れないんですよね、滑ってね。だから、途切れている

ところも何らかの処置、整備をしてほしいですけれども、もう一度お願いします。  

○建設課長（英  敬一君）  

 議員の質問の中にもありましたけれども、周りの畑からの赤土の流出ということ

もございますので、まずは水土里サークル等に働きかけまして、畑からそのような

赤土が流れない対策等も働きかけながら対応していきたいと考えております。  

○８番（窪田  仁君）  

 水土里サークルと相談して、今問題に出ている道路の整備について、町道につい

て、水土里サークルは農道だと思うんですけれども、その壁のほうの整備だと思い

ますんで、ここを整備されて、連携を取られて、安心して通られる、また農道より

ランクの低い町道を何とか対応してほしいなと思うところです。  

 以上です。  

 ②番にいきます。  

 竿津字の町道、下平川竿津線、内城の牛の競り市場に行く道路なんですけれども、

アスファルトの舗装の種類はいろいろあるらしくて、滑りにくい舗装のアスファル

トがあるらしいですけれども、それは実際にはあるんですか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 舗装の種類としまして、今、通常行っているアスファルト舗装、あと、そのアス

ファルト舗装にゴム繊維の液体を加えた滑り抵抗値の高いギャップアスファルト、

あと樹脂系の滑り止め舗装等あります。  

 本町におきましては、基本的に縦断勾配７％以上の箇所につきましてはギャップ

アスファルト、ゴム繊維の入った舗装をしてございます。今、庁舎に上がってくる

道路等につきましてもその舗装で対応しております。実際、見た目ではちょっと分

かりませんのであれですけれども、そのような対応をしております。  

 以上です。  

○８番（窪田  仁君）  

 今、現場がこう竿津字から上った十字路、竿津の字から内城の競り市場に向かっ
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た十字路です。下りていくと、こういうことでひび割れがして、ブレーキをかけな

いといけない。ちょっとしたひび割れでも、ここはバスが通るんですよ。バスが通

る道は凸凹があるとブレーキかけて、できるだけお客さんに負担をかけないように

という走りをするので、こういうところも滑りにくい舗装に変えられないかなと思

うんですけれども。  

 今現在、バスが故障しているんですよ。故障はエア漏れ。エア漏れというのは、

クラッチが利かなくなる、エアコンが利かなくなる、エアパイプの交換が必要とい

うことで、８月下旬からバスが修理に入って、今、貸切りのバスが動かないような

状態になっていることはご存じですか。  

○議長（外山利章君）  

 窪田議員、これは質問に関連しての質問ですね。  

○８番（窪田  仁君）  

 はい、関連している。  

○建設課長（英  敬一君）  

 建設課のほうでは、把握をしてございません。  

○８番（窪田  仁君）  

 急勾配で路面が悪く、ブレーキなどの故障が起きたら大変危険ということで、滑

りにくい舗装を要望しているんですけれども。これが、バスがブレーキが壊れて、

今修理中なんですけれども、修理中の写真を撮っただけで。  

 永良部は潮がすごくて、エアがすぐ故障するらしいです。エアが破裂したり。エ

アが全てブレーキ、エアコン、そういうのについているらしいんですけれども、エ

アが故障すると、そのパーツを替えて、替えているうちにみんな替わってしまうと

いう流れのほど、エアが故障するんです。  

 バス企業団に聞いたところ、もし、あの坂道でブレーキが利かなくなった場合の

対応は考えていますかという話をしたんですけれども、対応は考えていないらしい

んですけれども、道路整備課の建設課では、もしバスがブレーキが利かなくなった

ときに対応はどのように考えているか、説明ください。  

○建設課長（英  敬一君）  

 故障時の対応というのは、考えてございません。やはり勾配、確かに急でござい

ますので、車両の点検等は常にしていただきたいと考えております。  

○８番（窪田  仁君）  

 これから競りもあれば、キビの製糖のトラックも通ります。バスも聞いてみると

４回往復ということは、下から上ってくると８回ぐらいあの場所を通るわけです。
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４回往復ということは、４回上から下にも通るわけです。あの上に畑があって、ジ

ャガイモを積んで通ったときに、軽トラでもブレーキが利かなくなったらどうしよ

うかなと思うぐらい相当な急勾配なんですけれども、もし利かなくて、人のところ

に突っ込んだりしたら大変ですので、その辺まで考えて道路整備できないかなと思

う。今、一番大きな勾配なんですね、あそこがね。  

 下平川平川線を４月の下旬に、下りを下りてきたところブレーキが利かなくなり、

空いた土地に突っ込んだトラックがありました。エアの故障らしいです。それは持

ち帰って修理することができないので、現場で１週間かかって修理したらしいです。

これがこのトラックです。夕方で暗いのですが、これはエアブレーキが故障して、

下り道を人の原野のところに突っ込んできたという流れです。１週間ずっとここに

ありました。  

 ですから坂道、特に竿津の急勾配の出だしのところだけでも舗装してもらわない

と、滑りやすい、ブレーキを踏むという流れの中で、エアが故障した場合の対処も

いろいろ出てくるんです。整備不良といいますけれども、永良部で結構あるらしい

です、そういう整備不良で追いつかない故障が。それも想定されて道路整備をされ

てほしいと思うところです。どうでしょうか。  

○町長（今井力夫君）  

 バス企業の話が出ましたので、私管理者の一人でございますので、お答えしたい

と思います。  

 バスの故障によりまして、利用者の皆さんにご負担をかけたことにつきましては、

大変申し訳ないなと思っております。  

 今、質問に出ているブレーキ等の件につきましては、バス企業団においては、法

定整備を中心にして、人命の安全と安全に走行できるようにというのを第一に置い

ておりますので、常にその制動装置等につきましての整備点検というのは、しっか

りと指示をしているところでございますので、今のご発言があると、乗っている人

たちに大変な不安感を与えてしまうのではないかなと思っておりますので、ぜひ、

この放送をお聞きになっている方もいらっしゃると思いますけれども、企業団にお

きましては、バスの安全運行につきましては最善の整備等を行っておりますので、

ご心配いただかないような気持ちになっていただければと思います。  

 それから、今ご指摘の道路につきましては、先般、建設課と一緒に全て確認をさ

せていただきました。確認をした上で、私が最初お答えしたとおりの対応をしてい

くつもりでございますので、その辺で議員にご理解いただければと思っております。  

 以上です。  
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○８番（窪田  仁君）  

 そうですね。整備を完璧にやられているので、安全ということです。  

 しかし、そこはほかのトラック、ほかの業者も入れますと、幅広くそこを通る車

が相当おりますので、競り市場も利用する、農耕トラック、キビ運搬車が通ります

から、この急な坂道を何とか滑りにくいものに変えないと。実際このトラックは、

５年前に出た中古のトラックらしいんですけれども、それでも、整備工に聞けば分

かるんですけれども、エアの故障はもう調査では分からないと。兆候は出ますけれ

ども、クラッチが利かなくなったり、エアコンが利かなくなったりという兆候は出

るんですけれども、１回エア漏れをした車は、また次の年にさらに違うところが漏

れて、５年ぐらい何回か直すうちに、みんな入れ替わってしまうような流れはある

んですけれども。  

 ぜひ、この急な勾配の対策、ブレーキが利かなかったところの避難所なり。相当

ここは急ですから、バスは丈が高いので、その一番上から下りてくると相当怖い状

況があります。軽トラで荷台ぐらいにジャガイモを積むと、危なくて下りられない

ような状況もあります。違う道を選ぼうかなという。  

 ぜひ、今後ご検討されていただくよう要請して、次にいきます。  

 ③番、下平川吉川線はガードレールが故障しているので、ガードレールを打ち替

えると答弁がありましたので、解決だと思います。  

 １分残して、以上で、一般質問を終わりたいと思います。  

○議長（外山利章君）  

 これで、窪田  仁議員の一般質問を終わります。  

 インターネット配信映像保存のため、しばらくお待ちください。  

休  憩  午前１０時５９分  

─────────────── 

再  開  午前１１時０３分  

○議長（外山利章君）  

 次に、通告６番、西  □信 議 員の発言を許可します。  

○５番（西  □信 君 ）  

 議場内の皆さん、インターネット配信を利用されている皆さん、こんにちは。  

 質問に入る前に五、六日前に集中豪雨を受けました石川県輪島市、珠洲市、能登

市の皆様方に心よりお見舞いを申し上げますとともに、早期復旧・復興を願います。  

 そして、質問の前に自己紹介をいたします。このたび、去る８月２５日の知名町

議会議員選挙におきまして、新人５人が見事に初当選を果たすことができました。
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今後、新人５人の議員と先輩議員の皆様方と一緒になって知名町発展に取り組んで

まいります。  

 それでは、議席番号５番、西  □信 が 一般質問を行います。  

 １番、道路整備について。  

 町道住吉屋古江線の一部舗装を早急にできないか。字民の方が毎日のように通っ

ていてとてもふびんな思いをしているので、伺います。  

 ２番、美化活動について。  

 大津勘、徳時を含む田皆中学校区の集落内の美化活動に行政はどう取り組んでい

くのか伺います。  

 ３番、８月２５日行われました知名町議選について。  

 ８月２５日に行われました知名町議会議員選挙において、支持者が開票所、公署

の事務所で待ち続けましたが、なかなか結果報告がなく困っていた。中間報告があ

るべきではないか伺います。  

 ４、田皆中学校の備品について。  

 ヤッコに使用する笠、方言でフバ笠の年数がたち使用できなくなっている。少し

ずつでもいいので取替えはできないか伺う。  

 壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、西  □信議員のご質問にお答えしますが、昨日から新人の皆さんが、

今日の西  □信 議員 を含めて、この議場に立って初々しくご質問をされている姿を

拝見いたしますと、初心というものの大切さというのを感じさせていただきまして、

私も身の引き締まる思いで初心というものを考えて、しっかり対応していかなきゃ

いけないなというのを感じさせていただきました。ありがとうございます。  

 それでは、ご質問にお答えしますけれども、２番目と４番目につきましては、こ

れ は 教 育 委 員 会 所 管 事 項 と な り ま す の で 、 教 育 長 が 答 弁 い た し ま す 。 そ れ か ら 、

３番目の選挙に関しましては、これは選挙管理委員会が担当しておりますので、本

日選管委員長も来ていただいておりますので、選管委員長のほうから回答をさせた

い と 思 い ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い し ま す 。 私 の ほ う で は ご 質 問 の 大 き な 設 問 の

１について回答させていただきます。  

 では、町道の整備に関する要望につきましては、小規模な場合を除き地元字内で

要望を取りまとめていただき、区長から要望書の提出をいただいているところでご

ざいます。ご提出をいただきました要望につきましては、令和５年１１月に策定し

ております道路整備要望の手引に基づき優先順位評価を行い、事業の可否について
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決定をしております。  

 住吉屋古江線につきましては、要望書の提出がありましたら優先順位評価を行い、

事業化については、今後検討してまいりたいと考えております。  

 以上で、私の回答を終わります。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 それでは、西  □信議員の２番、美化活動についてのご質問にお答えをいたしま

す。  

 現在、知名町コミュニティづくり推進協議会における重点実践事項として、ふる

さと美化活動を町全体で各字区長を中心に推進していただいていると承知をしてお

ります。主な活動は花いっぱい運動やごみの減量化と資源化、ごみの分別の徹底と

ポイ捨て禁止、不法投棄の根絶などであります。  

 ぜひ「自分たちのコミュニティは自分たちの手で美しく」をコンセプトに、各字

で取り組んでいただきたいと思うところでございます。  

 次に、大きな４番、田皆中学校の備品についてのご質問にお答えをいたします。  

 学校教育活動に係る予算は、各学校からの要求に基づき編成され、各学校にて計

画的に執行されていると承知をしております。今回のご質問にあるように、生徒が

ヤッコを踊る際に必要な笠が経年劣化で使用できない状況であれば、各学校の予算

で新たに購入し、取り替えていくことになります。  

 なお、予算が不足する場合は、当初予算編成や補正予算編成時に要求していただ

くことになっております。  

 以上でございます。  

○選挙管理委員会委員長（川野兼一君）  

 西  □信 議 員の質問３番、町議選について選挙管理委員会から答弁をさせていた

だきます。  

 開票結果の中間発表につきましては、有権者に対し開票作業を適正に行っている

こと、また、候補者の当落の判断の材料とすること、開票作業が長時間に及ぶ場合

など、自治体の選挙管理委員会の判断により、いわゆる行政サービスの一環として

行われているものと承知しております。本町におきましても、そのような観点から

以前は中間発表を行っておりました。  

 しかしながら、中間発表を行うに当たりましては、できるだけ得票数に差が出な

いよう票の流れを調整したり、中間発表を行う間、開票作業を止めたりするなど、

開票作業の合理化、迅速化に支障があることも事実であります。  

 このようなことから選挙管理委員会としましては、正確かつ迅速な開票作業を行



― 99 ― 

うことに重点を置きまして、これまで各種取組を進めてきたところであります。開

票作業の迅速化を進めることは、町民の皆様に速やかに開票結果をお知らせできる

こと、人件費などの経費を削減できること、職員の負担軽減につながること、そし

て職員の意識に変化が出てくることなどの効果が期待できます。  

 開票作業の迅速化にはまだまだできることがあるかと考えております。立会人の

ご協力を得ながら町民の皆様により早く開票結果をお知らせできますよう、開票作

業の不断の見直しを進めてまいります。  

 選挙管理委員会からは以上でございます。  

○５番（西  □信 君 ）  

 それでは、１番の道路整備について、ただいま町長のほうから字区長のほうから

要望書が提出されるということでありましたが、その要望書どおり早めに行ってほ

しいと思います。この道路は、質問でも言いましたけれども、毎日のように字民が

朝から夕方まで、今、基盤整備が入っておりますが、その基盤整備に入っていない

ところを毎日のように今は通っている状態です。凸凹道がありまして車等はいいん

ですが、バイクで通る方が非常に多く見受けられますので、なるべく早めにしてい

ただくようにと思いますが、どうでしょうか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 まだ、区長さんのほうから要望書の提出はいただいてはおりません。  

○５番（西  □信 君 ）  

 令和５年からいただいていると。  

〔「要望書を出しているという答弁だったんじゃないの」と呼ぶ者あり〕  

〔「道路整備の出ているけれども、５年度にするということでございます」と呼ぶ

者あり〕  

○建設課長（英  敬一君）  

 要望書の提出がありましたらという答弁でございます。  

○５番（西  □信 君 ）  

 そうですか。  

 ただいま私の誤解で要望書の手引ということでありましたので、また要望書を区

長のほうにも出すようにお願いをしながら、また今後、早めに取り組んでいただき

ますように要請をして１番は終わります。  

 ２番の美化活動についてですが、先ほど教育長からありましたように、知名町で

も花いっぱい運動を推進はしているということで、字内は各字でということであり

ましたが、大津勘字、徳時字は非常に人口が少ないですけれども、やはり公民館前
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とか、あるいはその県道沿いに花を花鉢で植えているのをよく見受けます。そうい

った小さい字でもやはり花いっぱいということで頑張っておりますので、また今後

も大津勘、徳時字だけじゃなく、その田皆中学校区の集落内もですけれども、また

町内全てがきれいに花で飾られますとまちがよくなるんじゃないかと、優しい花い

っぱいでしていただくように要請をいたします。  

 ２番は終わります。  

 ３番の町議選について選挙管理委員会からの答弁がありましたけれども、これま

では２回ほど行っておりましたけれども、これを今回からなくすといいますか、そ

れをこれまで同様やるべきじゃないでしょうか。どうでしょうか。  

○選挙管理委員会委員長（川野兼一君）  

 今の中間発表につきましては、かなり前からもう行っていないんじゃないかと私

の認識は持っております。ただ、支持者の皆様方が、やっぱりそれぞれ当選するか

どうかかなり心配して集まっておられると思いますので、その点については配慮い

たしまして、選挙管理委員会も事務的な関係も円滑に進むように改善をしまして、

意に沿えるように行えたらと思っております。  

 以上です。  

○５番（西  □信 君 ）  

 前回は４年前ですかね、中間発表があったような気がしますけれども、中間発表

があったと私は認識をしておりますが、やはり今後も中間発表というのは大事じゃ

ないかと思いますが、どうでしょうか。  

○議長（外山利章君）  

 選挙管理委員長にお尋ねします。町議選、町長選においては中間発表が恐らくあ

ったのではないかと思います。県議選、県知事選においては最終発表のみであった

と思いますが、それも踏まえて回答いただけますか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 前回の町議会議員選挙におきましては、中間発表を１回やっております。  

○選挙管理委員会委員長（川野兼一君）  

 私の認識不足でしたが、今、西  □信 議員がおっしゃったとおり、開票作業の改

善の結果、時間的に余裕があれば、また行政サービスの向上のため中間発表も可能

かと思いますので、この件については前向きに検討したいと思っております。  

○５番（西  □信 君 ）  

 今、また今後も行うということでありますので、よろしくお願いをします。  

 次、４番目の田皆中学校の備品についてでありますが、教育長からありましたよ



― 101 ― 

うに大分古くなっておりますので、それで関連ですけれども。  

〔「関連は駄目」と呼ぶ者あり〕  

○５番（西  □信 君 ）  

 駄目、すみません。  

 それで、このヤッコに使用する笠、フバ笠についてだけ、先ほど教育長からもあ

りましたように、古くなった部分については取替えもしていただくというふうに聞

いておりますので、よろしくお願いします。  

 それでは、時間はまだ早いですけれども、初の質問でありますので申し訳ござい

ませんが、私の質問をこれで終わります。ありがとうございました。  

○議長（外山利章君）  

 これで、西  □信 議員の一般質問を終わります。  

 しばらく休憩します。  

 次の会議は、午後１時から再開します。  

休  憩  午前１１時２３分  

─────────────── 

再  開  午後  １時００分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 通告７番、川畑光男議員の発言を許可します。  

○１２番（川畑光男君）  

 議場にいらっしゃる皆さん、こんにちは。また、インターネット配信ご覧の皆様、

知名町議会にご協力ありがとうございます。  

 議席番号１２番、川畑光男が壇上より次３点について伺います。  

 大きな１番、道路整備について。  

 ①知名新城線の道路改良工事について、大山までの老朽化が進み危険な場所もあ

るので、道路改良工事の計画はどのようになっているか伺います。  

 ②通学路の横断歩道の白線が消えているところが数か所確認されますが、今後の

対応について伺う。  

 ③新庁舎から瀬利覚字４号線、名畑線の交差点において交通量も多く一時停止線

を設けることができないか伺う。  

 大きな２番、ふるさと夏祭りについて。  

 ①知名町ふるさと夏まつりのパレードついて、音響が設置されていないようです

が、今後の対応について伺う。  
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 ②知名町ふるさと夏まつりのイベントについて、一律で助成金を支給されている

ようですが、世並蔵神社奉納相撲大会について経費がかかるので助成金を増額する

ことができないか伺う。  

 大きな３番、定額減税補足給付金について。  

 定額減税補足給付金について知名町では対象者は何％か。現在の支給率は何％で、

今後の対応に向けた取組はどのようになっているか伺う。  

 以上で、壇上からの質問を終わります。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、川畑光男議員の３点ご質問がございました。順を追って回答してまい

ります。  

 まず、道路整備につきまして、①知名新城線の道路整備は、ハチマキ線から自衛

隊基地までの区間において、令和４年度から国の交付金を活用した舗装修繕に着手

を し て お り ま す 。 昨 年 度 ま で に 約 ２ ３ ０ メ ー ト ル を 整 備 済 み で 、 本 年 度 は 約

１９０メートルの整備を予定しております。ご指摘のとおり、わだち掘れやひび割

れが目視できるほど老朽化が進んでいる路線でありますので、今後も継続して整備

を行い、路線の健全化を図りたいと考えております。  

 また、知名からハチマキ線にかけてはＣＢＲ試験の結果から交付金事業の対象外

となりますが、起債等を活用し事業実施できないかを検討してまいりたいと考えて

おります。  

 通学路の白線等につきまして、この件につきましては沖永良部警察署交通課に問

い合わせましたので、回答いたします。  

 横断歩道等の交通規制教示については、警察で塗り直しなどの補修を行っており

ます。住民の方からの標示の補修要望があった場合は、現場確認後に必要と判断さ

れれば、警察本部主管課に補修の上申を行っております。補修必要箇所にお気づき

の際には、警察署までご連絡くださいとのことでございました。  

 新庁舎から瀬利覚字に向けての道路についてですが、車両の停止位置を示す停止

線につきましては、道路標識や区画線及び道路標示に関する命令に基づき鹿児島県

公安委員会が設置するものであり、一時停止等の交通規制に併せて設置されるもの

と承知しております。  

 ご指摘の現場の交差点は一時停止規制は行われておりませんが、片方に中央線が

引かれており優先の有無が明確でありますが、要望があるために警察本部へ上申す

るとのことでございました。  

 役場といたしましては、交通安全等の相談があった際に随時沖永良部警察署に要
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望をしております。  

 夏まつりにつきまして、今年の知名町ふるさと夏まつりは当初の祭事計画どおり、

前夜祭を７月２７日に、本祭を翌日の７月２８日に２日間実施したところでござい

ます。  

 議員からご指摘をいただきましたパレードの音響についてでございますが、従来

であれば実施する１週間前までにはスピーカーなどの音響の設営、設置を完了させ、

その後、本番に向けた機運醸成と動作確認を含め、音楽を流しているところでござ

いました。  

 しかしながら、本年度は台風３号の影響もあり、前夜祭直前まで設営、設置をす

る時間が取れず、十分に動作確認が実施できないまま本番を迎えたことから、一部

の区間で音響が届かず、楽しみにされていた町民、島民の皆様にご迷惑をおかけし

たところでございます。  

 このようなことを受けまして、先般実施されました第３回夏まつり実行委員会に

おいては、同組織内に新たに調整、作業を強化するための機関であります幹事会を

立ち上げたところでございます。  

 今後は、同幹事会が中心となり夏まつりの準備関係を推進してまいりますので、

次年度以降はこのようなことが起こらないように、気をつけてまいりたいと考えて

おります。  

 続きまして、世並蔵神社相撲大会につきましてでございます。  

 現在、本町の夏まつりを実施、運営するに当たり、知名町ふるさと夏まつり実行

委員会を設置し、祭事日程や祭事計画をはじめ収支予算や会場周辺の交通規制など

を協議、決定しているところでございます。  

 今年の夏まつり助成金の支出状況については、知名町の写友会、それから知名町

文化協会、知名町グラウンドゴルフ協会、知名町バレーボール連盟、世並蔵神社奉

納 相 撲 大 会 実 行 委 員 会 の ５ 団 体 に ３ 万 円 ず つ 、 ボ ー ド セ ー リ ン グ 連 盟 に は １ 万

５，０００円、計１６万５，０００円を同実行委員会の予算から支出をしておりま

す。  

 ご質問をいただきました世並蔵神社奉納相撲大会実行委員会への助成金の増額に

つきましては、同相撲大会実行委員会の予算と他の助成団体の予算書を確認したと

ころ、経費が多くかかっていることを把握しております。しかしながら、本件につ

いては他の実行委員の皆様にもお諮りしなければならない案件でございますので、

この場での回答は差し控えさせていただきますが、特定の団体だけ助成額を増加す

るというのは難しいものがあると考えております。  
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 定額減税等につきまして、デフレ完全脱却のため総合経済対策における物価高へ

の支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族１人につき、令和

６ 年 度 分 の 所 得 税 か ら ３ 万 円 、 令 和 ６ 年 度 分 の 個 人 住 民 税 所 得 割 か ら １ 万 円 、 計

４万円の定額減税が行われます。その際に定額減税し切れないと見込まれる方につ

きましては、当該定額減税し切れない額を１万円単位に切り上げて算定した定額減

税補足給付金、いわゆる調整給付金が支給されます。  

 本町では、対象に確認書を令和６年８月９日に送付をしております。町の納税者

であります２，３７６名のうち、その対象者は９５４名の４０．１５％でございま

す。支給はこれまでに３回行い、６３６名で支給率が６６．７％でございます。  

 申請期限が令和６年１０月３１日となっております。町のほうでは皆さんに受給

していただきたいと考えておりますので、未申請の方には再度周知をしてまいりた

いと考えております。  

 以上で、回答を終わります。  

○１２番（川畑光男君）  

 では、順を追って再質問を行います。  

 知名町大山線は２２年、２３年と２００メートル、４００メートルぐらいの舗装

がされているようですが、今年また２４年度、２００メートルぐらいの舗装が計画

され実施されているようですが、今後の舗装についての計画はどのようになってい

るか伺います。  

○建設課長（英  敬一君）  

 先ほど町長の答弁がありましたが、今後も継続して実施してまいりたいと思って

おります。  

 今現在、町内で交付金を活用した舗装のやり替え工事のほうを知名新城線、田皆

新城海岸線、下平川平川線、あと今年度から知名東循環線、ハチマキ線ですね、そ

の４路線で行っております。毎年、国の予算のつき方も一定でありませんので、そ

れら状況を見ながら今後も継続して実施してまいりたいと考えております。  

○１２番（川畑光男君）  

 知名大山線は大体距離にして４キロぐらいだと思いますけれども、今、予算では

大 体 １ 年 に ２ ０ ０ メ ー ト ル ぐ ら い の 予 算 が つ け ら れ て い る み た い で す け れ ど も 、

４キロというとざっとして２０年かかる予定ですけれども、今後の計画としてはど

のようになっているか伺います。  

○建設課長（英  敬一君）  

 今後につきましても国からの予算のつき次第ですけれども、同じく２００メート
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ル程度は実施していきたいと考えております。  

○１２番（川畑光男君）  

 今の状態でいけば、２００メートルというと４キロずつ２０年かかりますよね。

２０年の間にはまた老朽化が進み、また最初からやり直しということで、ずっと工

事をしないといけないという状態になると思いますが、今後の予算については、防

衛庁の予算とかそういうのをいろいろ利用できないか伺います。  

○建設課長（英  敬一君）  

 防衛庁の予算のほうはまだ検討したことはございません。防衛庁の予算、以前確

認したところ、国の国交省の補助事業と同じく７割補助というふうに聞いておりま

す。補助事業でありましても、やはり一般財源というのはどうしても必要となって

きますので、そのあたりも含めまして今後検討していきたいと思います。  

○１２番（川畑光男君）  

 大体工事が始まれば工事計画というのが出るんですけれども、この大山線は先ほ

どから言われている４キロありますよね。４キロのうちに２００メートルぐらいで

は、もう本当ちょっと距離的にも４キロあるので、１年に２００メートルでは非常

に少ないと思いますので、これから本当にどのような体制を持っていったら何年後

に完成するか、具体的な数字がありますか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 ４キロありますけれども、今、交付金のほうで計画している区間につきましては

約 １ ， ６ ０ ０ メ ー ト ル と な っ て お り ま す 。 今 現 在 、 今 年 度 も 含 め て 、 そ の う ち の

４００メートルが終わる予定でございます。あと先ほど町長のほうから答弁があり

ましたけれども、知名からハチマキ線の付近にかけましては地盤が悪くないという

ことで交付金の対象外ということで、そこにつきましては、今後財政と協議しなけ

ればなりませんが、起債等活用しまして表層のみの打ち替えができないかというの

も、また今後検討してまいりたいと考えております。  

○１２番（川畑光男君）  

 この道路は、じゃ町民全員が使う道路ですので、舗装面が悪いところがたくさん

あるので、ぜひ早急な対応を要求して終わります。  

 次について、通学路の白線についてですけれども、横断歩道についてですが、学

校も２学期が始まり子供たちの安全対策に係る重要なことですので、小学生の通学

路としても早急な整備はできないか伺います。  

○総務課長（成美保昭君）  

 先ほど町長の答弁にもありましたとおり、要望が上がった箇所につきましては沖
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永良部警察署のほうに要望を上げて、そちらのほうで予算等優先順位をつけて実施

しているということですので、特に学校の近くの横断歩道となると重要なところで

すので、教育委員会とも連携しながら、学校からも要望を取って警察等に提出して、

その辺り早くできないかという相談はしてまいりたいと思っております。  

○１２番（川畑光男君）  

 これは１か所じゃないんですよね。役場の人は見れば分かりますけれども、あし

びの郷の下とか知名小学校下、農協前、名村モータース前、町民体育館前と横断歩

道の半分は消え、半分は薄く残っているところもありますけれども、これは地域じ

ゃなくて、学校のほうの安全対策面でもやっぱり必要じゃないかなと思うので、地

域から上げるんじゃなくて、子供たちも通る道なので、ぜひ行政からも学校からも

そういうところでの要望はできないか伺います。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 各学校のほうにおかれましても、年に数回地区の安全点検は行っているようです。

その都度教育委員会のほうにも要望は上がってきており、対処をしているところで

す。  

 ただ、今現在において横断歩道等についての要望は聞いておりませんので、今後

また確認の上、進めていけたらと考えております。  

○１２番（川畑光男君）  

 この安全対策の歩道については危険な場所でないといえば危険な場所じゃないか

も分からんけれども、子供の通学路にしては非常に白線がないと、車は見えないこ

とはないんですけれども、やっぱり子供たちも安心して渡るためには、学校に必ず

横断歩道がはっきり分かるようにしたら子供たちも安心して渡れるんじゃないかな

と思って、これはみんなが通る道なので各自その本人たちもほとんど気づいている

と思うけれども、それを一々やっぱり報告するのも字からの報告じゃなくて、行政

からとか学校関係からの報告も必要じゃないかと思うので、伺います。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 教育委員会のほうからも各学校のほうに確認の上、点検をしていただくように努

めてまいりたいと思います。  

○１２番（川畑光男君）  

 前回もその横断歩道の件で言われたんですけれども、警察のほうに予算がないの

か、それとも警察がしないのか、どっちなのかはっきり分かりますか。伺います。  

○総務課長（成美保昭君）  

 予算があるかないかは、そこまで私どもも聞いておりませんが、沖永良部警察署
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管内といわれましても沖永良部島と与論と、さらにその上の管轄になるようですの

で、順にいろいろ同じような問題を抱えているところがたくさんあると思います。

私どもは私どものほうで、このような要望は常に出していきたいと思っております。  

○１２番（川畑光男君）  

 ぜひ、これだけ６か所もう横断歩道が半分以上消えているところがあるので、早

急な対応をお願いしたいと思います。  

 次に、先ほど言われた道路で一時停止白線がないということです。確かに下から

来たら優先道路は分かりますけれども、この役場から名畑線に行くと優先道路のと

ころがあまり分からないところがあるので、ほとんど見通しがよく、一時停止もし

ないで通行する人がたまに見受けられるそうですけれども、そこに一時停止の白線

を引くことはできないか伺います。  

○総務課長（成美保昭君）  

 この一時停止の白線の件につきましては、瀬利覚のＡコープから余多までつなが

っている直線がありますが、高低差があり、ここもよく事故が起こるところであり

ますが、今議会でも何件か質問が上がっているところでありますが、優先道路をど

のように捉えるか、警察のほうもあえて優先道路という表現は使わないようにして

いるようで停止線は引けないと、その代わり十字のマークをつけたり、停止線の代

わりに点線をつけたりしているようですが、やっぱり基準のようなものがあってど

うしても停止線、停止線をつければ事故が減るかというと、そこも交通の流れが悪

くなるとかいろいろな理由があって、今のような形に収まっているようですので、

なかなか停止線を引くという行為は難しいということでした。  

○１２番（川畑光男君）  

 この名畑線の農道との差は歴然として優先道路ははっきりすると思いますけれど

も、瀬利覚から大山線に上っていく道は町道で、役場から名畑線に行く道は農道と

聞いていますけれども、優先順位が明らかですので、これ警察は管轄できなくても

町で一旦停止線を引くことはできないか伺います。  

○建設課長（英  敬一君）  

 一旦停止につきましては、あくまでも規制になりますので、道路管理者のほうで

勝手に引くという行為はできないと認識しております。  

○１２番（川畑光男君）  

 農道にも警察の許可が必要になるか、全部の道路に警察の許可が必要ないと線は

引けないのか、また町で対応できるところはできないのか伺います。  

○総務課長（成美保昭君）  
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 農道、町道、道につきましては、全てにおいて白線等を町で勝手に引くことはで

きませんので、相談の上、警察と協議をして向こうのほうで決定して引くようなこ

とになっております。  

○１２番（川畑光男君）  

 瀬利覚字の住民の方から、よくここが一旦停止じゃなくて徐行して通る方が多い

ので、事故が発生してからでは遅いのでぜひ一旦停止をつけてということですので、

ぜひ警察署の確認を得て、警察署の予算がなかったら町でも一旦停止の線ぐらいは

引けると思うので、それの対応をよろしくお願いしたいと思います。要望して終わ

ります。  

 次に、２番目、ふるさと夏まつりのことですけれども、音響の設備についての原

因はどのような状態で対策がなされなかったのか、伺いたいと思います。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 答弁のほうにもありましたが、設置をする予定で作業は進めておりました。ただ、

どうしても予定どおり祭りを実行したいという考えもありまして、それは実行委員

会の中で図ったものなんですが、通常であれば１週間程度前にはちょうちんを含め

スピーカーの設置を行っていく作業を行う予定でしたが、前夜祭の前日の金曜日ま

で風速が十何メートルあったがため、ちょっと作業に危険を感じたため、急遽当日

もしくは金曜日に至ってから作業をしたという経緯があります。  

○１２番（川畑光男君）  

 知名町ふるさと夏まつりは多分役場職員で大方していると思いますけれども、も

し役場職員で対応できない場合は、知名町にも各種団体があり、また町民のボラン

ティアに声をかけて町民全体でまた夏まつりの活性を図るようにしたら、どのよう

に考えていますか、伺います。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 ご提案ありがとうございます。  

 現在、知名町ふるさと夏まつり実行委員会は、役場、商工会、大山の自衛隊、あ

と農協さん等関係団体の皆さんのご協力の下、運営させていただいております。ち

ょうちんづけとかに関しても、現在自衛隊の皆様のご協力、農協さん、商工会の青

年部の皆さんのご協力を今いただいて設置ができているところでございます。  

 今回は、本当に直前までやっぱり台風、天候の影響が強かったというふうに思っ

ていまして、各関係団体のボランティア体制は整っている、安心してできるという

ふうに認識しております。  

○１２番（川畑光男君）  
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 ぜひ知名町にもこれだけの町民がいるわけですから、役場で対応できないのはや

っぱり各種団体、地域のボランティアも必要だと思うので、ぜひ役場の企画課だけ

でしなくて、町民全体に声をかけて、祭りは知名町の活性化につながることですか

ら、ぜひ対応を考えてほしいと思います。  

 今回の夏まつりに対してですけれども、参加人数が例年より多かったようです。

また、今年に対しては出店の数がちょっと少ないような気がしたけれども、例年ど

おりですか、伺いたいと思います。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 出店の数についてなんですが、先にまず、この夏まつりの実施体制について説明

をさせてください。  

 知名町ふるさと夏まつりは、行政側と商工会側が協力をして行っております。そ

の中で役場のほうで実施している実行委員会については、主に交通規制とかくり舟

競争大会の準備が主となっております。商工会青年部に関しましては、前夜祭の行

事であったり本祭の花火と、あと出店関係の届け管理というのを行っていただいて

おりますので、申し訳ございませんが出店の数については、すみません、手元の資

料もないことながら把握をしておりません。  

○１２番（川畑光男君）  

 前回の夏まつりにおいては出店が、ちょっと審査が厳しいということで出店の数

が減ったような気がするんですけれども、今回の出店に対しては、役場は関係なし

に商工会だけで対応ということ、また保健所の関係もいろいろあるんですかね。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 私のほうで把握している範囲では、もちろん食べ物を扱う場合は保健所への届出、

また火を扱う場合は消防への届けが必要というふうになっております。その分が前

回の祭りとどう変更になったかまでは、把握しておりません。  

○１２番（川畑光男君）  

 祭りのちょうちんの片づけでしたけれども、ちょっと片づけが具体的な日にちは

分からないんですけれども、片づけは２週間ぐらいだったと思いますけれども、夏

まつり後、ちょうちんが地面に落ちているのが結構見受けられたので、感電はしな

いと思いますけれども、夜、電気がついたときには、また球が割れたところにすれ

ば感電するおそれがあるので、ぜひちょうちんがぶら下がっているところは対応し

て直してほしいと思います。  

 以上で、終わります。  

 次に、夏まつりのイベント、町民バレー、グラウンゴルフについては運営費もか
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かる、参加費も各自それぞれ支払いすると思います。相撲においては例年参加人数

も厳しく、運営においても費用がかかり厳しい状態が続いているので、助成金の増

額はできないか具体的な内容をお願いします。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 町長の答弁にもありましたが、予算の決定については、夏まつり実行委員会の中

で諮って決めているものとなっております。ただ、今回の相撲の決算報告はいただ

いておりますので、その点を踏まえながら、どのような協力が今後必要なのかを踏

まえて答弁させていただきます。  

 相撲大会につきましては、決算上は約１３万円の繰越しが出ているというふうに

報告をいただいております。また、予算の面よりもスタッフとしての役場職員、関

係者のスタッフとしての協力を今後強く欲しいということを、相撲の実行委員会側

からは伺っております。  

 以上となります。  

○１２番（川畑光男君）  

 相撲に対しては給付も頂いて運営していると思いますが、徳時字での運営が大き

く、字の負担にも関わってくると思うので、また町民全体が楽しみにしている世並

蔵相撲大会ですので、これ以上負担が増えるとまた非常に運営も厳しいかと考えて

いますので、今後役場職員のスタッフが足りなかったら、またそれも町民に声をか

けてスタッフを要請するなり、そういう相撲関係に携わる人間もたくさんいるので、

声をかけるのはいかがでしょうか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 すみません。先ほど私、１３万円の繰越しと言ったんですが、１５万円の誤りだ

ったので、訂正をさせてください。  

 また、川畑議員のほうから、祭り全体を含め相撲についても幅広くボランティア

を求めてはどうかという提案を、私のほうが少し理解ができておらず申し訳ござい

ません。やはり町全体で盛り上げていく祭りなので、今後、実行委員会のほうにも、

町民へのボランティアスタッフの呼びかけ等が行えるように進めていきたいと思い

ます。  

○１２番（川畑光男君）  

 先ほど繰越しが１５万円だと言われたけれども、予算的には何万円しかないと思

うので、それ１５万円も繰り越すというのはちょっとおかしいと思いますので、ど

こかからの寄附で成り立っていると思いますけれども。  

○企画振興課長（永野道也君）  
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 実行委員会の補助金のほうは相撲のほうへ約３万円を出しており、予算総額自体、

相撲会計の収入の総額は約７０万円となっております。そのほとんどを占めるのが

寄附金と懸賞金となっており、字や神社等のお金も入ってはいるものの、半分近く

のお金が寄附金と懸賞金で賄っているようでございます。  

○１２番（川畑光男君）  

 そうですよね。多分町からの助成金は先ほど言われたように３万円ですけれども、

字からの負担も結構大きいので、またそれなりに町のほうも財政は厳しいと思うし、

給付金も限られているんですけれども、応援のほうを要請して終わりたいと思いま

す。  

 次に、定額減税給付金についてですけれども、定額減税調整給付金はどのような

人が対象になりますか。また、申請しないと支給の対象にならないのか伺います。  

○税務課長（井上修吉君）  

 お答えいたします。  

 対象者についてですけれども、会社員などの給与所得者、年金受給者、あと個人

事業主などで、所得税や住民税を納税している方が対象になっております。  

 次に、申請をしないと支給の対象にならないのかという質問に対しまして、まず

町のほうから対象者については確認書を８月９日に送付しております。確認書の申

請期限は来月末１０月３１日となっております。確認書の申請をしない場合には、

支給を辞退したものとみなしております。町といたしましては、確認書の提出がな

い方には再度通知をするなど、支給漏れが生じないように確認書の提出を促してい

きます。  

○１２番（川畑光男君）  

 この定額減税給付金ですけれども、住民非課税世帯についての支給について、対

象はどのようになっているか伺います。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 今年度におきましては、令和６年度に新たに住民税非課税となられた方、それか

ら新たに均等割のみ課税になられた方につきましては、６月３日現在で知名町に在

住されている方であれば、１０万円の給付対象としているところであります。  

○１２番（川畑光男君）  

 公的年金受給者に対する支給はどのようになっているか伺います。  

○税務課長（井上修吉君）  

 公的年金受給者に対しまして説明いたします。  

 公的年金受給者に対しましては、これも所得税及び住民税について定額減税を実
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施いたします。まず初めに、所得税では、６月に支払われる年金の源泉徴収税額か

ら受給者並びに一定の配偶者及び扶養親族につき３万円が控除されます。控除し切

れない金額がある場合には、以降の６年中１２月までの年金支払いにおいて順次控

除されます。  

 次に、住民税については、１０月に支払われる年金から特別徴収されるべき住民

税の額から受給者及び配偶者を含めた扶養親族１人につき１万円が控除されます。

控除し切れない金額については、以降の６年度中の年金支払いに順次控除されるこ

ととなります。また、定額減税し切れないと見込まれる方に対しましては、当該定

額減税し切れない金額を１万円単位に切り上げて調整給付金として、現在支給して

いるところでございます。  

○１２番（川畑光男君）  

 この定額減税給付金というのは、１６歳未満の扶養親族も定額減税の対象になる

といわれていますけれども、どのような体制ですか、伺います。  

○税務課長（井上修吉君）  

 お見込みのとおり、１６歳未満は扶養控除の対象となります。  

○１２番（川畑光男君）  

 この調整給付金は何回支給されますか。また、定額減税はいつまで対象になりま

すか、伺います。  

○税務課長（井上修吉君）  

 今回の調整給付金は１回のみとなっております。  

 あと定額減税についてはいつまで対象となりますかというご質問ですけれども、

先ほど申しましたように、定額減税には所得税と住民税があります。各税目捉え方

が違います。初めに給与所得の所得税につきましては、給与支払者、企業側が給与

や賞与を支払う際に源泉所得税額から定額減税を控除することとなります。６月分

の源泉徴収税額から定額減税を控除した後、控除し切れないものについては７月分、

８月分というふうに順次控除し、控除額がゼロになり次第、月次の減税事務は終了

となります。  

 あと住民税の給与所得に係る特別徴収は６月分は徴収せず、定額減税後の税額か

ら７月から翌年５月の１１か月で分割して毎月納付するということになります。あ

と も う 一 つ 、 普 通 徴 収 が あ り ま す 。 定 額 減 税 前 の 税 額 を 基 に 算 出 さ れ た 第 １ 期 分

６月分の税額から控除され、控除し切れない場合には、第２期分以降の税額から順

次控除するということになります。  

 以上です。  
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○１２番（川畑光男君）  

 この定額減税補足給付金というのは、所得金が１，８０５万円以下で住民対象に

なるといわれていますけれども、１，８０５万円というのは何％ぐらいだったか伺

いたいと思います。  

○税務課長（井上修吉君）  

 今のご質問につきましては、令和６年度の税制改正で決められた数値であります

ので、少し、すみませんが把握しておりません。  

○１２番（川畑光男君）  

 以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。  

○議長（外山利章君）  

 これで、川畑光男議員の一般質問を終わります。  

 インターネット配信映像保存のため、しばらくお待ちください。  

休  憩  午後  １時４４分  

─────────────── 

再  開  午後  １時４８分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 一般質問を続けます。  

 福川勝久議員の発言を許可します。  

○７番（福川勝久君）  

 議場におられる皆様、そして傍聴席で傍聴されている皆様、またインターネット

中継でご覧になられている皆様、改めまして、こんにちは。  

 このたび８月の選挙におきまして、町民の皆様から再びご信任をいただき、２期

目を迎えることができました。日々まちを支えてくださっている町民の皆様に心か

ら感謝申し上げます。  

 また、再びこの場に立たせていただけることを光栄に思うと同時に、その責任の

重さを改めて感じております。まずは今回の選挙で再選を果たされた議員の皆様、

これまでのご努力とご貢献に対して深い敬意を表します。再選された議員の皆様は、

これまでに培われた豊かな経験と知識、そして、町民からの信頼を再度得られたあ

かしです。その存在は、今後のまちづくりにおいて非常に重要な役割を果たしてい

ただけることと思います。共に力を合わせて、これからのまちの課題解決と発展の

ために尽力してまいりましょう。  

 加えて、今回５名の新人議員の皆様が新たに加わったことは、この議会にとって
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非常に大きな力となります。新人議員の皆様が持つ新しい視点やエネルギーは、こ

れまでの議論に新たな風を吹き込み、私たちのまちが直面している課題に対して、

より斬新かつ効果的な解決策をもたらしてくれることを期待しております。新人の

皆様が抱く熱意と行動力が私たちの議会をより活気づけ、町民のためによりよい政

策を実現していくための原動力となるでしょう。  

 また、町の執行部の皆様にも、日々の町政運営に対するご尽力に心より敬意を表

します。皆様の専門的な知識と献身的な取組により、私たち議会が町民の声を反映

させ、政策を前進させることができていると感じております。特に、このような困

難な時代においても、町民の生活を支えるために日々尽力されている皆様の存在が

あってこそ、私たちは自信を持ってまちの未来を語ることができます。今後ともご

指導とご協力賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。  

 私自身、現在、子育て世代の一員として日々子供たちの成長を見守りながら、次

世代を担う子供たちが安心して暮らせるまちづくりに特に関心を持っております。

今の子供たちが将来知名町に誇りを持ち、ここで家庭を築き、地域社会に貢献でき

るような環境づくりが私たちの使命だと考えています。そのためには、子育て世代

が直面する経済的負担や労働環境の問題に真摯に向き合い、全体的な生活支援を充

実させていく必要があります。次世代の育成と子育て世代が安心して生活できる環

境づくりに力を注ぎ、知名町がさらに活気ある未来を迎えられるよう引き続き努力

してまいります。  

 ２期目の議員として、私はこれからも町民の皆様の声を大切に受け止め、皆様が

日々直面される課題や不安を共有し、議会を通じてその解決に向けた具体的な政策

を提案してまいります。知名町が抱える問題は一つではなく、幅広い領域にわたり

ますが、皆様の声をしっかりと議会に届け、共に考え、共に前進していくことが何

よりも重要です。  

 最後に、町民の皆様、議員の皆様、そして執行部の皆様におかれましては、引き

続きご指導とご支援を賜りながら、私たち全員で力を合わせてまちの発展に向けて

取り組んでまいりましょう。よろしくお願い申し上げます。  

 それでは、議席番号７番、子育て世代代表、福川勝久が一般質問を行います。  

 大きな１番、奄美群島振興開発計画について。  

 奄美群島開発基本方針の６つの柱がありますが、２番目の２、世界自然遺産登録

等を契機とした自然環境の保全と利用の両立及び文化の継承を図るための方策の中

で、沖縄等と連携した観光地づくりやプロモーション等による誘客・交流促進とあ

り、この交流促進においてどのような連携をしていく計画があるのかお伺いします。  
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 大きな２番、物価高騰対策支援について。  

 ①現在の物価上昇に対し、町としてどのような現状認識を持ち、どのような対策

を考えていますか。また、具体的な支援策として何を検討しているのかをお聞かせ

ください。  

 ②物価上昇は、住民だけではなく、町内の全ての業者、商店にも深刻な影響を与

えています。商工業の振興を図るため、町としてこれらの業者に対する支援策をど

のように考えているのかお伺いします。  

 大きな３番、次世代を担う子育て世代への支援策について。  

 現在少子化が進む中で、子育て世代が直面する課題は多岐にわたります。経済的

な負担、保育や教育環境の整備、さらには仕事と育児の両立といった問題に対して、

町としてどのようなサポートができるかが重要だと考えています。次世代を担う子

供たちが健やかに育つためには、支援策のさらなる充実が必要です。  

 子育てには多くの費用がかかり、特に住宅費、保育料、教育費などが家計を圧迫

しています。町として、子育て世代の経済的な負担を軽減するための新たな支援策、

例えば保育料の一部補助や子育て世帯向けの住宅支援などを考慮しているのか、ま

た具体的な取組はあるのかをお伺いします。  

 以上、壇上からの質問とさせていただきます。  

○町長（今井力夫君）  

 先ほどは、新人議員の皆さんのはつらつとした初々しさと、それから初心の強さ

ということに触れさせていただきましたけれども、先ほどは福川議員の第２期目の

思いということ、この２期目を通してまた町の活性化にどう議員として取り組んで

いく覚悟があるのかというお話を拝聴いたしまして、それぞれの段階における知名

町議会議員の皆さんの思いというものを深く感じるところでございました。  

 共通しているところは、町の発展についてどう議会と行政が関わっていくのか、

全てその根底にあるのは町民福祉をどう進めるかというのが共通目的になっている

というのを、改めて確認することができたのではないかなと思って、先ほどの冒頭

の部分に感銘したところでございました。  

 それでは、福川議員のご質問に順を追って回答させていただきます。  

 まず、１番目の議員ご質問につきましては、国が策定しております奄美群島振興

開発基本方針及び奄美群島１２市町村が策定しました奄美群島成長戦略ビジョンな

どを踏まえて策定されております奄美群島振興開発計画において掲げられておりま

す。この計画は、奄美群島が自立的発展を目指す上で必要な今後の振興開発の基本

方針及び各島における振興方策を示すものとなっております。  
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 具体的には、奄美群島と沖縄の世界自然遺産を巡る周遊モデルコースの造成やプ

ロモーション等の取組を検討していくということ、それから、世界自然遺産に一体

的に登録された沖縄等と連携した高付加価値旅行者を引きつける観光づくりをどう

進めていくかということ、それから、３つ目が鹿児島と屋久島、奄美大島、さらに

はこれに沖縄県と連携した共同プロモーション等の実施はどう進めていくかという

ようなことが記載されております。  

 こ れ ら の う ち 、 本 町 に お い て は 、 特 に 航 空 路 運 賃 及 び 航 路 運 賃 の 低 減 を 図 る 奄

美・沖縄連携交流促進事業と奄美・やんばる広域圏交流推進協議会において予算化

がなされております。  

 今後も引き続き、奄美群島振興開発に基づいて、沖縄と連携をした誘客や交流を

促進するための取組というものを持続してまいりたいと考えております。  

 物価高騰対策につきましては、エネルギー価格の上昇や円安、ウクライナ情勢、

そして新型コロナウイルス感染症の影響など幾つかの要素が絡み合い、国民は物価

高騰に苦しんでおります。これらのうち新型コロナウイルス感染症のパンデミック

により、国内では供給チェーンが混乱し、輸送費や原材料のコスト上昇が起こりま

した。  

 沖永良部を含む離島の自治体においては、もともと本土からの物資を輸送するコ

ストが高いために物価が高い傾向にあります。エネルギー価格の高騰や輸送コスト

の増加によりさらに生活必需品や燃料費が上昇しており、特に食品や日用品が輸送

費の影響を受けやすく、町民の負担が増していることを承知しております。  

 また、本町の基幹産業であります農業においてもその影響は大きく、農薬や飼料

価格の高騰により、農業者の経営が厳しさを増しているところでございます。  

 これらのことを踏まえ、本町においては、これまで国が創設しました新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、様々な事業を展開してきました。

予算審議や決算審議の場において、これらのことについて説明をしてきたところで

ございます。  

 さらに、昨年新型コロナウイルス感染症が第５類に指定されたことを踏まえ、国

において物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加されました。本交付金を

活 用 し て 、 昨 年 度 は 低 所 得 者 等 に 対 し て １ ０ 万 円 を 支 給 し た ほ か 、 当 該 世 帯 に

１８歳以下のお子さんがおられる場合には、お子さん１人当たりにつきまして５万

円を支給したほか、高齢者施設や畜産農家に対して物価高騰に対応するための補助

金を支出してきたところでございます。  

 本年度においては、新たに住民税非課税となられた世帯に対しましては、昨年同
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様の給付金を支給するため、７月に当該事業の実施に関わる予算を専決処分し、低

所得者への支援を速やかに行ったところでございます。  

 また、今議会でこの後審議いたしますが、一般会計補正予算（第３号）において

も、町単独で畜産農家に対し飼料価格高騰に係る補助金を支出するための予算を計

上をしているところであります。  

 ２番目に、物価高騰が町内の商工業者にどのような影響を与えているのかを分析

するに当たり、商工会へ加盟事業者の景況感を伺ったところ、物価高騰に関する相

談や資金繰りに関する支援要請等はないものの、事業者の多くは原材料等の価格上

昇分を提供するサービスの価格への転嫁が追いついていないことなどから、利益率

の減少が推察されるとの回答がございました。このような要因から、町内の商工事

業者の経営に少なからず物価高騰の影響があるものと考えております。  

 これまでコロナ禍にあっては国の交付金を活用した商品券事業の実施など、町民

の生活支援と併せて商工業者への支援策を町としては展開してまいりましたが、現

在は新たな財源の確保が課題となっております。また、物価高騰以外にも人手不足

などの商工事業者が抱えている課題を含め、国や県の動向を踏まえながら、町とし

ての展開できる支援策の検討を引き続き進めてまいりたいと考えております。  

 大きな質問の３番です。  

 子育て世代の支援策につきましては、国においては昨年１２月に策定されたこど

も未来戦略において、子育てに係る経済的な支援を強化するため、児童手当制度の

拡充と妊娠と出産時にそれぞれ現金５万円を支給する出産・子育て応援交付金の継

続などが決定されております。  

 児童手当の拡充につきましては、今年の１２月支給分から適用され、主な拡充内

容といたしましては次の２点でございまして、１つ目は、これまで支給対象が中学

生までであった児童手当について、対象を高校生まで広げ、２つ目は、第３子以降

の子に対する支給額が１万５，０００円から３万円に引き上げられております。  

 １つ資料を机の上に置いてきましたので、ちょっとお時間をください。  

 申し訳ございません。先ほどの１万５，０００から３万円に大幅に増額されまし

た。国の資料によりますと、今回の拡充により、３人のお子様がいる世帯では支給

額が最大４００万円増額するという見込みになります。  

 次に、本町で現在子育て世帯の経済的負担軽減のために実施している主な施策に

ついて、出産及び小学校、中学校、高等学校入学時に商工会の商品券５万円支給す

る子育て支援金、高校３年生までの医療費を全額助成する子ども医療費などがござ

います。そのほかに、こども園や保育園の保育料は、３歳児から５歳児までは主食
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費と副食費を含めて全て無料としております。ゼロ歳児から２歳児までの保育料に

つ き ま し て は 、 国 が 定 め る 利 用 者 負 担 の 上 限 基 準 額 の ４ 割 は 町 が 負 担 し 、 残 り の

６割のみを保護者負担という形にしてあります。  

 町といたしましては、以上のような事業により、子育て世帯の経済的負担軽減に

取り組みながら、国の動向と合わせて子育て支援に向けた取組を進めてまいりたい

と思っております。  

 以上で回答を終わります。  

○７番（福川勝久君）  

 それでは、順を追って再質問をしていきたいと思います。  

 まず、大きな１番の沖縄との交流促進についてです。  

 先ほど町長答弁でありましたが、本町では航空券等の引下げややんばるとの交流

と答弁でありましたが、そのやんばるとの交流について詳しくお聞かせお願いしま

す。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 奄美群島とやんばるとの交流につきましては、沖縄北部と奄美群島の首長と議会

関係、議長を含めた意見交換の場が主というふうになっております。  

 今年も計画していたんですが、台風の影響で今は延期になっているのが現状でご

ざいます。  

○７番（福川勝久君）  

 そういった今現在計画があるという中でなんですけれども、これから先のことに

なると思うんですが、せっかく奄美群島と沖縄との連携強化ということがあるのに

対して、世界自然遺産登録の奄美大島本島、徳之島、沖縄、４つあったと思うんで

すが、やはりこの群島内に市町村がある中で、沖永良部、与論、徳之島、様々離島

があります。そういった中で、しっかりと取り残されないように、全体的に奄美群

島の発展に向けた取組を今後計画していってもらいたいなと思って、今回の質問を

提出いたしました。  

 その中で、沖永良部だけでできることもあれば、広域で奄美群島の全体で今後沖

縄との連携を深めて観光客増、そして交流人口の増、そうすることによって群島内

全ての地域、自治体、そして群島内がよくなるということは、この沖永良部島も本

当に経済効果等々出てくると思います。  

 その中で１つだけ提案があるんですけれども、今、知名町がゼロカーボン事業を

進めております。そういった脱炭素を絡めた何か沖縄との交流、そういったことも

今後考えていけば、もっと町民に対してもゼロカーボンについての意識が高まった
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り、また沖縄との脱炭素による交流を深めていけば、群島内、南西諸島で脱炭素が

もっと進んでいくのかなと考えております。  

 そういった中で、脱炭素スポーツイベントとか、徳之島とかであればエコトライ

アスロンとか、グリーンマラソン、そういった形を沖永良部でもできると思うので、

今後そういった、今、町が行っている事業に合わせて沖縄との連携を深めていって、

さらにまた環境問題とかも一緒に協力して進めていけるようになるのが理想だと思

いますが、企画振興課長、どう思われますか。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 現在、沖永良部島の島別の計画では、沖縄県北部地域との文化的な交流の推進と

いうことをうたって事業を進めているところでございます。  

 議員のご提案のとおり、脱炭素も含めた形で沖縄北部との交流というのも大変大

事 な 活 動 だ と 認 識 し て お り ま す の で 、 沖 永 良 部 島 だ け で な く 奄 美 群 島 も し く は 南

３島というエリアを検討しながら、脱炭素の推進に努めていきたいと思っておりま

す。ご提案ありがとうございます。  

○７番（福川勝久君）  

 ぜひ、すぐできるようなことではないと思いますが、しっかりとそういったビジ

ョンを持って、今後広域で進めていけるように、このことについては要請したいと

思います。  

 あと沖縄との交流となれば、やはり子供たちも絡めていかないといけないなと思

うことがあります。文化での交流であったり、スポーツでの交流であったり、そう

いったことに関して子供たちの交流について何かお考えがあるのか、お伺いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 お答えします。  

 今帰仁村と和泊町と知名町の子供会の交流会を昨年度から実施しております。  

 昨年度につきましては、和泊町を会場として交流会を実施しておりまして、今帰

仁村の子供と知名町の子供と和泊町の子供が和泊町で交流をしております。  

 今年度につきましては、会場が今帰仁村で実施予定で、１２月年末を予定してお

ります。知名町と和泊町の子供が今帰仁村のほうへ行きまして、交流をする予定と

なっております。  

○７番（福川勝久君）  

 今帰仁村との交流が２０２１年から行われていると。これ両町でされていると思

うんですが、両町でされているんでしょうか、知名町、和泊町。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  
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 ３町村で実施しております。  

○７番（福川勝久君）  

 主体となっている町はどこなんでしょうか、この沖永良部でもしやるとなれば。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 それぞれの会場の町村が主体だと、私は認知しております。なので、昨年度につ

きましては和泊町が主体で、今年度につきましては今帰仁村でありますので、今帰

仁村なのかなと考えております。  

○７番（福川勝久君）  

 これ、引き続き来年度もこの交流というのはされていくと思われるんですが、来

年度は、じゃ本町が主体でやるのかお伺いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 来年度につきましては、知名町だと考えております。  

○７番（福川勝久君）  

 来年は知名町だと考えておりますと答弁をいただきました。  

 もし本町が主体となって交流イベントされる場合に、子供たちの交流会をどうい

った計画で進めていくのかお伺いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 まだ今のところは考えておりませんが、伝統文化だとか、あと自然体験とか、そ

ういうことなのかなと今のところは考えております。  

○７番（福川勝久君）  

 今のところは考えていないということですが、実際ここでやるときに当たっては、

知名町のいろいろな文化であったり、伝統文化、伝統芸能とかそういったのが、い

ろんな字とかしっかりとあると思うので、そういうところも前もって準備しておく

必要があるのかなと思います。  

 実際、次、今帰仁村であるときは沖永良部から向こうに行かれるわけですよ。今

帰仁村から、またここに来られるということになっております。その予算等につい

ては、どういった形になっているのかご説明をお願いします。  

○教育委員会事務局参事（田邊  栄君）  

 ふるさと納税基金を両町、知名町、和泊町とも使っております。  

○７番（福川勝久君）  

 ふるさと納税の活用ですね。今後こういった交流を深めて、いろいろお金も財源、

必要になってくると思いますが、もっと今帰仁村とだけではなく、やはりいろんな

沖縄の北部であり離島、そういったところとも交流していかなければならないと思
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います。また今度、仮なんですけれども、沖縄と奄美群島でお互いの開発基金を活

用していって、もっと交流、また観光、そういったのが増えていくことを願ってお

ります。  

 そして、これはまだまだ最終的な話になるんですけれども、そうやって誘客、観

光客等が奄美群島に増えることになれば、交通のインフラ整備、飛行機の便数であ

ったり、船、そういったことに関して、今、飛行機で言えばホッピングで、奄美、

徳之島、沖永良部、沖縄となっておりますが、与論も寄っていったりとか、またそ

の便数を増やしていくといった考えはお持ちでしょうか、お伺いします。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 飛行機の増便につきましては、これまでもジェット化を含めいろいろ議論がされ

てきているところだと思っております。これについては、奄美とやんばるの交流の

推進の中で、また増便のことが要望できないかという形で今後の対応を図っていき

たいと思います。  

○７番（福川勝久君）  

 やはりインフラ整備がしっかりできていないと、なかなか永良部に訪れる、奄美

群島に訪れる方々も来づらいのかなと思うので、今後そういった話合いがある中で、

どんどん要望を上げていき、どうにか交流人口増加のために、そういった航空増便

も含めていただきたいと思います。  

 次、２番の物価高騰対策支援について。  

〔「議員、ちょっといいですか」と呼ぶ者あり〕  

○町長（今井力夫君）  

 多分議員が質問する本意は、沖縄本島とどう関わっていきたいのかということを

ご質問されたいのかなというふうに、質問を聞いていて感じたところでございまし

たので、そこに脱炭素地域としてどう沖永良部知名町としては関わっていきたいの

かという質問を、少し投げかけて途中で止まってしまいましたので、その点につい

てはお答えしておきます。  

 実は、昨年、沖縄経済同友会の主立ったメンバーが知名町を訪問しております。

そのときに、経済同友会の会長をはじめ、各種企業の団体長から、知名町における

脱炭素先行地域においてどんな取組をしているのかと、今後の方向性についてどう

していきたいのかというような質問がありまして、私のほうで対応をしまして、そ

のときに経済同友会の皆さんからは、ぜひ取組の中身というのを、沖縄のそういう

団体を集めますので、その席上で知名町の取組というのを発表していただければと

いうような話もいただいております。  
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 そういう感じで、沖縄の経済界の皆さんと本町をどうつなげていくかということ

は、そのときに今後進めていかなければいけないなと思っておりましたけれども、

この８月にさらに沖縄市の市議会議長の副議長様が直接役場を訪ねてこられまして、

もう少し知名町と沖縄全体という意味で、沖縄市としても知名町との交流を、行政

もそうですけれども、経済的なものもそうですけれども、子供たちの交流において

も、沖縄市もこれに大きく絡んでいきたいというようなお話がありましたので、そ

ういう時期になりましたら、先ほど議員が話をしておりました沖振とそれから奄振、

そういうものの予算がどういう使い方ができるのかというのをしっかり検討してか

ら、子供たちをはじめ、社会人を含めた交流の在り方というのを進めていこうでは

ないかというような話合いは町長を主でしてありますので、付け加えて回答してお

きます。  

 以上です。  

○７番（福川勝久君）  

 ぜひそのように話をしていただき、また今後、沖縄・奄美発展のために、しっか

りと努めていくよう要請して、次の質問に移ります。  

 ２番の物価高騰対策支援についてですが、物価上昇に対する現状認識についてで

すが、町がどのようなデータや調査に基づいてその認識を持っているのか確認しま

す。例えば、物価上昇がどの分野に特に影響を与えているか、食料品、燃料、日用

品など、そのデータに基づいた具体的な支援計画などはどうなっているのかお伺い

します。  

○議長（外山利章君）  

 回答は。  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午後  ２時２７分  

─────────────── 

再  開  午後  ２時２９分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

○総務課長（成美保昭君）  

 各分野ごとに調査をしていてどれぐらいの上がり幅があるか、そういう感じの質

問ではないかと思いますが、各分野ごとに調査をしておりませんが、生活必需品、

燃料等々は、テレビ等で国の状況も逐次ニュースから私どもに聞こえておりますが、

島でも同じように特にこれが上がっているというものは、農林課のほうでは肥料等
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は特に送料も関係しまして上がっているようですが、給食費等も原材料の値上げに

よって上がっているという答弁がありましたので、細かな分野において調査をして

把握しているわけではございません。  

○７番（福川勝久君）  

 把握されていないということで、こういった物価上昇についてはいつまで続くの

かは分からないことなので、しっかりとした調査をしてデータも必要なのかなとは

思います。  

 国からの非課税世帯への１０万円の給付金とかありましたが、課税世帯に対して

の給付ではないですが、それが先ほど川畑議員の話でありました内容でよろしいの

か確認です。お願いします。  

○税務課長（井上修吉君）  

 課税世帯への軽減ということで、定額減税ということで実施しております。  

○７番（福川勝久君）  

 僕が聞きたかったのは、今のでいいんですけれども、町民全体に対しての給付金

というか支援ができているのかという確認で、課税世帯に対しては、先ほどの定額

減税補足給付金で賄われているということでよろしいでしょうか。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 今後の物価高騰に対応する給付金につきましては令和５年度から始まっておりま

して、昨年度は、非課税世帯の方について７万円、さきに給付がありました。同時

期に住民税の均等割のみ課税世帯に対して１０万円の給付があったと。今年度新た

に、昨年度は課税だったんですけれども今年度非課税になった方、それから今年度

均等割のみ課税になった方について１０万円の給付をすると。同時に定額減税、そ

れから調整給付があるということで、今、全体的に給付はされているのかなという

ふうには考えております。  

 ただし、この給付金については、実際非課税世帯なんですけれども、例えば、課

税されている方に扶養されている場合は、そういった方には給付されませんので、

そこは定額減税とか調整給付で手当てをされているということになりますので、実

際給付されておりませんけれども、全体としてはそういった感じで調整はされてい

るかなというふうに考えております。  

○７番（福川勝久君）  

 全体に対して給付はされていないんですけれども、減税等でされているというこ

とで認識いたしました。  

 本当にこの物価高騰については、私たち町民、子供が多い世帯とか、特に育ち盛
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りの子供がいる家庭では米がなくなる量も多くなったりとかして、食料品について

はいろいろと物価上昇して本当に困っていることだと思います。  

 この件について国の動向も見ながらだと思うんですが、この対策を、緊急的なも

のなのか中長期的なものなのか、今後どう対策をしていくのかお伺いします。  

○町長（今井力夫君）  

 今、与党のほうで総理総裁選挙の最中なんですけれども、その中で出ているのは、

この物価高騰についてどう対応していくのかというのが、一番大きな今は議題にな

っております。ですから、先ほど我々が何度も申し上げますけれども、国の動向を

見ないと、町単独で支給できるほどの財力を本町が持っているかというと持ってい

ないわけです。これまでのコロナ対策についても、国から対応できる補助金等を頂

いたときにそれをどう効率的に、そして全町民にそれぞれに対応した分配の仕方を

していくかということを検討して、これまで対応してきております。  

 その中でも、ただ今回、短期的にと長期的にはどうするのかと。長期的には私ど

もも国の動きを見なきゃ分かりません。ただ、短期的にどうしても打たなきゃいけ

ないときには、町の予算を単独でも打たなきゃいけない部分があります。  

 その中で今回、先ほど、この項目の最後で私、申し上げましたけれども、牛の値

段がほぼ半額になってしまっていると。しかも、そこに飼料等の高騰というのがか

なりあって、競りを見たときに、本町の牛の体格を見たときに、本当に以前見た牛

の様子ではないんですよ。痩せ細っている状況が見られたので、農家がきちんと餌

を与えることができない今の状況になっているなと思いましたので、短期的に今回

においてのみ、我々としては、畜産農家の今の現状を見たときには何らかの手を打

たなきゃいけないなと思いましたので、ここに載せてありますように、飼料価格高

騰に対する補助金という形を打っていきたいなというふうに思っております。  

 したがって、ごく短期的に何を町は考えているのかというのは、町単独の予算と

しては、これを今回は早急に打つ必要があるだろうということを、競りとか市場関

係を見たときにそう思われましたので、今回は緊急でありますけれども、今回に限

りこれをやるつもりでおります。  

○７番（福川勝久君）  

 緊急的な支援として、やはりそうやって畜産農家とか本当すごい困られていると

思うんで、そういった気づいたところに対してやっぱり緊急的な支援をしていくべ

き必要があって、そこで支援してくれることは本当にありがたいことだと思います。  

 あとは長期的な話でいいますと、国の動向を見ないと分からないということなの

で、そこはまた国の動向に従いながら、町としても早めにいろんな要望等を上げて
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いただけるよう、この質問に対して要請して終わりたいと思います。  

 ②番の商工業業者等に関してなんですけれども、特に燃料価格の高騰によって運

送業の方々とか、燃料代が上がったけれども、船で荷物を運ぶときの運賃の補助と

かそういったものがないのかと。農業関係のいろいろ出荷するものは多分そういっ

た補助がついていると思うんですが、実際に建設業であったり、運送業であったり、

そういった業者の方々への何か支援等はされているのかお伺いしたいと思います。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 離島のガソリンの流通コストに対する支援という事業がありまして、私たちのほ

うでも現在、すみません。正確な数字が手元にちょっとなくて記憶なんですが、後

で誤っていたら修正しますが、リッター当たり１５円の助成があると。また、運送

業等に対しても燃料の助成があるというのを資料で読んだことがありますので、確

認をしてからここは正しく報告させてください。  

○７番（福川勝久君）  

 ちょっと僕の聞き方がまずかったです。燃料の支援じゃなくて、物資輸送費の支

援はされていないのかということです。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 ちょっと確認してよろしいですか。  

○議長（外山利章君）  

 確認をして回答いただけますか。  

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午後  ２時４０分  

─────────────── 

再  開  午後  ２時４２分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 離島の輸送コスト関係でガソリン関係の燃料の基になる分の支援はあるものの、

個別の支援策というのは現在行っていないところでございます。  

○７番（福川勝久君）  

 個別の支援等は行っていないということで認識いたしました。  

 そういったことも個人で荷物を送ったり、いろいろ個人で資材を仕入れたりとか
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あるので、何かそういった個人に対しての支援等もあればやはり負担が減るのかな

と。結局、送料も値上がりしているんで、どんどん町民にとっての負担額というの

は増えていっていると思うので、またそういったことも今後検討していただきたい

と思います。  

 次、３番の質問に移りたいと思います。  

 子育て支援策についてなんですけれども、本町は子育て支援に関しては、既に手

厚い子育て支援は本当に実施されているものだと感じております。ですが、まだ子

育て世代から負担を感じているという声も多く聞かれます。  

 そういった中で、島から出ていって都会のほうで仕事をし、そこで結婚して帰っ

てくる方々がおられます。そういった方々に対して、何か引っ越しの支援金とか、

また帰ってくるに当たって住む場所がなければ、実家があったりする方はいいと思

うんですが、親と住めなかったりとか家を探さないと帰ってこられないという方々

のためにも、引っ越し費用であったり、住宅、子育て世帯が優先して入れるような

ふうにしてもらいたいと思うんですが、この辺についてどう思われますか、お伺い

します。  

○議長（外山利章君）  

 引っ越し費用については、企画振興課長でよろしいですか、回答。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 ただいまの質問につきまして、移住・定住、人口減少対策の一環だというふうな

ことで本課のほうで回答させていただきます。  

 移住・定住というふうに私のほうでも今、伝えさせていただいたんですが、これ

は子育てとかトータル的に関わる分野だというふうに認識しております。  

 現時点、都会で結婚された方々、島の出身者の方々が帰ってきた場合には、どう

しても移住、引っ越し費用というのはかかると思っております。もちろんこれは帰

ってくる入り口分の子育てだと認識していますので、事業化についてはまだ形には

なっておりませんが、子育て支援課と連携しながら検討を進めていきたいと思いま

す。  

 以上です。  

○議長（外山利章君）  

 住宅の優先入居については、建設課でよろしいですか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 優先入居ということでありますが、今現在、建設課で管理をしている公営住宅に

つきましては、住宅に困窮する低額所得者というのが主なメインであります。実際
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申込みをされる方の高齢者の所得を見ますと、本当に年金のみであったりとか、か

なり少ない額でありますので、そこで子育て世帯を優先させるのか、高齢者を優先

させるかというのは、また今後検討していかなければならないかなと思っておりま

す。  

 また、今後、田皆団地の建て替えがありますけれども、その際に、今、入居が約

３０世帯あります。そのほとんどが単身世帯であったり、夫婦２人世帯ですので、

本当に１Ｋだったり２Ｋと。あと３０戸に対して４２戸、今のところ予定をしてお

りますが、高齢者ばかりの団地ですとやはりにぎわいもなくなりますので、そのよ

うなファミリー世帯向けの住宅も造りまして、その場合、優先的に子育て世帯を入

居させるのも検討してまいりたいと思っております。  

○７番（福川勝久君）  

 今、実際公営の住宅で多分待たれている方がいると思われるんですが、その中で

子育て世帯の数とかは分かりますでしょうか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 現在、５世帯が入居待ちということになっております。  

○７番（福川勝久君）  

 全体でですか。  

○建設課長（英  敬一君）  

 全体じゃないです。子育て世帯。  

○７番（福川勝久君）  

 この住宅については、優先はできないということもありましたが、今度田皆団地

を建て替えるに当たり、そういった高齢者等が入れるような大きさで造っていただ

き、今後、子育て世帯の子供たちがまたまちを支えていく側に育っていくと思うの

で、住宅関係、そしてまた子育て支援と。やはり今、子育て支援課で毎年の予算を

見てみると、結構子育てに関してすごい予算がかかっていることは分かります。  

 まず、令和４年度で予算全体の８．８％、６年度はまだ執行はしていないんです

けれども９．３％となっております。予算的に見れば本当にしっかりと子育て予算

を維持してもらっているなとは思います。これを維持していくためにも、人口減少

時代ではありますけれども、どうにか維持するためにはやはり子育て世代を応援し

て、そこに投資をしていただき、次の時代を担える、支えていけるような子供たち

が知名町で育っていくために、また町のほうもしっかりと子育てに関しては、引き

続き取り組んでいただきたいと思います。  

 引き続き取り組めるよう、さらなるまた支援策があれば、どんどん実行できるよ
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う要請して、本日の私の一般質問を終わりたいと思います。  

○議長（外山利章君）  

 これで、福川勝久議員の一般質問を終わります。  

 以上で、通告による一般質問は全部終了しました。  

 執行部におかれましては、これらの質問や要請事項を真摯に受け止め、適切なる

対処をお願いいたします。  

 昨日の４名、本日の４名、計８名の議員の皆様、ご苦労さまでした。  

 本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれで散会します。  

 明日２７日は午前１０時から会議を開きます。お疲れさまでした。  

散  会  午後  ２時５３分  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年  第 ３ 回 知 名 町 議 会 定 例 会  

 

 

第 ３ 日 

令 和 ６ 年 ９ 月 27 日  
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令和６年第３回知名町議会定例会議事日程  

令和６年９月２７日（金曜日）午前 10時 00分開議  

 

 

１．議事日程（第３号）  

 ○開議の宣告  

 ○日程第１  議案第４８号  令和５年度知名町水道事業会計剰余金の処分につい  

              て  

 ○日程第２  議案第４９号  令和５年度知名町下水道事業会計剰余金の処分につ  

              いて  

 ○日程第３  決算審査特別委員会の設置  

       決算審査特別委員会に認定第１号～認定第８号までの８件付託  

 ○散会の宣告  

 

 

１．本日の会議に付した事件  

 ○議事日程のとおり  
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１．出席議員（ 11名）  

議席番号     氏    名   議席番号     氏    名  

  １番   田  尻    博  樹  君     ２番   長  山    美  香  君  

  ３番   原  﨑    幸  雄  君     ６番   髙  風    勝一郎  君  

  ７番   福  川    勝  久  君     ８番   窪  田      仁  君  

  ９番   根  釜    昭一郎  君    １０番   西      文  男  君  

 １１番   福  井    源乃介  君    １２番   川  畑    光  男  君  

 １３番   外  山    利  章  君      

 

１．欠席議員（１名）  

  ５番   西      □ 信  君      

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

議 会 事 務 局 主 事  元  榮  聡  子  君        

 

１．地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名  

職   名   氏   名    職   名   氏   名   

町 長  今  井   力  夫  君   副 町 長   赤  地   邦  男  君  

教 育 長  田  中   幸太 郎  君   総 務 課 長   成  美   保  昭  君  

総務課長補佐  西     富士 雄  君   企画振興課長   永  野   道  也  君  

農 林 課 長  岡  越     豊  君   農 業 委 員 会 事 務 局 長   上  村   隆一 郎  君  

建 設 課 長  英     敬  一  君   耕 地 課 長   下  田   浩  治  君  

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長

 
平     和  仁  君   税 務 課 長  

 
井  上   修  吉  君  

町 民 課 長  元  栄   吉  治  君   保健福祉課長   中  村   里佐 子  君  

上下水道課長  久  永   裕  一  君   保 健 福 祉 課 参 事   根  本   幸  治   君  

教 育 委 員 会 事 務 局 長  池  沢   由美 子  君   子 育 て 支 援 課 長   原  田   孝  二  君  

学 校 給 食

センター所長

 
東     里  樹  君   

教 育 委 員 会  

事 務 局 参 事  

 
田  邊     栄  君  

保 健 福 祉 課 係 長  武  元   沙  織  君   建 設 課 参 事   夏  迫   裕  作  君  
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△開  会  午前１０時００分  

 

○議長（外山利章君）  

 議場におられる皆様、ご起立ください。  

 おはようございます。お座りください。  

 これから本日の会議を開きます。  

 会議規則第２条の規定により、議席番号５番、西  □信 議 員から本日の欠席届の

提出があり、これを許可しましたので報告いたします。  

 昨日の窪田  仁議員の一般質問に対し、農林課長より訂正があります。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 おはようございます。  

 昨日、窪田  仁議員に水産の関係でご質問いただきました。その中で、離島漁業

再 生 支 援 事 業 の 令 和 ５ 年 度 の 事 業 費 に つ い て 問 わ れ た 質 問 に 対 し ま し て 、 私 、

１０９万円という回答をいたしましたが、正確には１９０万円、正しくは１９４万

４，６１７円でございました。おわびして訂正いたします。  

 

△日程第１  議案第４８号  令和５年度知名町水道事業会計剰余金の  

             処分について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１、議案第４８号、令和５年度知名町水道事業会計剰余金の処分について

を議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第４８号は、令和５年度知名町水道事業会計

剰余金の処分についての案件であります。  

 当年度未処分利益剰余金は１億２，９５６万６，７５３円となっております。処

分として一般会計出資金６，８００万円を固有資本金に繰り入れ、令和５年度純利

益 ４ ６ ７ 万 １ ， ６ １ ２ 円 を 建 設 改 良 積 立 金 へ 積 み 立 て 、 翌 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 を

１億２，４８９万５，１４１円とするものであります。  

 以上、令和５年度知名町水道事業会計剰余金の処分案についてのご説明でござい

ました。よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  
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 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから本案に対する質疑を行います。  

 質疑ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４８号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４８号、令和５年度知名町水道事業会計剰余金の処分につい

ては原案のとおり可決されました。  

 

△日程第２  議案第４９号  令和５年度知名町下水道事業会計剰余金  

             の処分について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第２、議案第４９号、令和５年度知名町下水道事業会計剰余金の処分につい

てを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第４９号は、令和５年度知名町下水道事業会

計剰余金処分についての案件であります。  

 当年度未処分利益剰余金は１，５２８万６，３５２円となっております。処分と

し て 一 般 会 計 出 資 金 １ 億 ５ ， ０ ５ ８ 万 ８ ， ０ ０ ０ 円 、 令 和 ４ 年 度 繰 越 金 ５ ３ ５ 万

６ ， ５ ２ ２ 円 を 固 有 資 本 金 に 繰 り 入 れ 、 令 和 ５ 年 度 純 利 益 １ ， ５ ２ ８ 万



― 133 ― 

６，３５２円を減債積立金へ５００万円、利益積立金へ５２８万６，３５２円、建

設改良積立金へ５００万円それぞれ積み立て、翌年度繰越利益剰余金分をゼロ円と

するものであります。  

 以上、令和５年度知名町下水道事業会計剰余金処分の案についてご説明をいたし

ました。よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから本案に対する質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第４９号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第４９号、令和５年度知名町下水道事業会計剰余金の処分につ

いては原案のとおり可決されました。  

 

△日程第３  決算審査特別委員会の設置  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第３、認定第１号、令和５年度知名町一般会計歳入歳出決算認定についてか

ら認定第８号、令和５年度知名町下水道事業会計歳入歳出決算認定についてまでの

８件は、一括議題とします。  

 ただいま一括議題となっています認定第１号から認定第８号までの８件は、議長

及び監査委員の福井源乃介議員を除く１０名で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することにしたいと思います。  
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 ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、認定第１号から認定第８号までの８件は、議長及び監査委員の福井

源乃介議員を除く１０名で構成する決算審査特別委員会に付託することに決定しま

した。  

 引 き 続 き 、 決 算 審 査 特 別 委 員 会 が 開 か れ ま す 。 決 算 審 査 特 別 委 員 会 は １ ０ 時

１０分からの予定です。しばらくお待ちください。  

 しばらくお待ちください。  

 先ほど、そのまま特別委員会のほうに入りましたが、一旦、本会議を終了して決

算委員会に入りたいと思います。  

 訂正して、途中からまたスタートしています。  

 したがって、認定第１号から認定第８号までの８件は、議長及び監査委員の福井

源乃介議員を除く１０名で構成する決算審査特別委員会に付託することに決定しま

した。  

 本日の日程は全て終了しました。  

 引 き 続 き 、 決 算 審 査 特 別 委 員 会 が 開 か れ ま す 。 決 算 審 査 特 別 委 員 会 は １ ０ 時

１５分からの予定です。しばらくお待ちください。  

散  会  午前１０時０８分  



 

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年  第 ３ 回 知 名 町 議 会 定 例 会  

 

 

第 ４ 日 

令 和 ６ 年 ９ 月 30 日  
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令和６年第３回知名町議会定例会議事日程  

令和６年９月３０日（月曜日）午前 10時 00分開議  

 

 

１．議事日程（第４号）  

 ○開議の宣告  

 ○日程第   １  令和５年度  各会計決算の認定（決算審査特別委員会委員長報  

         告）  

 ○日程第   ２  承認第１０号  専決処分事項の承認を求めることについて  

                令和６年度知名町一般会計補正予算（第２号）  

                について  

 ○日程第   ３  議案第５０号  令和６年度知名町一般会計補正予算（第３号）  

                について  

 ○日程第   ４  議案第５１号  令和６年度知名町国民健康保険特別会計補正予  

                算（第１号）について  

 ○日程第   ５  議案第５２号  令和６年度知名町介護保険特別会計補正予算  

                （第１号）について  

 ○日程第   ６  議案第５３号  令和６年度知名町後期高齢者医療特別会計補正  

                予算（第１号）について  

 ○日程第   ７  議案第５４号  令和６年度知名町奨学資金特別会計補正予算  

                （第１号）について  

 ○日程第   ８  議案第５５号  令和６年度知名町水道事業会計補正予算（第２  

                号）について  

 ○日程第   ９  議案第５６号  令和６年度知名町下水道事業会計補正予算（第  

                １号）について  

 ○日程第  １０  議案第５７号  財産（光ファイバケーブル設備及び附帯設備）  

                の処分について  

 ○日程第  １１  議案第５８号  工事請負契約の締結について（令和６年度田皆  

                第二団地改修工事）  

 ○日程第  １２  議案第５９号  第２次知名町男女共同参画基本計画の策定につ  

                いて  

 ○日程第  １３  議案第６０号  財産の取得の追認について  

 ○追加日程第１  議案第６１号  工事請負変更契約の締結について（令和５年度  
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                下平川小学校予防改修工事）  

 ○日程第  １４  同意第  ２号  知名町固定資産評価審査委員会委員の選任に付  

                き同意を求めることについて  

 ○日程第  １５  同意第  ３号  知名町固定資産評価審査委員会委員の選任に付  

                き同意を求めることについて  

 ○日程第  １６  同意第  ４号  知名町固定資産評価審査委員会委員の選任に付  

                き同意を求めることについて  

 ○日程第  １７  同意第  ５号  知名町農業委員会委員の任命に付き同意を求め  

                ることについて  

 ○日程第  １８  同意第  ６号  知名町教育委員会教育長の任命に付き同意を求  

                めることについて  

 ○日程第  １９  同意第  ７号  知名町教育委員会委員の任命に付き同意を求め  

                ることについて  

 ○日程第  ２０  同意第  ８号  知名町教育委員会委員の任命に付き同意を求め  

                ることについて  

 ○日程第  ２１  発議第  ５号  議員派遣の件について  

 ○日程第  ２２  決定第  ５号  閉会中の継続調査の件について  

 ○閉会の宣告  

 

 

１．本日の会議に付した事件  

 ○議事日程のとおり  
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１．出席議員（ 12名）  

議席番号     氏    名   議席番号     氏    名  

  １番   田  尻    博  樹  君     ２番   長  山    美  香  君  

  ３番   原  﨑    幸  雄  君     ５番   西      □ 信  君  

  ６番   髙  風    勝一郎  君     ７番   福  川    勝  久  君  

  ８番   窪  田      仁  君     ９番   根  釜    昭一郎  君  

 １０番   西      文  男  君    １１番   福  井    源乃介  君  

 １２番   川  畑    光  男  君    １３番   外  山    利  章  君  

 

１．欠席議員（０名）  

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

議会事務局長  藤  田  孝  一  君   議 会 事 務 局 主 事   元  榮  聡  子  君  

 

１．地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した当局職員の職氏名  

職   名   氏   名    職   名   氏   名   

町 長  今  井   力  夫  君   副 町 長   赤  地   邦  男  君  

教 育 長  田  中   幸太 郎  君   総 務 課 長   成  美   保  昭  君  

総務課長補佐  西     富士 雄  君   企画振興課長   永  野   道  也  君  

農 林 課 長  岡  越     豊  君   農 業 委 員 会 事 務 局 長   上  村   隆一 郎  君  

建 設 課 長  英     敬  一  君   耕 地 課 長   下  田   浩  治  君  

会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長

 
平     和  仁  君   税 務 課 長  

 
井  上   修  吉  君  

町 民 課 長  元  栄   吉  治  君   保健福祉課長   中  村   里佐 子  君  

上下水道課長  久  永   裕  一  君   保 健 福 祉 課 参 事   根  本   幸  治   君  

教 育 委 員 会 事 務 局 長  池  沢   由美 子  君   子 育 て 支 援 課 長   原  田   孝  二  君  

学 校 給 食

センター所長

 
東     里  樹  君   

教 育 委 員 会  

事 務 局 参 事  

 
田  邊     栄  君  

保 健 福 祉 課 係 長  武  元   沙  織  君   建 設 課 参 事   夏  迫   裕  作  君  
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△開  会  午前１０時００分  

 

○議長（外山利章君）  

 議場におられる皆様、ご起立ください。  

 おはようございます。お座りください。  

 これから本日の会議を開きます。  

 金曜日の決算認定の窪田議員の質疑に対し、追加の説明があります。  

○耕地課長（下田浩治君）  

 金曜日の決算審査特別委員会の中で、歳入歳出決算書の６２ページ、５款、５項、

１４目多面的機能支払交付金事業費の１８節交付金について、窪田  仁委員から、

交付金の返還は発生しないのかというご質問でしたが、詳細な説明をさせていただ

きたいと思います。  

 持ち越し金の返還については、対象農用地の面積が減少したり、対象農用地が適

切に保全管理されていないと返還することとなっており、組織が解散した場合は返

還は生じますが、知名町は平成２７年１２月から広域化されておりまして、予算流

用が可能ですので、面積減による返還は生じないものと考えております。  

 しかし、事業計画に定められていない活動を行った場合、適切に保全管理がなさ

れていないと捉えてしまいますので、適正に交付金が活用していただけるように、

各組織代表と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議長（外山利章君）  

 西議員の質疑に対しても追加の説明があります。  

○農業委員会事務局長（上村隆一郎君）  

 同じく決算審査の特別委員会の中で、西委員のほうから、地域集積協力金の正名

地区の状況について質問がありましたので、お答えしたいと思います。  

 正名地区においては、地域集積協力金を１，２４０万２，６００円交付を受けて

おります。その交付について、畑かんの整備に合わせて負担金の支払いをその協力

金 の 中 か ら 負 担 を し て い る 状 況 で し て 、 令 和 ５ 年 度 ま で の 累 計 で ７ ４ ８ 万

５，２９３円の負担を、その協力金の中から負担金としてお支払いをしております。  

 したがいまして、残金が４９１万７，３１２円残っておりますので、事業完了後、

これをまた地区においてどう予算を消化するのか、そこでもまた話合いを持ちたい

と考えております。  

 以上です。  
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△日程第１  令和５年度各会計決算の認定（決算審査特別委員会委員  

      長報告）  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１、令和５年度各会計歳入歳出決算認定についてを一括議題とします。  

 本件について、決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。  

○７番（福川勝久君）  

 知名町議会議長、外山利章殿。  

 知名町議会決算審査特別委員会委員長、福川勝久。  

 委員会報告。  

 令和６年第３回知名町議会定例会で当委員会に付託されました事件について、審

査の結果、下記のとおり決定しましたので、報告いたします。  

記  

 １、委員会名称、決算審査特別委員会。  

 ２、設置年月日、令和６年９月２７日。  

 ３、審査期間、令和６年９月２７日。  

 ４、付託事件、認定第１号、令和５年度知名町一般会計歳入歳出決算。  

 認定第２号、令和５年度知名町国民健康保険特別会計歳入歳出決算。  

 認定第３号、令和５年度知名町介護保険特別会計歳入歳出決算。  

 認定第４号、令和５年度知名町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。  

 認定第５号、令和５年度知名町奨学資金特別会計歳入歳出決算。  

 認定第６号、令和５年度知名町土地改良事業換地清算特別会計歳入歳出決算。  

 認定第７号、令和５年度知名町水道事業会計歳入歳出決算。  

 認定第８号、令和５年度知名町下水道事業会計歳入歳出決算。  

 ５、審査結果、付託事件全てを認定すべきものと決定。  

 以上で報告を終わります。  

○議長（外山利章君）  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午前１０時０７分  

─────────────── 

再  開  午前１０時０９分  

○議長（外山利章君）  
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 休憩前に引き続き会議を開きます。  

○７番（福川勝久君）  

 ６、附帯意見、決算審査の結果を意見として集約して、議長から執行機関に申し

入れます。  

 以上で報告を終わります。  

○議長（外山利章君）  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 質疑なしと認めます。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 認 定 第 １ 号 、 令 和 ５ 年 度 知 名 町 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て か ら 認 定 第

８号、令和５年度知名町下水道事業会計歳入歳出決算認定についてまでの８件を一

括して採決します。  

 この採決は起立によって行います。  

 この決算に対する委員長の報告は、８件とも認定とするものです。  

 この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。  

〔「起立多数」〕  

○議長（外山利章君）  

 起立多数です。お座りください。  

 したがって、認定第１号から認定第８号までの８会計の歳入歳出決算については、

認定することに決定しました。  

 

△日程第２  承認第１０号  令和６年度知名町一般会計補正予算（第  

             ２号）について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第２、承認第１０号、専決処分事項の承認を求めることについて、令和６年

度知名町一般会計補正予算（第２号）についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  
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○町長（今井力夫君）  

 それでは改めまして、議場内の皆様、おはようございます。本日の審議もどうぞ

よろしくお願いします。  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました承認第１０号は、令和６年度知名町一般会計補正

予算（第２号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ６，９２１万６，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ７０億２，１８９万７，０００円と定めております。  

 主な補正内容は、歳入につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金を増額計上しております。  

 歳出につきましては、国が進める低所得者支援及び定額減税調整給付金のため、

給付金・定額減税一体支援枠事業費を新規計上しております。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳出、４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ、歳出、６ページまで。  

○１０番（西  文男君）  

 ６ページの５目ですが、事業費６，９００万円強でなっております。実際に、町

民への給付金の開始、それから終了を、時期をどれぐらい考えているかお伺いしま
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す。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 給付の開始につきましては、８月の上旬に行っております。  

 要綱上、確認書の提出期限は１０月３１日にしております。  

○１０番（西  文男君）  

 確認書が１０月３１日、それで確認してから最終支払いということですか。それ

とも１０月３１日に全て申請が上がって、全て給付するということでよろしいです

か。  

○総務課長補佐（西  富士雄君）  

 確認書の提出期限が１０月３１日でありまして、１０月３１日までに届いた分に

ついては、１１月にまとめて支給をするということでございます。  

○１０番（西  文男君）  

 確認申請書が１０月３１日ということですので、漏れがないように、提出してい

ない方々、ぜひ町のほうから連絡を取っていただいて、申請期限に間に合わなかっ

たということが一切ないよう強く要請して終わります。  

○議長（外山利章君）  

 ほかにございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから承認第１０号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、承認第１０号、令和６年度知名町一般会計補正予算（第２号）につ

いては、原案のとおり可決されました。  
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△日程第３  議案第５０号  令和６年度知名町一般会計補正予算（第  

             ３号）について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第３、議案第５０号、令和６年度知名町一般会計補正予算（第３号）につい

てを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第５０号は、令和６年度知名町一般会計補正

予算（第３号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ１億３，８２６万６，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ７１億６，０１６万３，０００円と定めております。  

 主な補正内容は、歳入につきましては、交付決定により普通交付税を増額計上、

令和５年度決算確定に伴い繰越金を増額計上しております。  

 歳出につきましては、畜産飼料価格高騰対策事業費及び緊急浚渫推進事業費を新

規計上、学校施設整備費を増額計上しております。  

 地方債は、緊急浚渫推進事業費債及び中学校施設改修工事費債を追加し、各起債

限度額の調整により変更を行っております。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしく審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ。  

 歳出、２ページ。  

○１１番（福井源乃介君）  

 水道水の硬度低減化、令和９年度供用開始に向けて、財源が大きな課題でありま

したが、先般の行政報告の中で、財源については国交省あるいは奄振等々でおおむ

ねめどがついた旨の報告がありました。  

 これは、本体工事、原水の処理施設等を含め、令和９年には硬度１００前後のお

いしい水が全世帯に供給、給水されるということでしょうか、町長。  

○町長（今井力夫君）  

 当初計画どおり、本町の高硬度の水道水を、硬度を落としていくという硬度低減
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化に向けて、現在、配管工事等々を進めております。  

 今現在、第４水源についてのくみ上げに係る装置の設定等を行っているところで

ございまして、令和７年度の予算というのが、先般おおよその分が出てまいりまし

たけれども、本町が期待しているような予算配置等が難しい面もございましたけれ

ども、その後の交渉等によりまして、令和８年の完成に向けて、国としても積極的

に予算配分等を進めていきたいというふうな回答をいただいておりますので、当初

計画どおり令和８年度には完成をさせて、令和９年度から町民の皆様に硬度低減化

をしたおいしい水の配水ができるように取り組んでまいりたいと思っております。  

 以上でございます。  

○１１番（福井源乃介君）  

 原水の処理については、極力副産物、産業廃棄物が出ない工法を採用するという

情報でありますが、実際に原水処理について、新人議員もいますので、詳細をお願

いします。  

○上下水道課長（久永裕一君）  

 処理方法としましてはＥＤＲ法に決定をしております。これについては、電気分

解をしてカルシウムを抜くという形を取っていますので、副産物は出ないものと思

っております。  

 あと、硬度が１００以下というところについては、おととしその装置を、小さい

ものですけれども、上城の浄水場に設置をしまして実証実験をしております。その

段階で硬度１００、また、硬度５０まで落とせるような装置というところは確認は

させていただいておりますので、そのＥＤＲ法を採用して進めていきたいと考えて

おります。  

○１１番（福井源乃介君）  

 現時点で事業費が確定していない中で、水道料金について議論するのは時期尚早

かと思います。しかしながら、昨今の物価高騰、そして公共料金の大幅な値上げと

いうのは家計をやっぱり直撃します。町民生活を直撃するので避けなければならな

い。しかしながら、一方で受益者負担の原則、そして、たかだか１億７，０００万

円ぐらいの水道事業会計の中でやりくりは厳しいという認識の中でありますが、水

道料金の、いずれにしても値上げせざるを得ない中で、現段階で基本的にどう考え

ているのか。  

○上下水道課長（久永裕一君）  

 今、浄水場の詳細設計のほうをしています。これが今年度上がってくると考えて

おります。  
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 その中で、当然事業費というものが確定をしていきますので、またその段階で試

算をしながら料金というものは決めていきたい。  

 先ほど議員もおっしゃったとおり、もう直接町民に関わってくるものなんですけ

れども、慎重に検討して、値上げをする時期というものも今後検討していきたいな

と思っておりますし、上下水道運営委員会の中でもしっかり検討していき、町民、

また議会のほうにも期間を十分置いて説明はしていきたいと考えております。  

○議長（外山利章君）  

 歳出、２ページ、３ページ。  

○１１番（福井源乃介君）  

 町 長 、 製 氷 機 の 再 整 備 に つ い て 、 私 の 一 般 質 問 に 対 し 、 や る と い う 答 弁 の ま ま

５年が経過をしております。最近になって動き出しているようでありますが、製氷

機の再整備について、やるのか、やらないのか。  

○町長（今井力夫君）  

 あれから５年ですかね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○町長（今井力夫君）  

 製氷機の設置につきましては、当然第一の利益を被るのが漁民の皆さんでござい

ますので、これまで和泊町の設置している製氷機まで出かけていって、氷を船に積

んで、それから漁に出ていかなければいけないという、非常に煩雑さを持っており

ます。  

 あわせて、議員がご指摘というのは、和泊町に氷を一般町民が買いに行ったとき

に和泊町で買物をしてしまう。その結果、消費税が和泊町に落ちて、知名町に消費

税が落ちないと。これでは町内の経済循環というのがうまく回らないのではないか

と、そういうふうなもろもろの視点、それから町民の利便性と、こういうふうなも

のを考えたら、製氷機の新設というのは必要ではないかというご提案だったと思い

ます。  

 ５年たっておりますけれども、今現在、担当課とどのような建屋を造って、最新

の製氷機を入れるとしたらどれぐらいの予算が生じてくるのか、また、その財源を

どうしていくのかということを、今現在、詳細に検討を始めている方向、する方向

で我々としては細かい財源のチェックというものを行っている最中でございます。  

 また、漁業集落の皆さんとも、どのような製氷機を設置していくべきかというよ

うなあたりでの話合いも今現在進めているところでございます。しばらくまだ町民

の皆さんに不便をおかけしますけれども、我々といたしましては、町民の利便性と、
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それから漁業振興というようなあたりから進めていかなければいけない事業ではな

いかと考えております。  

 以上です。  

○１１番（福井源乃介君）  

 和泊漁港まで買いに行く負担、それから量販店もあって、ついでにということも

あって、本町にとっては経済的マイナスが大きいと思います。ぜひ早急に進めてい

きたいと思っておりますが、農林課長、スケジュール的にどう考えているのか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 製氷機のスケジュールについては未定でございます。  

 今、概算の見積り等を検討して、その中で漁業者の皆さんとどういった製氷機が

必要であるのか、そういった中身を詰めさせていただいて詳細の設計に入っていき

ますが、その中で、この金額でまずやるのかやらないのか、それからどういった事

業を活用するのか、そういったことを検討して進めてまいりたいと思います。  

○１１番（福井源乃介君）  

 漁業集落の皆さん、それから知名町の漁業者の皆さんが油を差したり、日々の保

守点検もしながら管理もしたいという申出もありますので、既存の建屋はやはり利

用しなければ、また土地購入、建屋、製氷機と余分な金がかかりますので、ぜひ既

存の建屋を利用した形で、また、漁業者の皆さんが日々の保守点検等ができるよう

な、契約じゃないけれども文章に残して、きちんと進めていただきたいと思います。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 漁業者の皆様からは、ありがたいことに、そのような声をいただいておりまして、

今後も協力をしていきたいと思います。  

 製氷機につきましては、今、新設を行うのか、中身の更新でいくのか、既存の建

物が平成３年度に建てたものになりますので、もう建物としての耐用年数もかなり

過ぎておりますので、そこについて補助事業を活用した場合、しなかった場合、更

新した場合、新設した場合、いろんな事業費の中で、町の負担が最も少ない形で検

討していきたいと思っております。  

○議長（外山利章君）  

 続けます。  

 第２表、地方債補正、４ページ。  

○１１番（福井源乃介君）  

 総務課長、福川議員の発議で旅費の適正処理ということで、７月１日から航路、

航空路、鉄道等々、領収書の添付が義務化されております。  
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 約３か月が経過をしましたが、例えば議会においては、シルバー割引との差額の

返納とか、あるいは障害者割引との差額の返納とか、あるいは飛行機と船賃の差額

の返納とか、そういう事案がありましたか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 ７月から、航空運賃につきましては、旅費の精算の段階で添付を義務づけており

ます。その他につきましては領収書等の義務は行っていませんが、やはり最短、最

安、適正な旅行というものが原則でありますので、それに従うような形での改正を

常に心がけております。  

○１１番（福井源乃介君）  

 じゃ、そういう事案はなかったと、返還の実績。  

○総務課長（成美保昭君）  

 現在のところ、返還の実績はありません。  

〔「いや、返しているよ。ちゃんと確認して」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午前１０時３１分  

─────────────── 

再  開  午前１０時３２分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

○１１番（福井源乃介君）  

 そしたら、職員あるいは外部団体、そういう、福川議員の発議でせっかくできた

制度ですので、成果があったのかなという確認であります。  

 ですから、議会、それから職員、外部団体、老連、地女連、あるいは体協等々の

そういう事案はなかったのか。  

○会計管理者兼会計課長（平  和仁君）  

 福井議員の質問に回答いたします。  

 旅費の精算について、航空券については領収書をつけるということで日々確認を

しておりますけれども、それについて返納はなかったと記憶しております。  

○議長（外山利章君）  

 ４回目です。福井議員、締めてください。  

〔「ああ、さっきのも数えるか。最後」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  
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 最後、はい。  

○１１番（福井源乃介君）  

 株主優待券等々については、東京羽田とか、あるいは先般、北海道出張等があり

ましたけれども、そういうのにうまく使うように工夫はされているのでしょうか。  

○総務課長（成美保昭君）  

 株主優待券につきましては、ＪＡＣの路線でしか使えません。そのために鹿児島

沖永良部、沖永良部那覇、鹿児島福岡等、ＪＡＣの路線があるところでしか使えま

せんので、講師を呼んでの旅費とか、こちらから支出する旅費等には使っておりま

す。  

○議長（外山利章君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳出、６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、７ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ８ページ。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 ８ページの１６款、３項の７目教育費の委託金で、地域スポーツクラブ活動体制

整備事業委託金、内容の説明をお願いします。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 こちらは、歳出のほうで地域運動部活動推進事業費を教育委員会のほうで持って

おりますが、その中でＥＬＯＶＥさんのほうにコーディネート料として２４５万円

の予算を組んでおります。国のほうから３分の２の補助がございますので、その分

につきまして額が確定しましたので、委託金のほうで計上させていただいておりま

す。  

○６番（髙風勝一郎君）  
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 また歳出のほうで、すみません、確認をしていないんですが、部活動地域移行に

関する内容だというふうに理解してよろしいでしょうか。分かりました。  

○議長（外山利章君）  

 ８ページ、９ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳出、１０ページから。  

 １０ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １１ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １４ページ。  

 １５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １６ページ。  

 １７ページ。  

 １８ページ。  

○１０番（西  文男君）  

 １８ページ、１９目土壌診断で５５０万円ぐらい上がっているんですが、以前は

これ委託をしていたと思うんですが、土壌診断器を町で購入し、それから、今以上

に土壌診断を行っていくという目的で購入したかと思うんですが、実際その具体的

な説明を求めます。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 この土壌診断器については、従来より農林課のほうでは土壌診断器を用いて土壌
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診断の受付を行って診断をしておりました。  

 ただ、土壌診断機器のほうが故障をしておりまして、正確な数値が出せない状況

にありましたので、抽出までは農林課、役場のほうで行いまして、診断のほうを普

及課、それから経済連等にお願いをしていた、その診断の委託をしていたというと

ころです。  

 今回、その土壌診断機器については債務負担行為で昨年計上させていただきまし

たけれども、６年度の導入になるのか７年度の導入になるか、ちょっと不透明でし

たので、債務負担行為という形にさせていただいていたんですが、今年度中に機器

の更新というか導入ができるということでしたので、今回補正予算で計上いたしま

して、新たな機器によりまして、また土壌診断を農林課で開始するということでご

ざいます。  

○１０番（西  文男君）  

 実際に年間どれぐらいの持込み量があるかをお伺いします。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 正確な数字はちょっと把握しておりませんが、昨年度の診断件数は５４０件ほど

だったと把握しております。  

○１０番（西  文男君）  

 購入で、将来的には例えば目標数値を設定して購入してあると思います。これ、

しかも一般財源ですので、その辺、具体的に計画を示していただくよう要請します。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 土壌診断につきましては、今は肥料高騰等がある中で、土壌の状況を把握して、

少しでも減肥、それから適正な施肥、そういった農業の振興につなげていただきた

いということでの土壌診断でございますので、今後も、土壌診断については推進を

図りながら進めてまいりたいと思います。  

〔「目標数値」と呼ぶ者あり〕  

○農林課長（岡越  豊君）  

 その土壌診断の目標数値というのはちょっと設けてはおりませんが、できれば施

設等については毎年度、それから露地の品目については、ちょっと様子がおかしい

なという品目についてはぜひ持ち込んでいただきたいと思います。  

○議長（外山利章君）  

 ほかにございませんか。  

○１１番（福井源乃介君）  

 新人教育のつもりで、総括があと２件ありましたが、ここでやりたいと思います。  
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 サトウキビの振興について、２，０００トンを目標にする農家が２戸、それから

生産量１，０００トンを目指す農家が５戸ほどありますので、これからの糖業振興、

長いスパンで考えたときに、農家戸数の減少、そして農地の適正利用という点から

育成という形でする中で、農林課として２，０００トン農家育成プラン、あるいは

１，０００トン農家育成プランをつくって後方支援をすべきじゃないかと考えてお

りますが、いかがですか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 今現在、サトウキビの増産プロジェクトの来年度見直しが行われます。その中で、

農家の機器導入であったり、その機材の導入である目標、それから反収の目標、全

体的な生産量の目標等を立ててまいりますので、その中でサトウキビの大規模経営

を志すという方たちがいるということであれば、当然どのような支援をしていくと

いうのは検討していきたいと思います。  

○１１番（福井源乃介君）  

 金をくれということじゃなくて、例えば後方支援ですので、農地の集積であると

か、あるいは団地化であるとか、あるいはそういう経営、意欲のある若者、担い手

を育てるというプランでぜひ進めていただきたいと思います。  

 持続的な糖業振興をするためには、交付金の引上げということも考えていかなけ

ればなりません。平成１９年度から現在の品質取引、甘味資源法に基づいた糖価調

整制度になって、交付金と原料買入れ価格でトン当たりの生産価格が決まっていま

す。幸い今年は南栄糖業の買取りが１，１１０円トン当たり上がりました。昨年が

８００幾らかだったと思いますが、これはやはり一時的なものであって、基本給に

当たる交付金が上がれば持続的に農家の所得が増えるわけですので、平成１９年、

一万六千……。  

〔「６８０円」と呼ぶ者あり〕  

○１１番（福井源乃介君）  

 いや、今が１万６，８６０円、最初は１万６，３２０円からスタートして、十五、

六年たっても５４０円ぐらいしか上がっていないんですよ、サトウキビ交付金とい

うのは。だから、これをやっぱり引き上げることが農家の所得向上につながってい

きますので、その辺は全郡的に沖縄も含めてやるべきじゃないかなということで考

えています。  

 首長会の中でも議論がされていると思いますが、町長、この点について。  

○町長（今井力夫君）  

 今ご指摘のサトウキビの買取り価格を上げていかないと、昨今の肥料等の高騰、
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こういうものに対応できないじゃないかということと、一番首長会の中でよく話題

になるのが、生産者が意欲を持って取り組めるというのは、価格をやはり生産者が

所得向上を目指すことのできるような、意欲を持って取り組んでいけるような価格

でないといけないのではないかというあたりで、我々としても機会あるごとに、中

央要請活動の中で、サトウキビの買取り価格の値上げというものについては毎回項

目の中に入れて取り組んでいるところでございますので、議員おっしゃるとおりに、

これはサトウキビを生産している地域全体で取り組んでいくことによって国を動か

すことができるのではないかなと考えておりますので、今後とも、また関係機関、

そして関係地域と連携した取組を進めてまいりたいと考えております。  

○１１番（福井源乃介君）  

 一般質問の中でもありました。４月から改正奄振法が施行されて、沖縄との交流

促進ということが盛り込まれております。種子島から八重山諸島までありますので、

沖縄と連携して、タイアップして活動していくという考えはありませんか。  

○町長（今井力夫君）  

 先ほど申し上げたとおりでございまして、関係機関、そしてサトウキビ生産に関

わっている地域が一体となって取り組んでいく必要があると思っておりますので、

このようなことにつきましては、やんばる広域連携、そういうものも含めて、また

サトウキビ生産者の皆さんが沖縄への今視察等も積極的に行っておりますので、そ

のあたりの情報も収集しながら、両県で対応できていかないかというようなことは

大切なことだと認識しておりますので、取り組んでまいりたいと考えております。  

○議長（外山利章君）  

 １８ページはほかにございませんか。  

○８番（窪田  仁君）  

 ３２目畜産振興の高騰対策事業なんですけれども、細かい詳細を、提示を伺いま

す。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 こちらにつきましては、今、飼料価格高騰対策ということで計上しております。  

 その中身としましては、今、子牛を育てるに当たっていろんな飼料、配合飼料と

かミルクとかを使用しますが、その価格上昇分を１頭当たり２万円というふうに計

算をいたしまして、出荷頭数掛ける２万円、７５０頭を見込んでこの額となってお

ります。  

○８番（窪田  仁君）  

 とてもいい、すばらしい事業だと思います。  
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 取り巻く環境は若干厳しい状況にありますので、耕畜連携、これと並行して、例

えば冷蔵ジャガイモを植えた後に畑が空いて、そこにソルゴーを植えて緑肥対策を

取るんですけれども、そこに畜産の、ジャガイモのソルゴーじゃなくて畜産専用の

ソルゴーを植えて連携をすることで畑が２回転できる、さらには畜産農家がよくな

る、飼料が高いんですけれども、さらに飼料が大量に残るというその中にあって、

バレイショでも緑肥を入れて輪作体系を取るんですけれども、畜産農家に畑を貸す

ことによって、ソルゴーを植えなくて、ロータリーもかけなくて、手間暇がかから

ないという。ソルゴーを植えた後にすき込んで、またジャガイモ農家はジャガイモ

を植えるんですけれども、その間に畑が大分空きますから、そこに緑肥を植える、

進めるようにしてほしいんですけれども、その辺はどうでしょうか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 ありがとうございます。  

 今、耕畜連携につきましては推進をしてまいりたいと思っております。自給粗飼

料をしっかり確保していくこと、それから土作り、地力の増進にもつながるもので

ございますので、今現在、畜産農家の皆様にアンケート等を出して、耕畜連携につ

いてやった場合に、草をまだ必要としているのか、出せる堆肥はあるのか、そうい

ったような聞き取りをしております。  

 その中で、バレイショの後に例えば緑肥を作ったときに、子牛、畜産のほうに影

響がない窒素量なのかとか、そういったところを確認をしている段階で、それが大

丈夫だということであれば積極的に推進をしてまいりたいと思っております。  

○８番（窪田  仁君）  

 そうですね、私は個人的に１町５反ほど畜産農家に無償でソルゴーというか、飼

料を作ってくださいということで、ちょっと畑が遠いので、ロータリーをかけに行

くのも大変ですので、それを作って、最後ロータリーをかけてくれれば手数は要ら

ないですよ、手数料は要りませんよという流れをやっているんですけれども、安心

して元気が出るように、畜産農家をさらに長い期間でご支援していただくよう要請

して終わります。  

○１０番（西  文男君）  

 同じ項目です。  

 ３２目、非常に自主財源１，５００万円を投入して、約７５０頭の子牛の競りに

出した実績ということですが、肥料、飼料のみならず、燃料費もすごく上がってお

りまして、畜産農家の経営に非常に大きなダメージを与えております。  

 そして、２万円という形なんですが、さらに今の状況下は続くと思うんですね。
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あの国際情勢の中、ウクライナ侵攻等々ありますので、その辺含めてですが、今回

は１頭当たり２万円というふうな補助を一般補正で上げておりますが、今後このよ

うな状況が続いたら、また状況によっては補助をするというふうな考え方はいかが

でしょうか。  

○農林課長（岡越  豊君）  

 ありがとうございます。  

 これまで西議員等の一般質問の中でも答弁をしてまいりましたが、肥料・飼料、

そういう肥料、生産資材の高騰については全農家でございます。それについて価格

上、海外にほとんど原材料を依存しておりますので、その価格の上昇分を今後もず

っと補塡をし続けるのかということについては、少しそこはできないと。そういう

ことを、補塡的な助成を継続的に行っていくことは非常に難しいということを答弁

いたしまして、その中で、高止まりする肥料等について、どう化学肥料を削減して

有機肥料に替えていくか、そういうところに知恵を絞ってまいりたいということで

答弁をさせていただいておりました。  

 今回、畜産の厳しい状況というのは、飼料価格等の高騰もですが、かなり子牛の

単価等も低下をしておりまして、その中で今何とか畜産を支えたいと、そういう思

いでの今回の補正予算でございますので、今後これをずっと継続していくのかとい

うところにつきましては、ちょっと状況次第というわけではございませんが、もっ

とこれが厳しいところが続くなら、今後先行きが不透明な状況でございますので、

今農林課のほうで検討しておりますのは、厳しい単価状況ではございますが、しっ

かりと血統が良くて体重が乗った子牛というのは価格もついておりますので、知名

の牛の商品性をしっかり高めていく、それから体重をしっかり乗せていく、そうい

ったことに取り組んでいきたいと、そういうことで価格の上昇を上げる、ちょっと

攻めの姿勢を持っていきたいなというふうに考えております。  

○１０番（西  文男君）  

 そうですね、去年、おととしと全国の闘牛ですか、トウギョウ……  

〔「飼育用牛」と呼ぶ者あり〕  

○１０番（西  文男君）  

 飼育用牛の日本一、連続、鹿児島黒牛が受賞されたということです。生産者の意

欲も非常に高まっております。  

 おっしゃるように、財政的に厳しいというふうな形は十分分かりますので、血統

のいい牛の種等についての補助は今どうなっていますか。  

○農林課長（岡越  豊君）  
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 今現在、優良牛の更新等については町有牛貸付導入基金のほうで行っておりまし

て、貸付けでございますので、直接的なそういう支援ではございません。  

 今後、良い血統、商品性の高い牛作りを目指すというような畜産振興会の意見で

ございましたら、当然そういう奨励金であるとか、そういう支援策については検討

してまいりたいと思っております。  

○議長（外山利章君）  

 最後です。  

○１０番（西  文男君）  

 町の農業施策の中で全ての農産物というふうな形で、畜産農家だけじゃなく、い

ろいろ農家はありますので、その辺を総合的に施策を打っていかなきゃいけないと、

農業立町として。  

 １つ、今畜産についてはおっしゃるとおり、優良種の増産というふうな形であれ

ば、当然牛の競りの価格が上がって農家に還元する、収入も上がっていくかと思い

ます。ただ、ほかの全ての今まで使った肥料、飼料、それから燃料等は下がる傾向

は一切ありませんので、そこら辺の現況、先ほどの答弁なんかもありましたが、見

極めていって、ぜひ早めに増産、増収についてはもう価格の上昇しかないと思いま

すので、それについての種子の補助は十分畜産農家と検討していただいて上げるよ

うにしていって、先ほど町長の答弁の中にもありましたが、生産者が意欲を持って

取り組めるような構築をぜひしていただいて、沖永良部牛の全国版で有名になって

いけば、また競り市価格も上がっていってプラスアルファになると思います。  

 ぜひ畜産農家の方々の意見を聞いて、何がベストなのかというふうな形で、今後

もその向上案を含めて種子のいい和牛、鹿児島黒牛を子牛として競りにかけられる

ように要請して終わります。  

○議長（外山利章君）  

 １９ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２０ページ。  

○１０番（西  文男君）  

 １７目の浚渫推進事業についてですが、説明書を見ますと、施設の下流域の安全

確保のための貯水池と維持補修、何か所かありますが、具体的に作業について、な

ぜ今この時期に上げたのかもお伺いします。  

○耕地課長（下田浩治君）  
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 １７目緊急浚渫推進事業費ですが、しゅんせつの「浚」という字、「さらう」と

読みますが、川底の土砂を掘り取って運搬作業することをしゅんせつといいますが、

ため池の土砂の撤去、そして周辺の樹木の伐採ができる事業となってございます。  

 昨年度に事業募集はあったんですが、詳細な説明が県からもなされておらず、今

年度６月に、県からこういう事業内容で、知名町でそういう箇所はございませんか

とありましたので、管理している改良区に確認したところ、町内４か所、ちょっと

土砂の撤去が必要、そして周辺の伐採が必要ということで、特に新城池なんですが、

豪雨のたびに赤土の流出ということで、海のほうに流出もあって、その土砂の撤去

を考えていたところでしたので、それで事業の申請をしたところです。  

○１０番（西  文男君）  

 おっしゃるとおり、非常にいい事業だなというふうに思います。  

 その後、池の中で防水シートが雑木等で、台風等々で刺さって防水シートが破れ

ている箇所はありますか、お伺いします。  

○耕地課長（下田浩治君）  

 今回４か所、上平川にあるんですが、余多貯水池と大当池、新城池、第１住吉集

水池を計画してございますが、余多貯水池でまだ水位が上がらない理由が、もしか

したら防水シートの破れかもしれないということで、この事業で土砂をさらう際に、

また確認できたらなと考えております。  

○１０番（西  文男君）  

 せっかく水を抜いて土砂を排除します。その辺を含めて今後は有効に利用できる

ように、その防水シートの確認をして、農家の方々に干ばつのときに有効に使える

ように計画し、実施していくよう要請して終わります。  

○議長（外山利章君）  

 ２０ページはほかにございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２１ページ。  

○８番（窪田  仁君）  

 道路整備についてなんですけれども、何回か言われたことがあって、町道の道路

整備のときにアスファルトを取るんですけれども、その深さが３０センチぐらいあ

って、別に３０センチまで掘らなくても、その半分ぐらいの深さで掘っても、今ま

で通っている道ですから転圧的には問題ないと言われるんですけれども、これは修

正はできないんですか、伺います。  
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○建設課長（英  敬一君）  

 今のご質問にお答えします。  

 表層のみ張り替えしている箇所以外、今おっしゃりました３０センチとか、下層

路盤、上層路盤、あと、中にはその下の路床までちょっと触る場合もございますが、

それにつきましては舗装の工事の前にＣＢＲ試験という調査をしております。その

結果によりまして、どれだけ厚み、路盤を造らないといけないというのがあります

ので、その基準に基づいて現在施工しているところでございます。  

 以上です。  

○８番（窪田  仁君）  

 例で言いますと、ウジジ浜の入り口のほうを舗装していたときに３０センチぐら

い掘り下げていたので、道路関係者から、隣町の方ですけれども、そこは転圧され

ていますから、もともと。それを剝ぎ取って張るのに、そこまで掘ってさらに転圧

するというのは経費のどうのこうのという話をしていましたので、これをもうちょ

っと修正して浅くして距離を延ばしたらどうかなと思うんですけれども、ちょっと

深く掘り過ぎているのが毎回通るたびに、何か問題あるのかないのか、そういう設

計上はしなければいけないのかという流れに触れますので、修正は厳しい、国の決

まりでできないということですか、伺います。  

○建設課長（英  敬一君）  

 現在、国の交付金事業を活用して事業を実施しておりますので、やはりそこは国

の基準どおりに施工しなければならないことになっております。  

 以上です。  

○８番（窪田  仁君）  

 ３回目ですので、分かりました。  

 ウジジ浜の６０センチぐらい削った点と隣町の石油スタンドの前辺りを見てみる

と、石油スタンドはあれですけれども、南栄糖業を超えたところ。南栄糖業を和泊

町に向かって行くと左側にガソリンスタンドがあるんですけれども、その辺りの道

路の整備をしていたのを見たんですけれども、そこまで掘っていなかったものだか

ら、両町は違う仕組みの施工でやっているのかなと思ったりもしたので、ぜひ、た

だ改善できるところがあれば改善されて、長い距離ができるような体制ができれば

なと思うところです。  

 以上です。  

○議長（外山利章君）  

 ２２ページ。  
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○１１番（福井源乃介君）  

 山 村 留 学 、 そ れ か ら 特 認 校 の 指 定 の お か げ で 、 上 城 小 学 校 の 児 童 数 が 来 年 度

２０人に迫るところまで復活をしております。非常に山村留学の皆さんが地域の活

性化や校区の活性化、そして学校の雰囲気等もよくなって、呼び込む形もできてい

ます。  

 その中で山村留学について、１年間の支援ですが、これをやはり３年程度そこで

生活をして経験していただくための新たな支援策をぜひ検討して、３年間、おおむ

ね２年、もちろん本人の希望ですので２年でもいいし３年、最長３年というところ

で検討していただきたいと考えておりますが、教育委員会。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 ただいまのご質問につきましてのお答えを申し上げますけれども、山村留学の連

絡協議会というものが本年度発足されました。私もその会に出たんですけれども、

県内各自治体で行われている留学の制度、そして、どのぐらいの期間留学するのか

とか、あるいは予算をどうするのかとか、そういう闊達な議論が交わされました。  

 ご指摘のことにつきましては、これは全体の財源を見ながらまた考えていかない

といけないことではありますけれども、これからも連絡協議会等を通じて、お互い

の情報を共有しながら検討していきたいと思います。  

○１１番（福井源乃介君）  

 どうしても教育委員会、やりたいことはいっぱいあるんですが、最後は財源なん

ですよね。  

 ですから、町長、基地交付金が２，７００万円あります。それから自衛隊基地の

借地料が１，０００万円弱ありますので、やはり教育に投資をしないといけない中

で、これらを、１，０００万円と言いましたけれども、借地料、特定財源として、

そういう教育長が裁量を持って使えるような予算の仕組みにはできないんでしょう

か。  

○町長（今井力夫君）  

 やはり財源なくして政策を語るなという名言どおりでございますけれども、先ほ

どの山村留学の延長につきましては、昨年度から教育委員会側には延長ができるよ

うな体制づくりを検討してごらんというふうに指示をしてあるところでございます。  

 その財源の部分につきまして、自衛隊の基地交付金等を使うかどうかという前に、

ふるさと納税のほうにも対応できる部分もございます。それから、もう少し我々と

しては、こういうふうな有人離島において人口減少をどう止めていくかという視点

がございますので、そういうあたりでは、今後奄振の中で実はこういうものが積極
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的に活用されるべきではないかなと考えておりますので、自前の財政を投入する以

前に、もう少し公的な財源というのを活用すべきじゃないかなというあたりで、大

島郡全体の共通課題として私は取り組んでいくべきかなと思っておりますので、そ

ちらのほうでまず先に対応してまいりたいなと考えております。  

○１１番（福井源乃介君）  

 何十年ぶりの２０人ということで、昨日、非常に話題になっておりまして、１人

卒業して４人入ってくるような、現在１７名ですが、そういう期待をしています。  

 ただ、やはり１年であるとすぐ抜けてしまう部分があるんで、最長３年というこ

とを、やはり基地、財源、ふるさと基金ももちろんですが、やはり特定財源として

１，０００万円、教育長、教育委員会裁量で使える、自由に。例えば今帰仁村に小

学生を派遣したり、今はちょっと途切れていますが、宮崎県の三股町に子供たちを

派遣したり、あるいは高校生をアメリカであるとか、オーストラリアであるとか、

いろんなグローバルな人材にするために、やはり毎年必ず入りますので、基地借地

料 、 基 地 交 付 金 、 や は り 一 つ の 、 教 育 長 、 ３ ， ０ ０ ０ 万 円 ぐ ら い 、 あ る い は

１，０００万円ぐらい自分たちの裁量で使える財源を、やはり教育の振興を考える

んであれば、来年度の予算編成等に当たってもぜひ考えていただきたいと思います。

いかがですか。どちらでも。  

○町長（今井力夫君）  

 以前もお話ししました。本年度の本町の教育予算が７％近くあります。日本全国、

大島郡のほかの地域と比べても本町が、以前は、数年前ですかね、私は９％台まで

一回上げた時期もあります。本町の教育予算というのは、ほかの市町村に比べたら、

私は教育には本町は十分、かなりの予算を投入しているなと考えておりますので、

幾つかのところで本町の予算をより効果的に使うために考えてまいりたいなと考え

ておりますので、今、議員からご提案のあったことにつきましては、しばらく庁舎

内でも検討をしてから返答させていただければなと思っておりますので、今の時点

ではそのレベルで回答をさせていただきたいと思います。  

〔「拡充させてください」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２２ページはほかにございませんか。  

○１番（田尻博樹君）  

 ２２ページなんですけれども、学校というか、保育園から小学校に上がった場合

に、例えばすまいるというのは知名、下平川ということで分かれるということで、

なかなか校区外での交流というのが今現在どういうふうになっているのか、お伺い
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いたします。  

〔「保育園じゃなくて」と呼ぶ者あり〕  

○１番（田尻博樹君）  

 保育園じゃなくて小学校、小学校へ入ってしまうとやはり友達がばらばらになる

ということで、小学校間での交流というのが現在、何か昔は行っていたと聞いてい

たんですけれども、例えば知名と下平川小学校での交流とか、過去にあったと聞い

ていたんですけれども、今現在どうなっているのか、なかったですかね、どうです

かね。  

○議長（外山利章君）  

 しばらく休憩します。  

休  憩  午前１１時１３分  

─────────────── 

再  開  午前１１時１４分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

○教育委員会事務局長（池沢由美子君）  

 各小学校等の交流なんですけれども、上城小、田皆小、住吉小においては３校の

合同学習等が実施されております。  

 また、宿泊学習であったり、修学旅行であったり、そういうものについては合同

で行うというようなこともありまして、その辺のところで小学生同士の交流は行わ

れているところでございます。  

○１番（田尻博樹君）  

 ありがとうございました。  

 一度子供たちが修学旅行等に行った場合に、こういった交流がふだんからあれば、

修学旅行はもっと楽しくなったり、中学校に上がった場合、やはりもっとすぐにな

じめるという意見がありましたので、ちょっと質問させてもらいました。ありがと

うございました。  

○議長（外山利章君）  

 ２３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２４ページ。  

○７番（福川勝久君）  
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 これ、２３ページの学校施設費ですか、説明書ではプールのろ過機の更新とあり

ますが、これから町内においての各プール、いろいろ塗り替えとか防水処理、また、

こういったろ過機の更新とか出てくると思うんですけれども、今後生徒数とかが減

っていく中で、プールの管理について今後どういった考えがあるのかお伺いしたい

と思います。１つにまとめたりするのか、そのまま維持していくのか。  

〔「学校統廃合のことですか」と呼ぶ者あり〕  

○７番（福川勝久君）  

 統廃合ではないです。プールに関してです。統廃合はもう全く関係ない。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 ただいまのご質問ですけれども、これは、学校プールは学校の施設の一部であり

ますので、当然○○学校という中の施設であります。したがって、学校再編と絡ん

でくる問題でございますので、そういった議論が起きない中では、当然その学校の

プールとして管理をしていくということになります。  

○７番（福川勝久君）  

 じゃ、もし今後統廃合等の話が出てくることになれば、プールもまとめていこう

とかいう形でよろしいんでしょうかね。できれば、そこに合わせてやるのか、それ

がなければ実際、多分まだほかの小・中学校、プールの維持管理で結構多分予算が

出ていくと思うので、そこは統廃合も含めた考えが必要だと思うんですけれども、

どうにか先にプールだけでも１か所にまとめるとか、そういった方向は可能である

のかお伺いします。  

○教育長（田中幸太郎君）  

 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、学校再編整備計画、これは仮でご

ざいますが、恐らくそういった名称の組織を立ち上げていかなければいけないと思

います。それは前回の定例会、この議会のほうでも私、答弁申し上げたんですけれ

ども、いずれそういった声が町民から上がってきたときに、そういった組織を立ち

上げて、手順を踏んでしっかりと議論をしていくということが必要になってきます。

その中で、学校のプールをどうするかということも恐らく検討材料に入ってこよう

かと思います。  

 すみません、それから、学校のプールだけではなくて、学校の施設を維持管理す

る費用としても大変大きな金額が必要になってきますので、そこも含めてそういっ

た協議会の中では議論していくということになろうかと思います。  

○７番（福川勝久君）  

 早めにそういった協議会を立ち上げて、ぜひ協議してもらいたいと思います。  
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 プールに関しては、やっぱり年間使う日数も限られておって、その中で多額の予

算が投じられると思うんで、費用対効果を含めた面でやはり考えていったほうがい

いのかなと思って、ここでちょっと質問いたしました。  

 早めにその協議会等を立ち上げて、学校維持管理に関して協議するよう要請して

終わりたいと思います。  

○議長（外山利章君）  

 ２４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２５ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５０号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第５０号、令和６年度知名町一般会計補正予算（第３号）につ

いては、原案のとおり可決されました。  

 しばらくお待ちください。議場の整理を行います。  

 

△日程第４  議案第５１号  令和６年度知名町国民健康保険特別会計補  

             正予算（第１号）について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第４、議案第５１号、令和６年度知名町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）についてを議題とします。  
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 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第５１号は、令和６年度知名町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ１，３５７万６，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１２億２，８０４万２，０００円と定めております。  

 主な補正内容は、歳入については、国民健康保険税を減額計上し、国庫支出金、

財産収入、繰越金を増額計上しております。  

 歳出につきましては、総務費、保険給付費、基金積立金を増額計上しております。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ、歳出、４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ、６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳出７ページ、８ページまで。  

○１０番（西  文男君）  

 お伺いします。  

 ８ページの基金積立ての１目１，０７８万５，０００円になっています。一般財

源ですから、これ当然、国民健康保険を納税している方々からの徴収だと思います。

それで、この基金が総額、今現在幾らあるのかお伺いします。  

○保健福祉課係長（武元沙織君）  
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 ただいまの西議員からの質問にお答えいたします。  

 一応令和５年の終了時の金額については、この間の決算書の１２４ページに基金

の額が載ってはいるんですが、また、６年度の国保会計のほうに６，０００万円繰

り入れていますので、大体今１億２，０００万円ほど残っている状態です。  

 以上です。  

○１０番（西  文男君）  

 大体必要なその基金ということでいつもお伺いしています。これは、国民健康保

険税の納付者の負担に直結している問題ですからお伺いしております。  

 先ほどあったように、１億８，０００万円あって６，０００万円ほどは充当しま

したよと。今回また１，０００万円、６年度で増額し、そうすると、これが可決さ

れればまた１億３，０００万円ぐらいになっていくかと思います。  

 それで、最終的な基金ということで、当然必要な金額は幾らかということで、ど

れぐらいの基金を積み立てようかというふうな計画だと思います。ですから、令和

６年度、基金の金額、総額は幾らを想定しているかお伺いします。  

○保健福祉課係長（武元沙織君）  

 この基金が目標の金額があるというわけではなく、毎年度こういう余剰金が出た

場 合 に 積 み 立 て て い っ て い る 形 な ん で す け れ ど も 、 こ の 基 金 は 今 の と こ ろ 、 令 和

４年度から知名町は基金が積み上がっていたので、県内トップクラスの安い保険税

率に制定しておりまして、県のほうから納付金という形で、税でこれだけ集めてく

ださいという金額があるんですけれども、その集めてくださいという金額と実際の

税収には今差額がありまして、その差額分にこの基金を充てていっているという状

態です。  

 令和６年度のを例に出して言いますと、今年度は一応見積りとして、税収の予定

額が１億１，９９０万円が予定額、現年度分になっているんですが、県から必要と

言われている額が１億９，４００万円になっています。その分の差額を、それが大

体７，４２０万円ほど不足しているんですけれども、保険基盤安定負担金とこの基

金からその分の差額を埋めていこうと思っております。  

 以上です。  

○１０番（西  文男君）  

 今の説明が非常に分かりやすかった。今度から説明書にそういうような形を書い

ていただいて、今言ったように、県から１億９４０万円とかそういう形で具体的に

書けばいいと。  

 町長が言ったように、令和４年度から知名町の国民健康保険税の金額が下がって
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おりますよというふうな形もいつも言われています。この理由が我々が理解できな

か っ た 部 分 で す の で 、 そ う い う よ う な 形 を 数 字 的 に 示 し て い た だ け れ ば 町 民 に も

我々も説明できますので、そういうことです。  

 これがずっと、じゃ、安いまま続くかというと、そういうことでもないわけです

よね。今おっしゃったように、皆さんのまずは健康診断、それから健康長寿命化、

要は医療費の減額等々、総額的になってくるかと思いますが、またその辺の啓発も

していただいて、国民健康保険税の減額ができるように一緒に努めていければなと

いうふうに思います。数字で分かりましたので、そのように説明したいと思います。  

 以上です。  

○議長（外山利章君）  

 ほかにございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５１号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 し た が っ て 、 議 案 第 ５ １ 号 、 令 和 ６ 年 度 知 名 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算

（第１号）については、原案のとおり可決されました。  

 

△日程第５  議案第５２号  令和６年度知名町介護保険特別会計補正予  

             算（第１号）について  

 

○議長（外山利章君）  

 日 程 第 ５ 、 議 案 第 ５ ２ 号 、 令 和 ６ 年 度 知 名 町 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第

１号）についてを議題とします。  
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 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第５２号は、令和６年度知名町介護保険特別

会計補正予算（第１号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ５，９５０万５，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ８億７，４７５万１，０００円と定めております。  

 主な補正内容は、歳入については、保険料、財産収入、繰越金を増額計上、繰入

金を減額計上しております。  

 歳出につきましては、基金積立金、諸支出金を増額計上しました。  

 歳入については、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳出、４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳出、６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳入歳出による質疑を終わります。  
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 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５２号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 し た が っ て 、 議 案 第 ５ ２ 号 、 令 和 ６ 年 度 知 名 町 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第

１号）については、原案のとおり可決されました。  

 

△日程第６  議案第５３号  令和６年度知名町後期高齢者医療特別会計  

             補正予算（第１号）について  

 

○議長（外山利章君）  

 日 程 第 ６ 、 議 案 第 ５ ３ 号 、 令 和 ６ 年 度 知 名 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算

（第１号）についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第５３号は、令和６年度知名町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ２７４万３，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ９，８１０万６，０００円と定めてあります。  

 主な補正内容は、歳入については、繰入金、繰越金、諸収入を増額計上しており

ます。  

 歳出につきましては、総務費、保健事業費、諸支出金を増額計上しております。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから総括的質疑を行います。  
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 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ、歳出、４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳出、６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５３号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第５３号、令和６年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）については、原案のとおり可決されました。  

 しばらくお待ちください。議場の整理を行います。  

 

△日程第７  議案第５４号  令和６年度知名町奨学資金特別会計補正予  

             算（第１号）について  
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○議長（外山利章君）  

 日 程 第 ７ 、 議 案 第 ５ ４ 号 、 令 和 ６ 年 度 知 名 町 奨 学 資 金 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第

１号）についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第５４号は、令和６年度知名町奨学資金特別

会計補正予算（第１号）についての案件であります。  

 今回の補正は、歳入歳出をそれぞれ５万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１，７９３万７，０００円と定めております。  

 主な補正内容は、歳入については寄附金、諸収入を増額計上し、繰入金を減額計

上しております。  

 歳出につきましては、総務費を増額計上し、貸付金を減額計上しております。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから総括的質疑を行います。  

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１ページ、歳出、２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで総括的質疑を終わり、次に、事項別明細書による質疑を行います。  

 歳入、３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳出、４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで事項別明細書による質疑を終わります。  

 次に、歳入歳出による質疑を行います。  

 歳入、５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  
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 歳出、６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 歳入歳出による質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５４号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 し た が っ て 、 議 案 第 ５ ４ 号 、 令 和 ６ 年 度 知 名 町 奨 学 資 金 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第

１号）については、原案のとおり可決されました。  

 しばらくお待ちください。議場の整理を行います。  

 

△日程第８  議案第５５号  令和６年度知名町水道事業会計補正予算  

             （第２号）について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第８、議案第５５号、令和６年度知名町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第５５号は、令和６年度知名町水道事業会計

補正予算（第２号）についての案件であります。  

 今 回 の 補 正 は 、 収 益 的 収 入 を ２ ４ １ 万 ９ ， ０ ０ ０ 円 、 支 出 を ３ ８ ６ 万

８，０００円とそれぞれ増額しております。  

 主な補正の内容は、材料費や上下水道料金算定に関わる検針システムの更新委託

料でございます。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  
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 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから総括的質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで総括的質疑を終わります。  

 １ページ、収益的収入、支出。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２ページ、実施計画書、収益的収入及び支出。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３ページ、実施計画書、収益的収入及び支出。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５５号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第５５号、令和６年度知名町水道事業会計補正予算（第２号）

については、原案のとおり可決されました。  

 

△日程第９  議案第５６号  令和６年度知名町下水道事業会計補正予算  

             （第１号）について  
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○議長（外山利章君）  

 日程第９、議案第５６号、令和６年度知名町下水道事業会計補正予算（第１号）

についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第５６号は、令和６年度知名町下水道事業会

計補正予算（第１号）についての案件であります。  

 今回の補正は、資本的収入を１，８１５万円、資本的支出を７３８万円それぞれ

増額計上しております。  

 主な補正内容は、資本的収入については企業債を増額計上し、資本的支出につい

ては、管渠建設費、処理場建設費をそれぞれ増額計上しております。  

 詳細につきましては、お手元の予算説明書をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから総括的質疑を行います。  

○１１番（福井源乃介君）  

 いつも話題になるのが接続率の関係であります。公共下水道、農業集落排水等々、

現状はどうなっていますか。  

○上下水道課長（久永裕一君）  

 ９月１日現在になりますけれども、戸数で説明をさせていただきます。  

 公共下水道が……  

〔「パーセントでも」と呼ぶ者あり〕  

○上下水道課長（久永裕一君）  

 パ ー セ ン ト だ け で い い で す か 。 ８ ７ ． ４ ％ で 、 農 業 集 落 排 水 、 田 皆 地 区 が

８６．４％、下平川地区が６０．５％、住吉地区が４９．６％になっております。  

○１１番（福井源乃介君）  

 かなり進んでいるところもあれば、地元ですが、接続率向上に向けての現状の取

組はどうなっていますか。  

○上下水道課長（久永裕一君）  

 広報紙等々で行っているところですし、昨年までは夏祭り、うちわ等々をお配り

をさせていただきながら推進を図っておりました。  

 来年度について、現在、宅内配管に対する助成ができないかというところを今現
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在検討をしているところです。宅内ですね。  

 今後、当初予算等々もありますけれども、今現在、課内の中で検討しているとい

うところです。また、他市町村のそういう宅内への補助があるかどうかも今確認を

しているというところでありますので、何らかの形でしっかり推進はしていきたい

と考えております。  

○１１番（福井源乃介君）  

 公平性の観点から、これはいかがかなとは思いますが、ただ、推進はしないと町

の財政負担になりますので、議員も勧誘に努めるか、要請があれば議会も考えたい

と思いますので、一緒になって、やっぱり接続率を上げないと町の手出しがどんど

ん毎年毎年積み上がっていきますので、何らかの方法をした上で、やはり今までき

ちんと賛同して自主的に引込みをした皆さんとの公平性というところをやっぱり担

保しないといけないところもありますので、我々議会も要請があれば動けると思い

ますので、要請して終わります。  

○議長（外山利章君）  

 これで総括的質疑を終わります。  

 これからページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、資本的収入、支出。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２ページ、実施計画書、資本的収入及び支出。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３ページ、実施計画書、資本的収入及び支出。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５６号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 し た が っ て 、 議 案 第 ５ ６ 号 、 令 和 ６ 年 度 知 名 町 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第

１号）については、原案のとおり可決されました。  

 しばらく休憩します。次の会議は午後１時から再開します。  

休  憩  午前１１時５４分  

─────────────── 

再  開  午後  １時００分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 しばらく休憩します。次の会議は午後１時２０分から再開します。  

休  憩  午後  １時００分  

─────────────── 

再  開  午後  １時２０分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 

△日程第１０  議案第５７号  財産（光ファイバケーブル設備及び附  

              帯設備）の処分について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１０、議案第５７号、財産の処分についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第５７号は、財産（光ファイバケーブル設備

及び附帯設備）の処分についての案件でございます。  

 光ファイバ設備に関しては、平成２３年度に西日本電信電話株式会社と知名町地

域情報通信基盤整備の補修に関する契約を締結し、これまで公設民営で運営をして

まいりました。  

 本案は、本町で所有している光ファイバ設備及び附帯設備を西日本電信電話株式

会社に譲渡することで、人的・財政的負担を軽減し、柔軟で迅速な災害時の復旧対
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応や町民サービスの向上を図るものでございます。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 次に、ページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、仮契約書から。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５７号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  
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 したがって、議案第５７号、財産（光ファイバケーブル設備及び附帯設備）の処

分については原案のとおり可決されました。  

 しばらくお待ちください。  

休  憩  午後  １時２２分  

─────────────── 

再  開  午後  １時２３分  

 

△日程第１１  議案第５８号  工事請負契約の締結について（令和  

              ６年度田皆第二団地改修工事）  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１１、議案第５８号、工事請負契約の締結について（令和６年度田皆第二

団地改修工事）を議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第５８号は、工事請負契約の締結についての

案件であります。  

 今回の田皆第二団地改修工事は、８月２１日に株式会社親和建設、株式会社宗岡

組 、 株 式 会 社 久 保 建 設 、 有 限 会 社 林 建 設 の ４ 社 で 入 札 を 執 行 し 、 工 事 請 負 金 額

９，７８７万８，０００円で有限会社林建設が落札をし、工事請負仮契約を結んで

おります。  

 工事概要は鉄筋コンクリート造り３階建て、１２戸の公営住宅改修工事で、延べ

床面積７９２平方メートル、全戸３ＤＫとなっており、住戸内、外壁の改修を行い

ます。  

 詳細につきましては、お手元の資料をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

 １ページ、建設工事請負仮契約書。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２ページ平面詳細図。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３ページ、立面図。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５８号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第５８号、工事請負契約の締結については、原案のとおり可決

されました。  

 しばらくお待ちください。議場の整理を行います。  

休  憩  午後  １時２６分  

─────────────── 

再  開  午後  １時２７分  

 

△日程第１２  議案第５９号  第２次知名町男女共同参画基本計画の  

              策定について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１２、議案第５９号、第２次知名町男女共同参画基本計画の策定について

を議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました議案第５９号は、第２次知名町男女共同参画基本

計画の策定についての案件であります。  
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 知名町男女共同参画基本計画については、平成２６年から令和５年までの１０年

間を計画期間として策定しておりましたが、計画期間を終了したことから新たに令

和６年度から令和１０年度までを計画期間とする第２次知名町男女共同参画基本計

画を策定するものでございます。  

 本計画については、知名町議会基本条例第８条第１項第２号の規定において議会

の議決を得なければならないこととなっており、この規定に基づき議会の議決を求

めるものでございます。  

 詳細につきましては、お手元の資料をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑ございませんか。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 先日、企画振興課長のほうから１枚紙の説明文をいただきまして、その中で一番

最後の計画の進捗管理のところで、知名町男女共同参画推進懇話会において計画の

進捗について確認するという内容になっておりますが、どのような形、懇話会とい

うのをいつ頃予定されていて、その計画の進捗についてはどのような内容で確認を

行っていくのかが、もし中身があれば教えてください。  

○企画振興課長（永野道也君）  

 ただいまのご質問の件につきまして、男女共同参画推進懇話会を毎年９月ぐらい

に、委員の皆さんを入れてＰＤＣＡ、進捗状況の管理を行いたいと思います。  

 その前段におきまして行政の、今現在、町のほうが入れています行政システムの

クロスタウンというシステムがございます。そのシステム内について、ただいまご

提案させていただいております成果目標、評価指標に対して具体的な取組がどのよ

うに行われたかというのを調査を図り懇話会に結果を上げまして、その進捗並びに

進捗が芳しくない場合はその対策を協議していただこうということで今計画してお

ります。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 後、毎年行うということと併せて、これは男女共同参画推進懇話会という形です

ので、お互いの情報交換的なものでお互いの情報を共有するという形の内容だと思

うんですが、今後、それをじゃどうしていこうとかいう例えば協議会とか審議会と

かいう形みたいな方向というのは考えていないでしょうか。  
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○企画振興課長（永野道也君）  

 ただいまご提案しております計画の４８ページをお開けください。  

 ４８ページ、第４章、推進のあり方について進め方を記述しております。  

 もちろん先ほど議員がおっしゃったように対話をしながら進める懇話会、これは

民間の委員を入れた話合いの場となります。  

 その後、第４章、１、町の推進体制の（１）の部分になります。懇話会を経てか

ら、男女共同参画行政推進会議、主にこれは行政側の各課の課長クラスを交えなが

らこの相互でまた連携を図り、懇話会の中で出た意見等を含め、推進するための話

合いをしていくという計画をしております。  

 主な在り方については、１、町の推進体制の（１）から（３）の流れで進めてい

きたいと思っております。  

○６番（髙風勝一郎君）  

 ありがとうございます。  

 今後、ぜひ、男女共同参画懇話会が、また行政の中でもお互いの連携が取れるよ

うに推進されてください。  

 よろしくお願いします。  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わり、次に、ページごとによる質疑を行います。  

 １ページから。１ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  
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 ６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ７ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ８ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ９ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １０ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １１ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  
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 １７ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １８ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 １９ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２０ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２１ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２７ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  
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 ２８ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２９ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３０ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３１ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３７ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３８ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  
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 ３９ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４０ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４１ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４２ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４３ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４４ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４５ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４６ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４７ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４８ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４９ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  
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 ５０ページ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ５１ページまで。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これでページごとの質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第５９号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第５９号、第２次知名町男女共同参画基本計画の策定について

は原案のとおり可決されました。  

 しばらくお待ちください。議場の整理を行います。  

休  憩  午後  １時３７分  

─────────────── 

再  開  午後  １時３８分  

 

△日程第１３  議案第６０号  財産の取得の追認について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１３、議案第６０号、財産の取得の追認についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第６０号は、財産の取得の追認についての案

件であります。  
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 令和６年度、小学校で使用する教科書は新たに採択されました。それに伴い、教

師用の指導書についても新たに買い入れる必要があります。予定価格７００万円以

上の動産の買入れにつきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を経て取得すべきところ、これを

経ずに買入れを行っていたため、追認を求めるものであります。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 次に、ページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、契約書から。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２ページ。  

○１０番（西  文男君）  

 この間の説明会で少し話をしましたが、契約業務についてお伺いします。  

 契約業務について、今、幾つかの契約業務があると思いますが、例えば工事請負

契約であれば建設課が契約書を作成し、指名競争入札等々で契約を遂行すると思い

ます。なかなか慣れない部署においてどのようなチェック機関を取っているのかお

伺いします。  

○総務課長（成美保昭君）  

 現在は、普通に回している各起案と同じような形でのルート設定となっておりま

す。  

 特別に工事だからというわけではなく、起案をする前までの段階でそのあたりを

建設なり専門家が多いところに持っていって、確認をした上で起案のルートとして

は同じルートになっております。  

○１０番（西  文男君）  

 やはり契約業務においてなかなか慣れない部署であると、どうしても業務の内容

について理解をなかなかする機会が少なくて、こういうような形に往々にしてなる

可能性が高いと思います。  
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 ですから、ならないためにはどうするのかというふうな形、検討されたことある

かお伺いします。  

○副町長（赤地邦男君）  

 今回のこの事例につきましては、私ども指名委員会のほうで確認をして、ちゃん

と議会の議決を得るようにということですね、指導が私のほうでできなかった部分、

大変反省しているところでございます。  

 今後このようなことはないように、金額によって、または取得面積によって条例

等をぜひ勉強して、担当においてもお互いに共通理解を図って、今後このような誤

りのないような事務を進めていきたいと考えておりますので、お許しをいただきた

いと思います。  

○１０番（西  文男君）  

 副町長おっしゃるとおり、やはり１人だとなかなかチェック機能において見落と

しがちなところが出てくるかと思います。その指名委員会の中で、最後の決済印を

押す前に、再度契約業務等については確認をして、それからぜひ入札執行なり、契

約業務に着手するなり、その辺のはっきり構築していただくよう要請したいと思い

ますが、いかがですか。  

○副町長（赤地邦男君）  

 今回の事務は随意契約ということでさせていただいております。もう既に業務が

進んでる中でのどうしようもない随意契約でございますので、私どももまた見逃し

たというのが本当に大きな汚点でございますので、今後そんなことがないように決

裁の流れを、確認を行っていきたいと考えておりますので、お許しをいただきたい

と思います。  

○議長（外山利章君）  

 ２ページ、ほかにございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これでページごとによる質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第６０号を採決します。  

 お諮りします。  
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 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６０号、財産の取得の追認については原案のとおり可決され

ました。  

 しばらくお待ちください。議場の整理を行います。  

休  憩  午後  １時４５分  

─────────────── 

再  開  午後  １時４５分  

○議長（外山利章君）  

 追加日程第１。  

 お諮りします。  

 ただいま町長から議案第６１号が提出されました。  

 これを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題にしたいと思います。ご異

議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６１号を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とす

ることに決定しました。  

 

△追加日程第１  議案第６１号  工事請負変更契約の締結について  

               （令和５年度下平川小学校予防改修  

               工事）  

 

○議長（外山利章君）  

 追加日程第１、議案第６１号、工事請負変更契約の締結についてを議題とします。  

 本案について説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、提案理由を申し上げます。  

 ただいまご提案申し上げました議案第６１号は、令和５年度下平川小学校予防改

修工事に関わる工事請負変更契約の締結についての案件であります。  



― 188 ― 

 変 更 の 内 容 と し ま し て は 、 台 風 接 近 に 伴 う 養 生 、 片 づ け に 日 数 を 要 し た た め 、

１か月の工期延長と施工前調査の結果、外壁、換気孔フードに老朽化による破損が

確認されたことから、換気孔取替え工事の追加等を行うものでございます。  

 詳細につきましては、お手元の資料をご覧ください。  

 よろしくご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 次に、ページごとによる質疑を行います。  

 １ページ、建設工事請負変更仮契約書。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ２ページ、変更工程表。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ３ページ、変更工程表。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ４ページ、平面詳細図、１階床下。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ５ページ、平面詳細図、１階天井。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ６ページ、平面詳細図、２階天井。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 ７ページ平面詳細図、屋上。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第６１号を採決します。  

 お諮りします。  

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６１号、工事請負変更契約の締結については原案のとおり可

決されました。  

 しばらくお待ちください。議場の整理を行います。  

休  憩  午後  １時４９分  

─────────────── 

再  開  午後  １時４９分  

 

△日程第１４  同意第２号  知名町固定資産評価審査委員会委員の選  

             任に付き同意を求めることについて  

△日程第１５  同意第３号  知名町固定資産評価審査委員会委員の選  

             任に付き同意を求めることについて  

△日程第１６  同意第４号  知名町固定資産評価審査委員会委員の選  

             任に付同意を求めることについて  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１４、日程第１５、日程第１６、同意第２号から同意第４号、知名町固定

資産評価審査委員会委員の選任に付き同意を求めることについては一括議題としま

す。  

 提出者の説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、ただいまご提案申し上げました同意第２号から第４号は、ともに知名
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町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意を求めることについての案件であ

ります。一括して提案させていただきます。  

 本同意案件は、東  則雄氏、田邊利二氏、城村富忠氏の任期満了に伴い、再度、

城村富忠氏を選任するとともに、新たに山田  悟氏、森  浩明氏を選任したいので、

地方税法第４２３条の規定により議会の同意を求めるものでございます。  

 よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから同意第２号から同意第４号、知名町固定資産評価審査委員会委員の選任

に付き同意を求めることについてを採決します。  

 この採決は無記名投票によって行います。  

 議場の出入口を閉めます。  

〔議場閉鎖〕  

○議長（外山利章君）  

 ただいまの出席議員数は１１名です。  

 次に、立会人を指名します。  

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に西  文男議員及び福井源乃介

議員を指名します。  

 投票用紙を配付します。  

〔投票用紙配付〕  

○議長（外山利章君）  

 念のため申し上げます。本投票用紙には、同意第２号から第４号まで記載欄があ

ります。記載漏れがないようご注意ください。本件に賛成の方は賛成と、反対の方

は反対と記載願います。  

 なお、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第８４条

の規定により否とみなします。  

 投票用紙の配付漏れはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  
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 配付漏れなしと認めます。  

 投票箱を点検します。  

〔投票箱点検〕  

○議長（外山利章君）  

 異状なしと認めます。  

 ただいまから投票を行います。議席番号１番の議員から順番に投票願います。  

〔投   票〕  

○議長（外山利章君）  

 投票漏れはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 投票漏れなしと認めます。  

 これで投票を終わります。  

 次に、開票を行います。  

 先ほど立会人に指名しました西  文男議員及び福井源乃介議員に開票の立会いを

お願いします。  

〔開   票〕  

○議長（外山利章君）  

 投票の結果を報告します。  

 同意第２号、投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票です。  

 有効のうち、賛成１１票、反対ゼロ票です。  

 以上のとおり賛成が多数です。  

 したがって、同意第２号、知名町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意

を求めることについては同意されました。  

 次に、同意第３号の投票の結果を報告します。  

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票です。  

 有効のうち、賛成１１票、反対ゼロ票です。  

 以上のとおり賛成が多数です。  

 したがって、同意第３号、知名町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意

を求める件は同意されました。  

 次に、同意第４号の投票の結果を報告します。  

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票です。  

 有効のうち、賛成１１票、反対ゼロ票です。  
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 以上のとおり賛成が多数です。  

 したがって、同意第４号、知名町固定資産評価審査委員会委員の選任に付き同意

を求めることについては同意されました。  

 

△日程第１７  同意第５号  知名町農業委員会委員の任命に付き同意  

             を求めることについて  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１７、同意第５号、知名町農業委員会委員の任命に付き同意を求めること

についてを議題とします。  

 提出者の説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました同意第５号は、知名町農業委員会委員の任命に付

き同意を求めることについての案件であります。  

 現農業委員会委員１名の辞任に伴い、新たに１名の者を農業委員会委員に任命し

たいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求め

るものでございます。  

 よろしくご審議の上、同意くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから同意第５号を採決します。  

 この採決は無記名投票によって行います。  

 ただいまの出席議員数は１１名です。  

 次に、立会人を指名します。  

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に川畑光男議員及び田尻博樹議

員を指名します。  

 投票用紙を配付します。  

〔投票用紙配付〕  

○議長（外山利章君）  
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 念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願いま

す。  

 なお、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第８４条

の規定により否とみなします。  

 投票用紙の配付漏れはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 配付漏れなしと認めます。  

 投票箱を点検します。  

〔投票箱点検〕  

○議長（外山利章君）  

 異状なしと認めます。  

 ただいまから投票を行います。議席番号１番の議員から順番に投票願います。  

〔投   票〕  

○議長（外山利章君）  

 投票漏れはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 投票漏れなしと認めます。  

 これで投票を終わります。  

 次に、開票を行います。  

 先ほど立会人に指名しました川畑光男議員及び田尻博樹議員に開票の立会いをお

願いします。  

〔開   票〕  

○議長（外山利章君）  

 投票の結果を報告します。  

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票です。  

 有効のうち、賛成１１票、反対ゼロ票です。  

 以上のとおり賛成が多数です。  

 したがって、同意第５号、知名町農業委員会委員の任命に付き同意を求めること

については同意されました。  

 

△日程第１８  同意第６号  知名町教育委員会教育長の任命に付き同  
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             意を求めることについて  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第１８、同意第６号、知名町教育委員会教育長の任命に付き同意を求めるこ

とについてを議題とします。  

 提出者の説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 ただいまご提案申し上げました同意第６号は、知名町教育委員会教育長の任命に

付き同意を求めるものであります。  

 本件は、現教育長の田中幸太郎氏が本日９月３０日をもって任期満了となります

が、田中氏を引き続き教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。  

 よろしくご審議の上、同意くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから同意第６号を採決します。  

 この採決は無記名投票によって行います。  

 ただいまの出席議員数は１１名です。  

 次に、立会人を指名します。  

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に長山美香議員及び原﨑幸雄議

員を指名します。  

 投票用紙を配付します。  

〔投票用紙配付〕  

○議長（外山利章君）  

 念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願いま

す。  

 なお、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第８４条

の規定により否とみなします。  
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 投票用紙の配付漏れはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 配付漏れなしと認めます。  

 投票箱を点検します。  

〔投票箱点検〕  

○議長（外山利章君）  

 異状なしと認めます。  

 ただいまから投票を行います。議席番号１番の議員から順番に投票願います。  

〔投   票〕  

○議長（外山利章君）  

 投票漏れはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 投票漏れなしと認めます。  

 これで投票を終わります。  

 次に、開票を行います。  

 先ほど立会人に指名しました長山美香議員及び原﨑幸雄議員に開票の立会いをお

願いします。  

〔開   票〕  

○議長（外山利章君）  

 投票の結果を報告します。  

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票です。  

 有効のうち、賛成１０票、反対１票です。  

 以上のとおり賛成が多数です。  

 したがって、同意第６号、知名町教育委員会教育長の任命に付き同意を求めるこ

とについては同意されました。  

 

△日程第１９  同意第７号  知名町教育委員会委員の任命に付き同意  

             を求めることについて  

△日程第２０  同意第８号  知名町教育委員会委員の任命に付き同意  

             を求めることについて  
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○議長（外山利章君）  

 日程第１９、同意第７号及び日程第２０、同意第８号、知名町教育委員会教育委

員の任命につき同意を求めることについては一括議題とします。  

 提出者の説明を求めます。  

○町長（今井力夫君）  

 それでは、同意第７号と第８号、提案理由を一括して述べさせていただきます。  

 ただいまご提案申し上げました同意第７号は、知名町教育委員会委員の任命に付

き同意を求めるものでございます。  

 本件は、現委員の竪山哲児氏が本年１０月１４日をもちまして任期満了となりま

すが、竪山氏を引き続き教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。  

 続きまして、同意第８号につきまして、本件は、森  勇樹氏が本年１０月３日を

もって任期満了になることに伴い、勘里由佳氏を教育委員会委員に任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を

求めるものでございます。  

 よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議長（外山利章君）  

 これから質疑を行います。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 これで質疑を終わります。  

 これから同意第７号から同意第８号、知名町教育委員会教育委員の任命につき同

意を求めることについてを採決します。  

 この採決は無記名投票によって行います。  

 ただいまの出席議員数は１１名です。  

 次に、立会人を指名します。  

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に西  □信議員及び髙風勝一郎

議員を指名します。  

 投票用紙を配付します。  

〔投票用紙配付〕  

○議長（外山利章君）  

 念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願いま



― 197 ― 

す。  

 な お 、 賛 否 を 明 ら か に し な い 投 票 及 び 賛 否 の 明 ら か で な い 投 票 は 、 会 議 規 則 第

８４条の規定により否とみなします。  

 投票用紙の配付漏れはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 配付漏れなしと認めます。  

 投票箱を点検します。  

〔投票箱点検〕  

○議長（外山利章君）  

 異状なしと認めます。  

 ただいまから投票を行います。議席番号１番の議員から順番に投票願います。  

〔投   票〕  

○議長（外山利章君）  

 投票漏れはありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 投票漏れなしと認めます。  

 これで投票を終わります。  

 次に、開票を行います。  

 先ほど立会人に指名した西  □信 議員 及び髙風勝一郎議員に開票の立会いをお願

いします。  

〔開   票〕  

○議長（外山利章君）  

 投票の結果を報告します。  

 同意第７号、投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票です。  

 有効のうち、賛成１１票、反対ゼロ票です。  

 以上のとおり賛成が多数です。  

 したがって、同意第７号、知名町教育委員会教育委員の任命につき同意を求める

ことについては同意されました。  

 次に、同意第８号の投票の結果を報告します。  

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票ゼロ票です。  

 有効のうち、賛成１０票、反対１票です。  
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 以上のとおり賛成が多数です。  

 したがって、同意第８号、知名町教育委員会教育委員の任命につき同意を求める

ことについては同意されました。  

 議場の出入口を開きます。  

〔議場開鎖〕  

○議長（外山利章君）  

 しばらく休憩します。  

 次の会議は午後２時４５分から再開します。  

休  憩  午後  ２時２１分  

─────────────── 

再  開  午後  ２時４６分  

○議長（外山利章君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 先ほどの議案第５６号、令和６年度知名町下水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて訂正があります。  

○上下水道課長（久永裕一君）  

 議案第５６号ですけれども、先ほどお配りしました２ページ目、実施計画の部分

になります。  

 公営企業の予算については、議決項目が款項のみとされております。２ページ以

降の予算実施計画以降については予算に関する説明書ということで今回差し替えを

お願いをいたします。  

 内容としましては２ページ目、支出ですが、既決予定額、補正予定額、計、３項

目 あ り ま す が 、 上 か ら １ 億 ６ ， ３ ６ ６ 万 ４ ， ０ ０ ０ 円 が ２ 億 ８ ， １ ３ ４ 万

３ ， ０ ０ ０ 円 、 補 正 予 定 額 が ６ ５ ０ 万 円 に 対 し て ７ ３ ８ 万 円 、 計 が １ 億

７，０１６万４，０００円が２億８，８７２万３，０００円となります。  

 以下についても修正をお願いいたします。  

 訂正し、おわび申し上げます。申し訳ありませんでした。  

○農業委員会事務局長（上村隆一郎君）  

 先ほどの同意案件の第５号についてですけれども、経歴の中で最初の段階で就農

ということが記載されておりまして、その後の経歴が載っているわけですけれども、

現在は就農をしておりません。  

 今回の同意案件については、農業をしていない中立委員を選任するということで

ありますので、記載が漏れたこと、もう農業はしていないというところが記載が漏
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れがありましたので、おわびして修正をお願いしたいと思います。  

 

△日程第２１  発議第５号  議員派遣の件について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第２１、発議第５号、議員派遣の件を議題とします。  

 お諮りします。  

 議員派遣の件については、会議規則第１２９条第１項の規定によって、お手元に

お配りしたとおり議員を派遣したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、発議第５号、議員派遣の件については、お手元に配付してあります

とおり派遣することに決定しました。  

 

△日程第２２  決定第５号  閉会中の継続調査の件について  

 

○議長（外山利章君）  

 日程第２２、決定第５号、閉会中の継続調査の件を議題とします。  

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付の本会議の

会期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申出があります。  

 お諮りします。  

 議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありま

せんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。  

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。  

 したがって、会議規則第７条の規定によって本日で閉会したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（外山利章君）  

 異議なしと認めます。  

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。  

 これで本日の会議を閉じます。  

 令和６年第３回知名町議会定例会を閉会します。  

 ご起立ください。  

 お疲れさまでした。  

閉  会  午後  ２時５１分  
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